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改 訂 履 歴 

版数 改訂年月日 修正内容 

2004-01 平成16年3月29日 オンライン申請開始による全面改訂 

2004-02 平成16年6月30日 住所データ更新による出発地・目的地入力及び住所検索機能の変更

による改訂（3.5.4 出発地・目的地入力） 

申請書作成を予約出来る機能の追加による改訂 

（3.7 申請書作成の予約（申請書作成予約受付情報）、 

（5.申請書作成状況一覧） 

2004-03 平成16年7月1日 不連続経路データ修正機能の追加による改訂 

（3.5.6 経路修正） 

2004-04 平成16年8月20日 地図 Window最大化機能及び操作パネルフリー表示機能の追加による

改訂（3.5.1 地図表示画面 基本操作機能） 

軌跡図用車両諸元入力機能の停止による改訂 

（3.3.2 車両情報の入力、3.4.2 車両情報の入力） 

2004-05 平成16年9月22日 申請書入力画面説明の一部見直しによる改訂 

（3.1.4 申請書入力画面） 

空白の許可証欄つき申請書出力機能の追加による改訂 

（5.1.1 申請書類印刷） 

2005-01 平成17年3月30日 車両全面改修による改訂 

（3.3 車両情報入力） 

経路図関連改修（経路図作成の予約、PDF ファイルダウンロード）によ

る改訂 

（3.4 経路入力（デジタル地図による経路入力）、6 経路図作成予約状

況一覧） 

2005-11 平成17年10月26日 表紙、版数の変更（内容に関する改訂無し） 

2006-03 

 

 

平成18年3月20日 

 

 

新ＤＲＭ対応に伴う改訂 

（3.1 申請書情報入力、3.5.1 経路入力（交差点番号指定による経路入

力）、3.6 申請書作成の予約（申請書作成予約受付情報）、4.1 申請書

入力） 

2008-11 平成20年11月17日 環境設定 CD-ROM の更新に伴う改訂 

（表現の一部見直し等） 

2010-02 平成22年1月15日 環境設定 CD-ROM の更新に伴う全面改訂（表現の見直し、画面変更） 

改修機能説明追加（有料道路チェック、許可期間延長） 

2010-02 平成22年2月1日 全体的レイアウト、確認、修正 

2010-02 平成22年2月15日 Java1.6_18 へ変更 

2011-03 平成23年3月1日 Windows7 まで対応 OSへ更新、車両入力画面改修に伴う改訂 

 

 



ii 

2012-03 平成24年3月30日 個別協議状況一覧の追加、パスワード変更機能の廃止、パスワードの

文字種変更（記号追加）、３回連続ログインエラー時のパスワード２４時

間ロックの改修に伴う改訂 

2013-06 平成25年6月25日 対応 OS（Windows 8）の更新、対応ブラウザ（Internet Explorer9, 10）の

更新、デジタル地図の改修に伴う改訂 

2014-03 平成26年3月31日 申請データ送信プロセス簡略化に伴う改訂 

2014-10 平成26年10月24日 平成 25 年 6 月に公布された改正道路法に伴う改訂 

（大型車誘導区間の導入による表示画面の変更、他） 

対応 OS（Windows8.1）の更新、対応ブラウザ（Internet Explorer11）の更 

新、対応 OS（WindowsXP）の除外 

パスワードロックの見直し 

2015-04 平成27年4月20日 

（平成27年3月18日） 

特車申請窓口の集約化に伴う改修（提出先窓口事務所の一部統合） 

（3.1.4 提出先窓口指定・確認） 

往復申請における実車・空車同一申請の申請書作成機能の追加 

（3.1.2 申請書入力方法選択） 

経路作成時における住所選択入力及び整合チェック機能の追加 

（3.5.1 交差点番号入力） 

作成データの途中保存・参照読み込み機能の追加 

（3.7 作成データの途中保存・参照読み込み） 

「通行経路表」の大型車誘導区間経路の判別表示の変更 

（10.5.5 通行経路表） 

出力帳票の PDF 形式への移行（10. 各種帳票） 

2015-06 平成27年6月1日 

（平成27年5月28日） 

往復申請における実車・空車同一申請の申請書作成機能の追加 

（3.1.2 申請書入力方法選択） ※補足説明を追加 

積載貨物の品名における「コンテナ」分類の細分化について 

（3.2.1 積載貨物入力） 

リアオーバーハングの入力欄の追加 

（3.3.3 型式ごとの車両諸元による車両情報入力） 

車両情報入力における車検証照合チェック機能の追加 

（3.3.4 申請書作成時の車検証情報との照合チェック） 

海上コンテナの橋梁照査式の適合判定チェック機能の追加 

（3.3.5 橋梁照査式による適合判定の確認） 

帳票表示項目の追加 （10.5.3 車両の諸元に関する説明書、10.6.1 特

殊車両通行許可算定書（総合）） 

2015-06-1 平成27年6月4日 （3.3.4 申請書作成時の車検証情報との照合チェック） 一部修正 

2015-06-2 平成27年6月12日 （3.3.4 申請書作成時の車検証情報との照合チェック） 一時機能停止

のため項目削除 

（3.3.5 → 3.3.4 橋梁照査式による適合判定の確認） 一部記載を訂正 
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2016-01 平成28年1月25日 IEのサポートポリシー変更に伴う、推奨パソコン環境の変更 

（1.4.1 お使いになるパソコン環境の確認） 

ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度（以下、ETC2.0簡素

化制度）の施行に伴う、利用登録および申請方法の説明追加 

（15. ETC2.0 簡素化制度利用登録） 

（16. ETC2.0 簡素化制度申請） 

ETC2.0 簡素化制度に伴う、出力帳票の追加 

（10.5.5 通行経路表） 

（10.6.8 ETC2.0 簡素化制度申請 大型車誘導区間内通行条件） 

2016-03 平成28年3月17日 （1.4.2 使用文字についての注意） 

使用文字（制御文字）についての注意を追記 

（3.3 車両情報入力） 

車検証情報との照合機能を追加 

（3.5.1 交差点番号の入力） 

道路法適用外道路の判定機能を追加 

（15.1 ETC2.0 簡素化制度利用登録） 

車載器管理番号の変更機能等を追加 

（16.1 申請データ作成） 

システムにおける制約事項の説明を追記 

（16.4 大型車誘導区間の算定結果の確認） 

保存期間の説明を追加 

2017-03 平成29年3月24日 （16.1 申請データ作成） 

提出先窓口の変更を反映 

2018-09 平成30年9月6日 （16.5 許可更新機能） 

ETC2.0 簡素化制度の許可証更新機能の説明を追記 

2018-11 平成30年11月13日 誤字脱字の軽微な修正（推奨パソコン環境の修正、等） 

2019-02 平成31年2月12日 （1.4 申請支援システムの利用上の注意 

推奨パソコン環境に Windows10 を追加、I E 利用時の注意を追記 

（3.1 申請者情報入力） 

申請書情報の入力時のチェック強化（申請日、通行開始日・終了日、申

請代理人入力） ※申請日＝提出日でない場合、オンライン提出不可 

申請書入力画面における申請車両台数および申請経路数の入力欄の

廃止（作成中または bin ファイル読み込み時の状態を表示） 

（3.5 経路情報入力） 

交差点番号入力画面において、出発地・目的地の住所入力における位

置を特定する情報の入力、及び中央分離帯がある場所での往復申請

に対する注意喚起文を追加 
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2019-03 平成31年3月25日 (3.1 申請書情報入力) 

申請車種と事業区分に関する解説用画面を追加 

更新申請時における編集可能項目と通行開始日の自動反映を追記 

変更申請時における編集可能項目と通行期間の自動反映機能を追記

(3.2.1 積載貨物情報入力) 

積載貨物と積載貨物寸法に関する解説用画面を追加 

（3.3 車両情報入力） 

車両情報入力時における「合成値表示」ボタン押下を必須操作に変更 

車両諸元の入力値に対して単位（桁数）誤りを検知するチェックを追加 

特例 8 車種と海上コンテナに対する最小回転半径のチェックを追加 

(3.5 経路情報入力（交差点番号）) 

更新申請時に経路不連続を修正する場合の手順を追加 

(4.2 申請書作成予約登録時のチェック) 

申請書作成予約登録時に重量B条件緩和のチェックと特例 8車種への

隣接軸重のチェックを追加 

(16.1 ETC2.0 簡素化制度申請 データ作成) 

ETC2.0 簡素化制度におけるトラクタ台数の包括申請に対応する旨を留

意事項として追記 

(16.4 大型車誘導区間の算定結果の確認) 

大型車誘導区間の算定結果帳票の保存期間を 35 日間に変更 

2019-04 平成31年4月1日 （15. ETC2.0 車載器登録） ※章項タイトル変更 

ETC2.0 車載器の登録に関する操作手順を記載 

以下の各利用制度に伴う登録方法を追記 

（15.1 ETC2.0 車載器の登録方法） 

（15.2 ETC2.0 簡素化制度利用登録） 

（15.3 ダブル連結トラック利用制度登録） 

（15.4 許可期間延長利用制度登録） 

（17. 延長申請条件登録） 

既存許可の許可期間延長を行う際の操作手順を追記 

2019-09 令和元年9月24日 （3.1.3 申請書入力画面） 

許可期間延長に伴い、通行期間が最長 4 年での入力制御に変更 

（4.2 申請書作成予約登録時のチェック） 

申請書作成予約登録時における通行期間チェック内容を一部変更 

（10.5.5 通行経路表） 

特車許可不要区間を適用した申請の場合の制限事項を追記 

（15.5 特車許可不要区間利用制度登録） 

特車許可不要区間の ETC2.0 車載器 利用制度の登録方法を追記 

（18. 18. 特殊車両通行許可不要制度を適用した申請） 

特車許可不要区間を適用した申請方法について追記 

2020-01 令和2年1月14日 OSサポート終了に伴い推奨パソコン環境から Windows7 を除外 
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2020-02 令和2年2月25日 （3.1.2 申請書入力方法選択） 

過去の申請済みの受理番号／申請番号の検索機能を追加 

（3.3.2 型式ごとの車両諸元による車両情報入力） 

「型式削除」ボタン押下時に車両内訳一覧画面と車両諸元説明書情報

入力画面が連動するように改修 

（5. 申請書作成状況一覧） 

画面内上部へのボタン追加、ボタン押下後のボタン変色 

（16. ETC2.0 簡素化制度申請） 

申請種類で新規申請以外に「変更申請」が選択可となったことを追記 

（19.手数料情報照会） ※新規メニュー 

納入通知書の詳細を照会するための機能について追記 

2020-05 令和2年5月18日 （3.3.4 橋梁照査式による適合判定の確認） 

橋梁照査適合判定の操作手順を改善 

（3.3.5 車検証情報との照合） 

車検証情報と照合できない車両の車両番号が表示されるように改修 

（10.6 算定関係帳票の説明） 

道路便覧情報の仮登録道路における帳票出力項目について追記 

2021-03 令和3年3月22日 （3.1.3 申請書入力画面  Ⅱ.更新申請） 

更新申請時に、車両及び経路の削除操作が可能となった旨を追記 

（3.1.3 申請書入力画面  Ⅲ.変更申請） 

軽微な変更申請のうち、同一型式のトレーラの台数の追加が簡略化 

（3.3.2 型式ごとの車両諸元による車両情報入力） 

自動車運搬用セミトレーラ連結車におけるはみ出し長の入力欄を追加 

（3.4 経路入力（デジタル地図による経路入力）） 

出発地・目的地から特車交差点までの未収録道路の路線入力を追加 

（10.5.3 10.5.4 車両の諸元に関する説明書） 

車両の諸元に関する説明書帳票に、はみ出し長の出力項目を追加 

（19 ダブル連携トラック利用制度を適用した申請） 

ダブル連結トラックの利用制度を適用した申請データを作成するための

操作手順を追記 

2022-03 令和4年3月22日 （1.4.1 お使いになるパソコン環境の確認） 

推奨パソコン環境の対応ブラウザを変更 （IE11→Edge） 

（2.3 申請支援システムへのログイン（接続）） 

申請支援システムのログイン方法の変更に伴う画面遷移を更新 

（15.1 ETC2.0 車載器の登録方法） 

入力内容が正しく入力されていない場合のメッセージ内容を追記 
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1. はじめに 

本説明書は、申請支援及び行政処分情報の登録、照会、修正、削除、ダウンロードにおい

て利用する申請支援システムの画面操作説明と、操作の流れを解説した説明書です。 

1.1 用語説明 

・テキスト入力：テキスト（文字）をキーボードにより入力すること。 

・リストボックス：データ選択肢をリスト表示し、その中の1つをマウスで選択する。 

・ラジオボタン：複数の選択項目の中から1つだけを選択することができる。 

・チェックボックス：チェック・ボックスにマウス・ポインタを合わせてクリックすると、 

その項目が選択されてチェック・マークが付く。ラジオ・ボタンと異

なり、複数の項目をチェックできる。 

 

1.2 本マニュアルの読み方 

ここでは、申請支援システム操作マニュアルの記述方法について説明します。 

1.2.1 本文中の記述について 

本マニュアルの本文中では、ポップアップ画面除くシステムのタイトル画面名には

アンダーラインを引き，ボタン名は四角枠で囲ってあります。 

 

 

［例］ 

 

        ………「申請書の修正」を行う場合は、申請書一覧画面にお 

      いて、一覧の修正したい行にある修正を押します。 

 

 

 

 

 

 

なお、「」，""，等はその文字を強調するために用いています。 

 

1.3 操作上のご注意 

本システムはWebブラウザを利用して操作を行います。 

操作上、前画面に戻りたい場合は、Webブラウザの戻るボタンは使用しないで下さい。

エラーの原因となります。 

前画面に戻りたい場合は、画面上に表示される前画面へ戻るボタンを使用して下さい。 

 

  

画面名 

ボタン名 
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1.4 申請支援システムの利用上の注意 

1.4.1 お使いになるパソコン環境の確認 

本システムを利用するためには、以下の環境が必要になります。 

 

項目 必須環境 

OS 

・ 

WWWブラウザ 

ソフト 

●推奨PC環境のOS－WWWブラウザの組合せ 

OS 
Windows8.1 Windows10 

対応 

ブラウザ 
Microsoft Edge 

 

※ 日本語版Microsoft Edgeをご利用下さい。 

➢ 令和4年6月16日以降、Microsoft社において、IEのサポートポリシー

変更により、IE11がサポート対象となったことに伴い、特車オンラ

イン申請システムにおいても、パソコンの推奨環境を変更しました。 

画面表示 
●800×600(SVGA) 以上 

但し、1024×768(XGA) 以上を推奨します。 

ネットワーク環境 

●インターネット接続が可能なこと。 

但し、デジタル地図経路作成システムの利用には、ブロードバ

ンド回線の利用を推奨します。 

必要な周辺機器 
●スキャナ（オンライン申請を行う場合、車検証の写しや未収録
経路図などの添付資料を電子化するため） 

PDF表示ソフト 
●PDF1.3が表示できるPDF表示ソフトウェア 

（例えば、Adobe Acrobat Reader 4.0以上のAdobe Reader製品） 

※CPU、メモリ、ハードディスク空き容量、表示色については、OSに応じた推奨環境で

ご利用下さい。 

 

 

※Internet Explorerは、今後マイクロソフトでのサポートが終了となるため、推奨環境

の対象外といたしました。（令和4年3月22日より適用） 

※本マニュアル内の画面は、一部Internet Explorerでのブラウザ表示のままとなる場合

があります。 
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1.4.2 使用文字についての注意 

I. 利用可能文字 

本システムにおいて使用可能な文字は以下に掲げるもののみとし、その他の外字、機種

依存文字等の使用は不可とする。 

（1）１バイト文字の英数字及び記号は、JISX-0201-1997を使用する。 

（2）２バイト文字はJISX-0208-1997を使用し、漢字についてはJIS第一水準漢字及びJIS

第二水準漢字を使用する。但し、半角文字の¥. [ ]＆%’ は不具合の対象となる為使

用不可とする。 

II. 利用できない機種依存文字 

以下の文字は機種依存文字(NEC特殊文字等)と呼ばれ、特車システム内で使用すると文

字化けの原因となります。 

・丸囲み数字 ：① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 

・ギリシャ数字：Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 

・単位１   ：㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ 

・単位２   ：㎜ ㎝ ㎞ ㎏ ㏄ ㎡ 

・省略記号  ：〝 〟 ㍻ № ㏍ ℡ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ™ © ® 

・数学記号  ：≒ ≡ ∫ ∮ ∑ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ∵ ∩ ∪ 

 

 

※入力時に機種依存文字が含まれる場合は、エラーメッセージが表示されます。 

 機種依存文字をシステムで取り扱うことができないため、修正をお願いします。 

 

例）① → (1)、Ⅱ → 2、㍉ → ﾐﾘ、㎡ → m2、等 
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株式会社、有限会社等を省略する場合は省略文字を使用せず、（株）、（有）等の入力は

以下の例のように入力してください。 

・㈱ → （株）半角または全角 ”（”,”）” と ”株” 

・㈲ → （有）半角または全角 ”（”,”）” と ”有” 

 

本システムで入力すると文字化けする可能性のある漢字一覧（例） 
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III. 利用できないWindows 7およびWindows 8.1 固有文字 

Windows 7、およびWindows 8.1では、他のOSで、使用してない文字が使われています。 

本システムでは、以下の、Windows 7、およびWindows 8.1の固有文字の使用を禁止し

ています。 

 
JIS X 0213:2004 第三水準変更点10字 

JIS X 0213:2004 第三水準XPで表示不可な文字183字中 人名用漢字73字 

JIS X 0213:2004 第三水準XPで表示不可な文字183字中 サロゲートペア26字 

JIS X 0213:2004 第三水準XPで表示不可な文字183字中 84字 

JIS X 0213:2004 第四水準変更点 14字 

JIS X 0213:2004 第四水準XPで表示不可な文字722字中 サロゲートペア277字 

JIS X 0213:2004 第四水準XPで表示不可な文字722字中 CJK統合漢字拡張A領域145字 

JIS X 0213:2004 第四水準XPで表示不可な文字722字中 300字 

JIS X 0213:2004 第四水準変更点(漢字以外)11字 

JIS X 0213:2004 ＸＰ以前で表示不可な非漢字162字 

JIS X 0213:2004 文字合成を必要とする非漢字25字 

JIS X 0213:2004 文字合成を使っても使わなくても良い非漢字200字(後半146字が対象) 

 

 

本システムで禁止しているWindows 7、およびWindows 8.1 の 

固有文字の一部（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 利用できない制御文字 

本システムでは、改行コード、TABコードの使用を禁止しています。 

 

Windows 7、およびWindows 8.1 固有文字、制御文字をシステムに入力した場合、以下

のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※エラーメッセージは、Windows 7、Windows 8.1の場合でも、「Windows Vistaのみ」

と表示されますので、ご注意下さい。 
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1.4.3 Microsoft Internet Explorer使用についての注意 

 

I. 利用できない機能 

本システムでは、以下のようなIE7以上のブラウザの固有の機能は使用できません。 

 

i. 拡大・縮小 

拡大・縮小を選択すると表示項目が以下のようにずれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. タブブラウザ 

タブブラウザ機能は、使用しないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ラジオボタンや入力項目の表示がずれます。 

 

複数のタブを表示しないで下さい 
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iii. ブラウザの「戻る」ボタン 

Internet Explorerの「戻る」ボタンは、使用しないで下さい。 
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Ⅱ Internet Explorer11 利用時の注意【参考】 

 

i. チェックボックス付きのダイアログ表示への対応 

⚫ Internet Explorer のブラウザ仕様により、連続したダイアログの表示を検知すると、

下図のようなチェックボックス付きのダイアログが表示されることがあります。 

 

⚫ このチェックボックスを有効（チェック付）にしてダイアログを閉じると、そのサイ

トでは、以後の操作が正しく動作しない場合があります。 

⚫ 有効にして閉じると、当サイトで連続したダイアログが表示されず、本来必要なダイ

アログの表示が止められてしまう可能性があるので注意してください。一度ブラウ

ザを閉じてから再度 Internet Explorerを起動すると通常状態には戻ります。 

 

 

 図 1 Webページからのメッセージ画面（表示例） 

 

  【対応①】 

チェックボックスにチェックを付けずに［OK］ボタンをクリックして閉じて下さい。 

 

  ◆当サイトでチェックボックス付きのダイアログ表示させないための方法 

  【対応②】 

Internet Explorerのインターネットオプションより、当該サイトのURLを信頼済み

サイトに登録して下さい。 

上記のブラウザ設定手順については、次頁を参照にして下さい。 

 

※ なお今後 Internet Explorerの仕様が変更になる可能性もあります。 
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① Internet Explorer 11を起動し、「メニュー」バーの[ツール]をクリックし、表示された

一覧から[インターネットオプション(O)]をクリックします。 

 

 
 

② 「インターネットオプション」画面が表示されます。 

[セキュリティ]タブをクリックし、[信頼済みサイト]をクリックして[サイト(S)]をクリックし

ます。 

 

 
 

③ 「信頼済みサイト」画面が表示されます。 

「https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/」を入力し、[追加(A)]をクリックし、閉じます。 

 

 
 

④ 「インターネットオプション」画面に戻り、「OK」をクリックし、閉じます。 
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2. 申請支援システムの概要 

2.1 申請支援システムを利用したオンライン申請 

申請支援システムを利用したオンライン申請の流れを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① インターネットを経由して、申請支援システムにアクセスし、申請データを作成します。 

 

１)申請データをダウンロードして提出する場合 

②システムで作成した申請データをFDもしくはHDにダウンロード（保存）します。 

③ダウンロードした申請データを「特殊車両オンライン申請システム」へ送信します。 

 

２)申請データを申請支援システムから直接提出する場合 

④システムで作成した申請データを「特殊車両オンライン申請システム」へ送信します。 

※ 緑枠は申請者のシステム、赤枠は国のシステムです。 

  

申請支援システム
インターネット

①申請データ作成

②ダウンロード

インターネット

受付システム

ＦＤ

③申請データのアップロード

申請支援システム
インターネット

①申請データ作成

②ダウンロード

インターネット

受付システム

ＦＤ

③申請データのアップロード

④提出 



 

申請支援システム                    2.申請支援システムの概要 

 

2－2 

2.2 申請支援システムの流れ 

申請支援システムは以下のような流れになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、各処理内容については、以下の章で説明します。 

 

第３章 申請データ作成（申請書入力） 

     …申請データ作成の説明を申請書入力、車両諸元入力、経路入力（デジタル

地図入力）、交差点番号入力で、申請データを作成する方法とＦＤ読み込

みの説明を行います。 

 

第４章 申請書作成予約 

     …作成（登録）したデータの申請書作成予約について説明を行います。 

各種利用制度 

登録 

特
殊
車
両
シ
ス
テ
ム 

ロ
グ
イ
ン
画
面 

（
共
通
） 

申
請
支
援
シ
ス
テ
ム
メ
イ
ン
メ
ニ
ュ
ー
画
面 

申請データ

作成 

申請書作成

状況一覧 

経路図作成

状況一覧 

担当者変更 

個別協議 

状況一覧 

申請書提出 

申請状況 

照会 

申請書作成 

予約 

申請データ 

ダウンロード 

申請書提出 

申請データ 

算定 

経路図 

ダウンロード 

許可番号付き 

経路図印刷 

延長申請 

条件登録 

ETC2.0 

車載器登録 

特
殊
車
両
シ
ス
テ
ム 

特
車
通
行
制
度
選
択
画
面 

お 
「特車通行許可制度 

申請データの作成」 

ボタンを選択 
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第５章 申請書作成状況一覧 

     …予約した申請データ、申請書の作成状況等の説明、申請データの提出、申

請データの算定の説明を行います。 

 

第６章 経路図作成状況一覧 

…各申請の経路図作成予約後の処理を、画面の流れに沿い説明を行います。 

 

第７章 担当者変更 

     …既に登録してある担当者情報の変更の説明を行います。 

 

第８章 個別協議状況一覧 

     …申請者に関連する申請の個別協議状況の確認の説明を行います。 

 

第９章 許可番号つき経路図の印刷 

     …許可番号つき経路図の印刷の説明を行います。 

 

第１３章  申請書提出 

     …既に作成してある申請書データの提出の説明を行います。 

 

第１４章  申請状況照会 

…申請者に関連する申請状況の確認の説明を行います。 

 

第１５章  ETC2.0車載器登録 

     …ETC2.0装着車車両と車載器の組合せ情報の登録方法の説明を行います。

また、各種運用中の利用制度の登録方法の説明を行います。 

 

第１６章  ETC2.0簡素化制度申請 

     …ETC2.0簡素化制度申請を行う場合の申請方法の説明を行います。 

 

第１７章  延長申請条件登録 

     …既存許可の許可期間延長申請を行う場合の申請方法の説明を行います。 

 

第１８章  特殊車両通行許可不要制度適用申請 

     …特殊車両通行許可不要制度を適用した申請を行う場合の申請方法の説明

を行います。 

 

第１９章  ダブル連携トラック利用制度適用申請 

     …ダブル連結トラックの利用制度を適用した申請を行う場合の申請方法の

説明を行います。 

 

第２０章  手数料情報照会 

     …国からの納品告知書（手数料）の内訳を確認するための操作を説明します。 
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2.3 申請支援システムへのログイン（接続） 

パソコンでwebブラウザ（Internet Explorer）を起動し、特殊車両システムログイン画

面のURL※（https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/TokusyaSinsei/）を指定、もしくは特殊

車 両 通 行 許 可 申 請 に お け る オ ン ラ イ ン 申 請 の 紹 介 ペ ー ジ

（http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/）の申請データの作成ボタンを押すと、特殊車両

システム ログイン画面（共通）が表示されます。 

 

※2019年2月12日以降、特殊車両システムログイン画面のURLが変更されました。 

  旧URL）https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/ 

 新URL）https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/TokusyaSinsei/ 

 

そこで、特殊車両システムへログインを押して下さい。 

⚫ ユーザIDとパスワードを半角の英数字（英字は大文字）で入力して下さい。 

⚫ ユーザIDを取得していない場合は、ユーザID未登録はこちらを押してください。 

 

特殊車両システム ログイン画面（共通） 

 

i. 申請支援システムへのログイン（ユーザーIDを取得している場合） 

手順 操作内容 

１ ①“ユーザーID”及び”パスワード”を入力して、ログインを押す 

特殊車両システム 特車通行制度選択画面 

ii. 申請支援システムへのログイン（ユーザーIDを取得していない場合） 

手順 操作内容 

１ ②ユーザID未登録はこちらを押す 

申請者選択画面 

①

 

 ② 

  
②   
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特殊車両システム 特車通行制度選択画面 

 

 
 

i. 申請データの作成（申請支援システムへ） 

手順 操作内容 

１ 特殊車両通行許可制度 申請データ作成を押すと特殊車両システム画面に遷移します。 

特殊車両システム画面 

ⅱ 申請データの提出（受付システムへ） 

手順 操作内容 

１ 
特殊車両通行許可制度 申請データ提出を押すと受付システムのメニュー画面に遷移

します。 

受付システムのメニュー画面 

ⅲ ユーザ情報の更新（ユーザ情報変更へ） 

手順 操作内容 

１ ユーザ情報更新を押すと、ユーザ情報更新画面に遷移します。 

ユーザ情報更新画面 

 

 

※ 特車通行確認制度を適用した申請をご検討の方は、特車通行確認システムの操作マニ

ュアルをご確認のうえ、システム操作を行ってください。 

（詳細掲載ページ：https://www.tks.hido.or.jp/）  
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特殊車両システム画面 

 

 
 

 

i. 申請支援システムのメインメニューへの遷移 

手順 操作内容 

１ 
申請支援システムメニューを押すと、申請支援システムメインメニュー画面に遷移し

ます。 

申請支援システムメインメニュー画面 
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2.4 申請支援システムのメインメニュー 

申請支援システムメインメニュー画面では、行いたい処理内容によって申請データ作成

申請書作成状況一覧 個別協議状況一覧 経路図作成状況一覧 担当者変更 申請書提

出 申請状況照会 ETC2.0車載器登録 延長申請条件登録 手数料情報照会を選択しま

す。 

 

申請支援システムメインメニュー画面 

 
 

＜留意点＞ 

※ 申請支援システムへのアクセス中に、一定時間操作がない場合、ログイン画面に遷移さ

れます。ログイン後、はじめから操作を行っていただく必要がございますので、ご注意

ください。 

 

 

 

 

３章、４章 

５章 

６章、９章 

７章 

８章 

１３章 

１４章 

１５章、１６章、１８章、１９章 

１７章 

２０章 



 

申請支援システム                                  

 

 

 

Ⅱ．システム操作の説明① 
－ 申請者・積載物・車両情報入力 － 

 

 

 

3. 申請データ作成（申請書入力） 3－1 
3.1 申請書情報入力 3－2 
3.2 積載貨物情報入力 3－25 
3.3 車両情報入力 3－30 
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3. 申請データ作成（申請書入力） 

本章では、申請データの作成方法についての説明を行います。申請支援システムの流れ

に沿い、以下の通りに分けて説明します。 

 

➢ 申請書情報入力 

➢ 積載貨物情報入力 

➢ 車両情報入力 

➢ 経路入力（デジタル地図による経路入力） 

➢ 経路入力（交差点番号指定による経路入力） 

➢ 申請書作成の予約 

➢ 保存終了 
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3.1 申請書情報入力 

ここでは申請書情報入力についての説明を行います。 

申請書情報入力とは、申請者及び申請書の情報を入力・登録することをいいます。 

以下に申請書情報入力のフローを示します。 

※代理人は申請者のＩＤ・パスワード取得後、ログインしなおしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フローに従い各画面操作の説明を行います。 

  

特殊車両システム画面

ユーザーID取得済み

ユーザーID未登録はこちら 申請支援システムへログイン

申請者選択画面

申請書入力方法選択画面

FD読み込み

or申請書入力

FD読み込み画面 申請種類選択画面

新規申請（参照入力）新規申請 変更申請 更新申請

申請書入力画面（新規） 申請書入力画面（変更） 申請書入力画面（更新）

提出先窓口指定画面

提出先窓口確認画面

申請・各種情報入力選択画面

実車・空車同一申請の選択

ユーザID登録確認画面

はいいいえ

「本人」

の場合
保存終了

特殊車両システムへログイン

「代理人」

の場合

申請支援システムメインメニュー
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 申請者選択 

まず以下のような申請者選択画面が表示されます。 

申請者選択は、申請書類の作成及びその申請手続きを行う人を選択します。 

申請者本人が申請を行う場合は“本人”を、代理人が申請を行う場合は“代理人”を選択

してください。 

 

申請者選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 申請者の選択 

手順 操作内容 

１ ①申請者を選択する。 

２ ②選択を押す。 

申請書入力方法選択画面 

 

  

 

① 

申請者本人が申請を行う場合 

代理人が申請を行う場合 

② 
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 申請書入力方法選択 

 申請書入力方法選択 

申請書入力方法選択画面では、申請書の入力方法を〔FD読み込み〕又は〔申請書入力〕

で選択します。 

過去に作成した申請データを利用して申請データを作成する場合は“FD読み込み”を選

択して下さい。 

新たに申請書から申請データを入力する場合は“申請書入力”を選択して下さい。 

 

また、往復申請※1で、実車・空車同一申請※2（＝「往路が実車（積載貨物あり）かつ復路

が空車（積載貨物なし）」）の申請書を作成する場合には、“往路が実車（積載物あり）

かつ復路が空車（積載貨物なし）を申請する”にチェックを入れて下さい。 

（※平成27年4月 システム改修による追加機能） 

 

 

※FD読み込みを選択した後の操作説明は「4.4 申請データ作成（FD読み込み）」をご

覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 申請書入力方法の選択 

手順 操作内容 

１ 
① ①実車・空車同一申請を行う場合、“往路が実車（積載物あり）かつ復路が空車（積 

②  載貨物なし）を申請する”のチェックボックスを選択する。 

２ 

③ ②申請書の入力方法から“FD読み込み”又は“申請書入力”のどちらか一方のラジオ 

④  ボタンを選択する。 

（⇒FD読み込みを選択した場合は、第４章を参照ください。） 

３ ③選択を押す。 

申請書入力画面 

  

① 

② 

③ 
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※1：往復申請 

往復申請は、往路・復路とも特殊車両として通行する場合に必要となります。ま

た、往復で申請する場合には往路、復路で通行条件の厳しい方が採用されます。往路

（又は復路）のみ特殊車両として通行する場合は片道申請となります。 

 

※2：実車空車同一申請 

  実車空車同一申請（＝往路が実車（積載貨物あり）かつ復路が空車（積載貨物な

し））は以下の条件に該当する場合に申請が可能となります。 

 

 ○往路と復路で通行ルートが変わらない経路（往復申請可能な申請） 

 ○復路が空車（積載貨物なし）時で積載貨物の重量が、0ｔである場合 

 ○往路・復路で車両寸法が変わらない車両 

 

 

現在、申請書の作成が可能な申請経路の区分の組合せは下表のとおりです。 

 

実車空車 

同一申請の 

チェック 

申請経路区分 

片道 
往復 

（積載貨物あり） 

往路（積載貨物あり） 

復路（積載貨物なし） 

往路（積載貨物なし） 

復路（積載貨物あり） 

チェックなし 申請可 申請可 申請不可 

チェックあり 申請不可 
申請可 

(実車・空車同一申請) 
申請不可 

 

なお、実車空車同一申請にチェックを入れた場合、途中で片道申請又は往復申請に変

更することはできません。 
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 申請種類選択 

申請書入力方法選択画面において、申請書入力を選択すると以下の申請種類選択画面が

表示されます。申請種類を下記の４種類より、選択します。〔新規申請（参照入力）〕、

〔変更申請〕、〔更新申請〕を選択した場合、申請済みの「受理番号／申請番号」を選択

し、以前に申請した申請情報を呼び出します。 

また、2020年2月より許可番号による検索機能が追加されました。 

申請種類選択画面 

 
※画面上に赤字で説明文などを表示しています。 

 

 

a) 受理番号/申請番号を選択した場合 

   
 

 

b) 許可番号検索を選択した場合 

  
  

  

① 

② 

③ 

④ 
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① 申請種類選択 

新規申請、新規申請（参照入力）、変更申請、更新申請より申請種類を選択します。 

参照入力とは、登録済みの申請情報を参照して申請情報を作成するものです。 

 

② 受理番号／申請番号選択 

以前に申請した情報をプルダウンメニューから呼び出して、新規申請（参照入力）、

変更申請、更新申請を行う場合に、該当する「受理番号／申請番号」を選択します。 

 

(※)：このマークがついている「受理番号／申請番号」のデータはデータ内の情報が

不足しています。車両情報等の不足内容を入力の上データ作成する必要があります。 

この「受理番号／申請番号」を選択する場合、更新申請および変更申請を行うこ

とは出来ません。 

 

③ 許可番号検索 

直近5年以内の許可番号を指定し、許可データから絞り込んで、新規申請（参照入力）、

変更申請、更新申請を行う場合に、該当する「事務所名／年度／許可番号」を選択し

ます。※窓口事務所が異なる許可番号が複数表示される場合があります。 

 

ii. 申請種類の選択 

手順 操作内容 

１ 
①申請種類を選択する。 

※新規申請（参照入力）、更新申請、変更申請の場合、過去の許可情報を引用できます。 

２-１ 
②受理番号/申請番号選択のラジオボタンを選択し、プルダウンメニューから参照させ

たい受理番号または申請番号を選択する。 

２-２ 

③許可番号検索のラジオボタンを選択し、「直轄国道事務所 / その他道路管理者」を

選択（必須）、年度を選択（任意）、（直轄の場合には6桁の）受理番号を入力（必須、

完全一致）して検索ボタンを押すと、対象候補が画面に表示されます。 

対象候補一覧から参照させたい事務所名／年度／許可番号を選択する。 

３ ④選択を押すと元の許可情報が読み込まれます。 

申請書入力画面 

注） 

受理番号とは、道路管理者側のシステムによって算定・許可を受けた特殊車両通行許可

証に付与される許可番号を指します。 

参照できる過去の許可番号のデータは５年程度としております。 

更新申請あるいは変更申請を選択する場合においては、元の許可情報の有効期限内であ

る必要があります。有効期限切れの場合は、新規申請（参照入力）のみとなります。 

 

 

 

 申請書入力画面 

申請種類選択から遷移のとき、申請種類を選択すると申請書入力画面に移ります。申請

書入力画面は、申請書入力方法により３つの画面（新規／変更／更新）に分かれます。  
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 新規申請 

i. 新規申請 

申請種類選択画面で、新規申請を選択または、申請書入力方法選択画面で申請書入力（ま

たはログイン画面で「ユーザID未登録はこちら」）を選択すると、申請書入力（新規）画

面に遷移します。申請者選択画面で本人を選択した場合は、申請書入力（新規）画面で申

請者情報を入力します。申請代理人情報の入力欄は表示されません。 

申請者選択画面で代理人を選択した場合は、申請書入力（新規）画面で申請者情報と申

請代理人情報を入力します。 

通行期間の申請は、最大（2※⇒）4年間の指定が可能です。但し、事業区分と車両諸元の

関係で、通行期間が１年以内となる場合があります。 

※平成31年4月1日より運用開始した「許可期間延長」に伴うシステムでの対応 

（但し、要件を満たす車両に限る：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20190329_kyoka_info.pdf） 

（「国土交通省 平成21年4月30日報道発表資料 特殊車両通行許可の期間の延長について」

http://www.mlit.go.jp/common/000039383.pdf 参照） 

申請書入力（新規）画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑦ 

⑪ 

⑩ 

⑥ 

① 

② 

⑤ 

③ 

④ 

⑧ 

⑨ 
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① 申請書情報入力 

申請日、通行開始日、通行終了日を選択します。 

 

≪留意点≫ 

●申請日は必ず登録ボタン押下時の日付以降である必要があります。申請書

データ作成時の登録日より過去の日付では登録できません。 

 ※ なお、オンライン提出時に作成した申請書データの申請日と提出日が

一致していない場合、受付システムで提出処理が行えません。 

※ 申請日を提出日として修正を行い、再度提出する必要があります。 

●通行開始日は必ず申請日よりも後の日付である必要があります。 

●通行開始日は必ず通行終了日以前の日付である必要があります。 

 

 

なお、申請書入力（新規申請）においては、各日付の初期(デフォルト）表示は、

以下のように表示されます。適宜、条件に応じた通行期間を設定してください。 

・申請日：作成日（当日） 

・通行開始日：申請日の翌日（当日＋1日） 

・通行終了日：通行開始日＋2年-1日 

 

※ 許可期間延長申請をご希望される方は、通行終了日を最大4年まで設定するこ

とが可能です。ただし、一定の要件を満たす場合に限られます。 

 

 

② 申請者入力 

申請者の情報（法人区分等、会社名・氏名、代表者名 、郵便番号、住所、電話

番号）を入力します。 

 

③ 住所自動設定 

郵便番号7桁入力し住所自動設定ボタンを押下すると、別ウィンドウに該当住所

が表示されます。 

設定ボタンを押下すると、申請者情報欄または申請代理人情報欄に反映されま

す。 
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④ 郵便番号自動設定 

都道府県の選択と市区町村の住所入力を行い、郵便番号自動設定ボタンを押下

すると、別ウィンドウに該当郵便番号の一覧が表示されます。 

該当郵便番号を選択して設定ボタンを押下すると、申請者情報欄または申請代

理人情報欄に反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 申請担当者入力 

申請担当者の情報（部署名、担当者名、電話番号、FAX番号、メールアドレス）

を入力します。 

 

 

⑥ 申請代理人入力 

申請代理人の情報（代理人区分、続柄、行政書士登録番号、代理人名、郵便番

号、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス）を入力します。 

 

≪留意点≫ 

●代理人申請時には、申請者と委任者の区別を明確にしてください。 

●代理人区分が「行政書士」の場合、行政書士登録番号は必須入力です。 

●代理人区分が「その他」の場合、続柄は必須入力です。 

 

 

※ 申請代理人情報を入力時に、申請者と申請代理人、申請担当者の氏名あるいは

電話番号の項目のいずれかが同一の場合にエラーメッセージが表示されます

ので、メッセージ内容をお確かめください。 
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⑦ 申請車両入力 

申請車両情報（申請車種、事業区分）を選択し、入力します。 

 

※ 2019年2月より申請車両台数の入力欄は廃止されました。ここでは、作成中の申

請車両台数あるいはbinファイルの読み込み時の車両台数が表示されます。 

 

・申請車種のプルダウンメニュー    ・事業区分のプルダウンメニュー 
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※平成31年3月25日より、特殊車両の通行申請が受理されるためには車両の構造又

は積載物に特殊性が認められる必要があります。 

 

特殊性が認められる車種は以下の通りです。 

            

車種のみで特殊性を満たす車種区分 

建設機械類 重セミ 

一般セミトレーラ（バン型） ポールトレーラ 

一般セミトレーラ（タンク型） フルトレーラ（バン型） 

一般セミトレーラ（幌枠型） フルトレーラ（タンク型） 

一般セミトレーラ（コンテナ用） フルトレーラ（幌枠型） 

一般セミトレーラ（自動車運搬用） フルトレーラ（コンテナ用） 

一般セミトレーラ（あおり型） フルトレーラ（自動車運搬用） 

一般セミトレーラ（スタンション型） フルトレーラ（あおり型） 

一般セミトレーラ（船底型） フルトレーラ（スタンション型） 

海上コンテナ（8'6） フルトレーラ（船底型） 

海上コンテナ（9'6）   

海上コンテナ（その他）   

    

 

 

事業区分の内容は以下の通りです 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

事業区分 説明 

路線 
路線を定める自動車運送事業用の車両 

（例：路線トラック、定期便トラック） 

区域 
上記、路線以外の自動車運送事業用の車両 

（例：区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車） 

その他Ａ 

上記、路線、区域以外で、通行経路が一定し、反復継続し

て通行する車両 

（例：営業車以外の自家用車で、クレーン車等） 

その他Ｂ 

上記、路線、区域、その他Ａ以外の車両で、一回限り（反

復継続しない）通行する車両 

（例：発電機等を運ぶ車両で一回限り） 
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⑧ 申請車種とは 

車種のイメージ画像と車種のみで特殊性を満たす車種区分が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑨ 事業区分とは 

事業区分を説明する表が表示されます。 

 
⑩ 申請経路 

申請経路情報（申請経路数、手数料対象経路数）が表示されます。 

また、ここで表示される手数料対象経路数は、申請者が手数料の目安として自

己申告するものであり、実際の手数料算出は道路管理者が行います。 

 

※ 2019年2月より申請経路情報の入力欄は廃止されました。ここでは、作成中の経

路数あるいはbinファイルの読み込み時の経路数が表示されます。 

 

≪留意点≫ 

●申請経路数は、申請の片道毎に１経路して計上します。 

 

⑨登録 

設定されている申請データを登録します。 
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表 3.1.3-1 データ項目説明表 

種別の凡例  選：リストボックスにより選択 

入：テキスト入力 

指：ラジオボタンにより選択 

自：自動設定が可能 

必須の凡例  ○：必須入力項目 

△ ：セミトレーラ、フルトレーラ等の被けん引車両が有る場合必須 

□：代理人区分を問わず必須入力項目  

無印：必須入力項目でない 

 

No データ項目 種別 単位 必須 備考 

1 申請日 選 － ○  

2 通行開始日 選 － ○  

3 通行終了日 選 － ○ 

4 

申
請
者 

法人区分等 選 － ○ 

全角文字 5 会社名・氏名 入 － ○ 

6 代表者名 入 － ○ 

7 郵便番号 自 － ○ 半角数字 

8 住所（都道府県） 自 － ○ 

全角文字 
9 住所（市区町村） 自 － ○ 

10 住所（丁目番地） 入 － ○ 

11 住所（ビル名） 入 －  

12 電話番号 入 － ○ 半角数字 

13 
申
請
担
当
者 

部署名 入 － ○ 
全角文字 

14 担当者名（漢字） 入 － ○ 

15 電話番号 入 － ○ 

半角数字 16 FAX番号 入 －  

17 メールアドレス 入 －  

18 

申
請
代
理
人 

代理人区分 選 － □ 
全角文字 

19 続柄 入 －  

20 行政書士登録番号 入 －  半角数字 

21 代理人名 入 － □ 全角文字 

22 郵便番号 自 － □ 半角数字 

23 住所（都道府県） 自 － □ 

全角文字 
24 住所（市区町村） 自 － □ 

25 住所（丁目番地） 入 － □ 

26 住所（ビル名） 入 －  

27 電話番号 入 － □ 

半角数字 28 FAX番号 入 －  

29 メールアドレス 入 －  

30 
申
請
車
両 

申請車種 選 － ○  

31 新規開発車両、新規格車の区別 指 － ○  

32 事業区分 選 － ○  

33 申請車両台数 単車／トラクタ 入 台   

34 トレーラ 入 台   

 35 経

路 

申請経路数 自 －  

36 手数料対象経路数 自 －   
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なお、通行期間に誤りがある場合は、申請書入力画面で登録ボタンを押すと、以下のよ

うな画面が表示されます。戻るボタンを押して申請書入力画面に戻り、申請情報を確認、

修正してください。 

 

申請情報指定エラー画面例 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ii. 新規申請（参照入力） 

申請種類選択画面で、新規申請（参照入力）を選択すると申請書入力（新規）画面に遷移

します。Ⅰ．新規申請と同じ画面ですが、申請情報には以前に申請した（選択した受理番

号／申請番号の）申請情報が表示されています。 

また、以前に代理人が申請していた場合は申請代理人情報も表示されます。 

ただし、申請者選択画面で「本人」を選択した場合は、申請代理人情報の入力欄は表示

されません。 

申請情報に変更がある場合は、変更してください。 

申請書入力が終了すると、次の画面遷移は新規申請と同じです。また、申請書入力画面

同様、以前に申請した申請情報が既に入力されています。 
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 更新申請 

申請種類選択画面で、更新申請を選択すると申請書入力（更新）画面に遷移します。 

申請書入力（更新）画面では、申請日、通行開始日・終了日、申請者情報、申請担当者情

報、申請代理人情報を更新できます。 

 

 

≪留意点≫ 

●『更新申請』とは、申請内容が新規時と全く同じで、期間のみを更新することを

更新申請といいます。 

 

●ただし、車両の減少（車両番号の削除）及び経路の減少（経路の削除）に限って

は、更新申請が認められます。 

 

●申請日は必ず登録ボタン押下時の日付以降である必要があります。申請書データ

作成時の登録日より過去の日付では登録できません。 

 ※ なお、オンライン提出時に作成した申請書データの申請日と提出日が

一致していない場合、受付システムで提出処理が行えません。 

※ 申請日を提出日として修正を行い、再度提出する必要があります。 

 

※平成31年3月25日より、更新申請の場合には通行開始日は前回申請の通行終了日

の次の日が自動入力されます。なお、電子申請書作成システムにて作成した更新

申請用のbinファイルをFD読み込みした場合には作成時の通行開始日と通行終

了日が自動入力されます。 

 

 

※平成31年3月25日より、更新申請の場合には車両情報と経路情報の変更は不可能

となりました。 

 

 

※令和3年3月22日より、更新申請において、車両の減少（車両番号の削除）及び、

経路の減少（経路の削除）が行えるようになりました。 

（変更申請を分けて提出する必要はありません。） 

◇詳細：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/systemrepair_shinnsei_20210312.pdf  項番(5) 
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申請書入力（更新）画面 
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 変更申請 

申請種類選択画面で、変更申請を選択すると申請書入力（変更）画面に遷移します。 

申請書入力（変更）画面では、申請日、通行開始日、申請者情報、申請担当者情報、申請

代理人情報を変更できます。 

 

変更申請時に変更可能な情報を以下に列挙します。 

－申請日 

－申請者情報 

－申請担当者情報 

－申請代理人情報 

－変更理由 （以下の６つより選択） 

・ 車両の交換 

・ 会社名、代表者名の変更 

・ 車両台数の減少 

・ トレーラ台数の増加 

・ 通行経路の変更 

・ その他 

－車両の交換 

－会社名、代表者名の変更 

－車両台数の減少 

－車両台数の増加（トレーラのみ） 

－通行経路の変更 

 

≪留意点≫ 

●『変更申請』で変更可能な情報は上記のとおりです。 

 ※ なお、オンライン申請の場合、車両ナンバーの変更や、申請者の住所

の変更等の軽微な申請については優先的に処理されます。適用したい

場合、窓口国道事務所に軽微な変更の内容を電話等でご連絡下さい。 

   （2018/11/1 PRサイト「変更申請の優先処理ができます」掲載） 

 

●申請日は必ず登録ボタン押下時の日付以降である必要があります。申請書データ

作成時の登録日より過去の日付では登録できません。 

 ※ なお、オンライン提出時に作成した申請書データの申請日と提出日が

一致していない場合、受付システムで提出処理が行えません。 

※ 申請日を提出日として修正を行い、再度提出する必要があります。 

 

●変更申請の通行開始日と通行終了日は、平成31年3月25日より既往申請の日付が

自動入力され、変更が行えません。通行開始日または通行終了日を変更する場合

には更新申請または新規申請としてください。 

 

●変更申請ではトラック・トラクタの車両台数を増加させることができません。ト

ラック・トラクタの車両台数を増加させる場合には新規申請としてください。 

※ なお、元の許可証と車両台数が同じであれば、トラック・トラクタの

入れ替えや削除は可能です。 

 

●令和3年3月20日より、同一型式のトレーラ追加の場合には、申請手続きが簡略化

され、申請データの提出が不要となります。許可証を発行した道路管理者（窓口

事務所）への電話連絡等で行えるようになります。 

◇詳細：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/systemrepair_shinnsei_20210312.pdf  項番(3) 
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申請書入力（変更）画面 
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3.1.4提出先窓口指定・確認 

 提出先窓口の指定 

申請書入力が完了すると、提出先窓口指定画面に遷移します。これから作成する申請デ

ータの提出先窓口（申請窓口）が表示されます。 

提出先道路管理者を選択した後、提出先窓口を一覧より選択してください。 

 

なお、平成27年4月1日より、特殊車両通行許可申請に係る審査体制の集約化の開始に伴

い、特車申請に係る相談対応、申請内容の確認や補正のお知らせは、原則全て集約先事務

所で行うため、オンライン申請については、一部の事務所において受付も集約するため提

出先選択ができなくなります。更新及び変更申請については、集約先事務所へ提出して下

さい。詳細情報は、画面上の掲載案内のリンク又はPRサイトでご確認下さい。 

 

提出先窓口指定画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 提出先窓口の指定 

手順 操作内容 

１ 
①「提出先道路管理者」のプルダウンメニューから道路管理者を選択し、選択ボタンを

押す。 

２ 
② ①で選択した道路管理者が管理する窓口が「提出先窓口」に一覧表示されるので、

該当する提出先窓口を選択する。 

３ ③確認を押す。 

提出先窓口確認画面 

 

 

 

② 

③ 

① 
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 提出先窓口の確認 

提出先窓口を指定すると、提出先窓口確認画面が表示されます。 

提出窓口が正しいければ、登録して下さい。 

提出先窓口確認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 提出先窓口の確認 

手順 操作内容 

１ ①提出先窓口を確認し、登録を押す。 

申請・各種情報入力選択画面 

 

 ※平成31年3月25日より、申請経路に直轄国道が存在することが確認されます。経路一覧画

面にて、経路登録時に下記のメッセージが表示された場合には提出先窓口を「その他道

路管理者」としてください。 

 

 

  

 

① 

○○ 
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3.1.5ユーザID登録確認 

申請支援システムログイン画面で、ユーザID未登録はこちらを選択していた場合、提出

先窓口確認の後、ユーザID登録画面が表示されます。 

画面に表示されている申請者IDとパスワードを利用して、今後は申請支援システムにロ

グインすることができるようになります。 

ユーザID登録確認画面は、以後表示されませんので、申請者IDとパスワードは、印刷、

画面コピー、メモをとる等の保存手段を講じ、忘れないように管理します。 

原則ユーザIDは１社（１営業所等）に対して１つ使用するようにし、１つのユーザIDで

複数の会社のデータ入力は行わないようにしてください。 

 

ユーザID登録確認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. ユーザIDとパスワードの確認 

手順 操作内容 

１ 表示されている①申請者ID（ユーザID）とパスワードを確認する。 

２ ②確認を押す。 

申請・各種情報入力選択画面 

② 

① 
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3.1.6申請・各種情報入力選択画面 

申請書入力が完了すると申請・各種情報入力選択画面に移ります。申請・各種情報入力

選択画面では、積載貨物情報の入力、車両情報の入力、経路情報入力、申請書情報の一部

の再入力を行います。 

経路情報の入力は、申請書情報入力、積載物情報入力、車両情報入力が完了していない

と実行できません。 

 

申請・各種情報入力選択画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①申請書情報入力は、  3.1章を参照ください。 
②積載貨物情報入力は、 3.2章を参照してください。 
③車両情報入力は、   3.3章を参照してください。 
④経路情報入力は、   3.4、3.5章を参照してください。 
⑤申請書作成予約登録は、4章を参照してください。 
⑥保存終了は、     4.3章を参照してください。 

 

 

新たに、「作成データの途中保存・参照読み込み」機能が追加されました。 

（詳細は、3.7章を参照してください。） 

  

② 

④ 

⑥ 

⑤ 

③ 

① 



 

申請支援システム                  3.申請データ作成（申請書入力） 

3－24 

≪留意点≫ 

●平成31年3月25日より、更新申請で経路不連続が存在しない場合には下記の申請・各種情

報入力選択画面が表示され、積載貨物情報や車両情報、経路情報の変更ができません。 

 

 

●平成31年3月25日より、更新申請で経路不連続が存在する場合には下記の申請・各種情報

入力選択画面が表示され、積載貨物情報や車両情報の変更と申請書作成予約登録ができ

ません。画面上部に表示される経路番号の経路不連続をすべて修正すると申請書作成予

約登録が行えます。 

 

 

●平成31年3月25日より、変更申請時には画面上部に変更が可能な項目が表示されます。 
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3.2 積載貨物情報入力 

ここでは積載貨物についての説明を行います。 

積載貨物情報入力とは、申請車両への積載貨物を入力・登録することをいいます。 

以下に積載貨物情報入力のフローを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積載貨物申請の必要の有無は、申請車種により決定されます。（→システム上、自動的

に判断します。）積載貨物申請不要車種を選択すると、以下の画面が表示されます。 

 

積載物情報入力不要時のメッセージ表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度上、積載貨物の申請が不要な車種は以下の通りです。 

・単車－建設機械類 

・特例8車種に該当するセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車 

 

 

  

申請・各種情報入力選択画面

「積載貨物情報入力」を選択

積載貨物の

申請が必要

積載貨物情報入力画面

いいえ

はい
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 積載貨物入力 

積載貨物の申請が必要な車種の場合、積載貨物情報入力画面に移ります。 

積載貨物情報（積載分類、積載貨物品、寸法）を選択・入力し、登録を行います。また、

選択ボックスの中に該当する積載貨物品がない場合は、「その他」を選択し、品名を入力

してください。 

なお、申請車両に応じて入力する必要のない項目もありますが、システムが自動的に判

別し、入力する必要のある項目のみ表示します。 

 

積載貨物情報入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 積載貨物情報入力 

手順 操作内容 

１ ①②積載分類枠内から積載分類を選択し、選択をクリックします。 

２ 

③積載貨物品枠内から積載物を選択します。 

積載分類を選択すると、その分類に応じた積載貨物品が表示され、その中から積載貨物

品を選択します。また、該当する積載貨物品が無い場合「その他」を選択し、品名を入

力します。 

④積載貨物の一覧と積載貨物のみで特殊性を満たす積載貨物品名を表示します。 

３ 
⑤積載貨物品にて「その他」を選択した場合、積載貨物名を入力します。積載貨物名は

8文字まで入力可能です。 

４ 

⑥貨物情報入力 

貨物情報（幅、高さ、長さ）を入力します。 

⑦積載貨物寸法の説明を表示します。 

５ 
⑧登録 

積載貨物情報を登録します。積載貨物の分類と品名は、表3.2.1-1に示すとおりです。 

 

① 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

② 

④ 

⑦ 
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表 3.2.1-1 積載貨物の分類名、品名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）積載貨物の幅・高さ・長さは、貨物を積載した状態における積載貨物自身の幅、高さ、

長さを入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

積 載 貨 物 

積載貨物の長さ 

積

載

貨

物 

の

高

さ 

 
※コンテナの積載貨物品“品名”の変更（平成27年6月より細分化） 

 

分類 品名 分類 品名

トラッククレーン
トラッククレーン以外の建設機械
バス 保線用機器
オフロードダンプ 回転炉等
電源車 その他（タンク、熔接機）
空車 揮発油（ガソリン、軽油、灯油等）
その他 液化製品（ＬＰガス、水素、酸素等）
建設機械
商品自動車
電源車体 発電機
その他 変圧機等
海上コンテナ（ボックス） ポンプ
海上コンテナ（タンク） 送風機
国内コンテナ 電線ケーブル、ドラム
ＪＲコンテナ 家電製品
鋼橋桁等 その他
鋼管 原木
鋼矢板 製材品
レール 植木
形鋼（Ｈ型、アルミ、鉄管等） その他
厚板（鋼、アルミ） 農産物
コイル（鋼、アルミ） 水産物
その他（鋼製容器、鋳鍛鋼品） 飼料
コンクリート橋桁 その他
コンクリート杭 雑貨
プレハブ建築部材 セメント
電柱 ロールペーパー（巻紙）
ボックスカルバート その他
ヒューム管 空車
その他

コ
ン
テ
ナ

鋼
製
品

産業機械（プラント機械、工作機械金
属加工機械、機械架台等）

機
械
製
品

車
両

(トラック／
トレーラ積載)

コ
ン
ク
リ
ー

ト

製
品

その他（フェノール、ポリエステル樹
脂魂用粉末添加剤、石油化学製品等）

石
油
製
品

電
気
製
品

木
材

食
料
品

そ
の
他

車
両

(

自
走
式

)
分類 

品名 
備考 

現行 改修後 

コ
ン
テ
ナ 

 海上コンテナ（ボックス・20ft） 追加 

 海上コンテナ（ボックス・20ft（30.48t 対応）） 追加 

 海上コンテナ（ボックス・40ft） 追加 

 海上コンテナ（ボックス・40ft（30.48t 対応）） 追加 

海上コンテナ（ボックス） 海上コンテナ（ボックス・その他） 名称変更 

 海上コンテナ（ボックス・その他（30.48t 対応）） 追加 

 海上コンテナ（タンク・20ft） 追加 

 海上コンテナ（タンク・40ft） 追加 

海上コンテナ（タンク） 海上コンテナ（タンク・その他） 名称変更 

国内コンテナ 国内コンテナ 現行どおり 

JR コンテナ JR コンテナ 現行どおり 

 

既存の申請データを読み込

んだ際のコンテナの品名は、 

・海上コンテナ（ボックス） 

・海上コンテナ（タンク） 

はそれぞれ以下のように 

自動変換されますので、 

適宜変更を行って下さい。 

・海上コンテナ（ボックス・その他） 

・海上コンテナ（タンク・その他） 

変更 

（※を参照） 
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 積載貨物情報登録時のチェック 

平成31年3月25日より、特殊車両の通行申請が受理されるためには車両の構造又は積載物

に特殊性が認められる必要があります。 

 

特殊性が認められる積載物品名は以下の通りです。 

 

積載貨物のみで特殊性を満たす積載貨物品名 

分類 品名 

鋼製品 鋼橋桁等 

鋼管 

鋼矢板 

レール 

形鋼（H 型、アルミ、鉄管等） 

厚板（鋼、アルミ） 

コイル（鋼、アルミ） 

その他（鉄製容器、鋳鍛鋼品等） 

コンクリート 

製品 
コンクリート橋桁 

コンクリート杭 

プレハブ建築部材 

電柱 

ボックスカルバート 

機械製品 産業機械（プラント機械、工作機械、 

金属加工機械、機械架台等） 

保線用機器 

回転炉等 

その他（タンク、溶接機） 

電気製品 発電機 

変圧器等 

ポンプ 

送風機 

電線ケーブル、ドラム 

 

  



 

申請支援システム                  3.申請データ作成（申請書入力） 

3－29 

 

 登録ボタン押下時に車両の構造と積載物の両方に特殊性が認められない場合、下記のメッ

セージが表示されます。入力内容を確認する場合または特車申請が不要である場合にはキャ

ンセルボタンを押して下さい。特車申請が必要である場合にはOKボタンを押して下さい。

OKボタンを押すと再度メッセージが表示されます。 

 

 
 

分割不可能な単体物であることがわかる資料を申請書提出時に添付する場合にはOKボタン

を押して下さい。申請・各種情報入力選択画面へ遷移します。キャンセルボタンを押した場

合には画面が遷移せず、積載貨物の変更や申請の見直しを行うことができます。 
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3.3 車両情報入力 

 車両情報入力の概要 

 車両情報入力の種類 

車両情報入力では、申請車両に関する以下の情報の入力を行います。 

 

⚫ 「車両内訳書」に記載される情報 

⚫ 「車両の諸元に関する説明書」に記載される情報 

 

 

※ 車両情報を入力する際は、車検証、四面図等から必要項目を入力します。 

※ 寸法に関しては積載物を積載した状態の寸法で入力します。 

※ 車両の台数に関しては1000台程度までを目途にデータ作成をされること 

をお勧めします。 

 

 車両情報入力のフロー 

車両情報入力機能のフローを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）申請車両の軸種を指定します。 

ⅲ）車両内訳書に記載される情報（車名、型式、車両番号）を入力します。 

ⅳ）車両の諸元に関する説明書に記載される情報（車両寸法、重量、軸重等）を入 

力します。 

ⅳ）車両の諸元に関する説明書を表示し、入力した車両諸元の内容を確認できます。 

ⅵ）途中保存データ及び許可発行された過去の申請データを参照してデータ読み込 

み（再利用）ができます（詳細は、3.7章を参照して下さい。） 

ⅶ）海上コンテナの橋梁照査式による適合判定処理の実行結果を表示します。 

ⅷ）車検証情報との照合結果を表示します。 

 

※ 「車両内訳書入力」、「車両諸元説明書入力」の入力順序は、ありません。どの情報

から入力しても構いません。 

※ 但し、１度入力したデータを修正する時に「型式削除」をする場合は、「車両諸元説

明書入力」から操作される方が修正しやすいです。 

申請・各種情報入力選択

ⅰ.申請車両情報登録メニューⅱ.軸種指定

ⅲ．車両内訳書

入力

ⅳ．車両諸元

説明書入力

ⅴ．車両の諸元

に関する説明書

ⅵ．読み込み

ⅶ．橋梁照査

結果の表示

ⅷ．車検証照合

結果の表示

軸種削除

軸種追加

車両情報入力 登録・

前画面へ戻る

既存データの

参照読み込み

車検証

照合

結果の
表示

橋梁

照査の

表示

合成車両の

表示
車両諸元説明書

入力
車両内訳書

入力
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 型式ごとの車両諸元による車両情報入力 

 処理フロー 

型式ごとでの車両諸元入力の処理フローの概要は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）申請車両情報の登録を行うメニュー画面です。 

ⅱ）申請車両の軸種を指定します。 

ⅲ）車両内訳書に記載される情報（車名、型式、車両番号）を入力します。 

ⅳ）車両の諸元に関する説明書に記載される情報（車両寸法、車両重量、積載貨物重量、

軸間距離、軸重）を入力します。 

ⅴ）車両の諸元に関する説明書を表示し、入力した車両諸元の内容を確認できます。 

ⅵ） 途中保存データ及び許可発行された過去の申請データを参照してデータ読み込み

（再利用）ができます（詳細は、3.7章を参照して下さい。） 

ⅶ） 申請車両が海上コンテナの橋梁照査式による適合判定の結果を確認できます。 

ⅷ）申請車両の車検証登録情報との照合結果を確認できます。 

 

 

※ 車両情報を入力後、経路情報を入力する前に作成データを途中保存することができ

ます。 

 

 

以下、画面各項目内容の説明、車両情報入力の具体的な手順を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請・各種情報入力選択

ⅰ.申請車両情報登録メニューⅱ.軸種指定

ⅲ．車両内訳書

入力

ⅳ．車両諸元

説明書入力

ⅴ．車両の諸元

に関する説明書

ⅵ．読み込み

ⅶ．橋梁照査

結果の表示

ⅷ．車検証照合

結果の表示

軸種削除

軸種追加

車両情報入力 登録・

前画面へ戻る

既存データの

参照読み込み

車検証

照合

結果の
表示

橋梁

照査の

表示

合成車両の

表示
車両諸元説明書

入力
車両内訳書

入力
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 各画面機能説明 

i. 申請車両情報登録メニュー 

車両情報の入力を行うメニュー画面です。 

画面の各機能を以下に示します。 

申請車両情報登録メニュー画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請車種が表示されます。 

② 現在登録済みの軸種が一覧表示されます。 

③ 最小回転半径は軸種ごとに入力して下さい。 

④ 整理番号欄（②）で指定されている軸種の車両内訳書入力を行います。車両内訳書入力

ボタン押下後は、「車両内訳一覧」へ遷移します。 

⑤ 整理番号欄（②）で指定されている軸種の車両諸元説明書入力を行います。車両諸元説

明書入力ボタン押下後は、「車両諸元説明書入力（様式03）」画面へ遷移します。 

⑥ 軸種を追加します。初めて車両情報を入力する場合は、このボタンを押して、軸種を追

加して下さい。軸種追加ボタン押下後は、「軸種指定」画面へ遷移します。 

⑦ 整理番号欄（②）で指定されている軸種を削除します。 

⑧ 合成車両を表示します。合成車両の表示ボタン押下後は、「車両の諸元に関する説明書」

が表示されます。 

⑨ 読み込みボタン押下後は、「車両情報参照」画面へ遷移します。 

⑩ 海上コンテナ照査実施要領に基づく橋梁照査式の適合判定結果を表示します。橋梁照査

結果の表示ボタン押下後は、「橋梁照査結果内容確認」画面へ遷移します。 

⑪ 入力した車両諸元情報と車検証情報との照合結果を表示します。車検証情報との照合ボ

タン押下後は、「車検証情報照合結果表示」画面へ遷移します。 

⑫ 入力した車両情報を登録します。登録ボタン押下後は、車両情報の入力チェックを行っ

た後、「申請・各種情報入力選択」画面へ戻ります。 

⑬ 車両情報の入力を中断し、「申請・各種情報入力選択」画面へ戻ります。 

  

① 

② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 

⑫ ⑬ 
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≪留意点≫ 

●平成31年3月25日より、車両の合成値の確認が義務化されました。そのため、合成車両の

表示ボタンを押下し、車両の合成値の確認を行わないと登録ボタンが押下できません。

車両の合成値の確認が行われていない場合、下記のように画面右下に合成車両の表示ボ

タンを押下するようにメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場合は、

登録ボタンは押下することができません。 

 

 
 

 

 

 

 



 

申請支援システム                  3.申請データ作成（申請書入力） 

3－34 

ii. 軸種指定画面 

 

軸種指定画面における入力の流れは、選択された軸種により、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、申請したい車両の軸種を選択します。軸種が分からないときは、軸種を選

択したのち、軸種説明図の表示を押すことで、軸種ごとの車両の形態を参照すること

ができます。 

軸種指定画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

② 

③ 

① 

申請車両情報登録メニュー

選択された

軸種

軸種選択

申請車両情報登録メニュー

軸種追加

選択

軸種その他 通常軸種

軸種削除
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① 軸種説明図の表示を押すと指定された軸種に応じて以下のような画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択可能な軸種を、表 3.3.2-1～3.3.2-5に示します。該当する軸種が無い場合は、

「その他（トリプル軸有）」もしくは「その他（トリプル軸無）」を指定して下さい。

なお、軸種「その他」を指定される場合、以下の条件をチェックし、申請車両が該当す

る方を指定して下さい。 

 
⚫ 3m以内に、3つの車軸が隣接している場合 

 「その他（トリプル軸有）」を選択 

 

⚫ 3つの車軸が隣接していない、もしくは3m以内には隣接

していない 

 「その他（トリプル軸無）」を選択 

 

ここで「トリプル軸有」を指定した場合、平成17年9月29日以前の従来のトリプル

軸の計算方法で計算されます。 

 平成17年9月29日以降の新しいトリプル軸の計算方法は適用されませんのでご注意

ください。（詳細は、平成17年9月22日付 PRサイトのお知らせぺージをご覧下さい。） 

 

② 軸種「その他」で申請される場合は、軸種選択の下に表示されるプルダウンメニュ

ーから、申請車両の軸数を指定して下さい。 

 

 

 

 

③ 選択ボタン押下後、「申請車両情報登録メニュー」へ戻ります。 

指定した軸種が追加されている事を確認して下さい。 

 

 

2.80 m.

3m以内のため、トリプル軸

1.40 m.

 

3.50 m.

3m以上のため、トリプル軸ではない

1.80 m.

 

（軸種「その他」のデータを作成する時のみ、 

軸数を選択する必要があります。） 
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表 3.3.2-1 選択可能な軸種（1/5） 
 軸種 軸種ごとの車両形態 

単
車 

軸数：2軸 

トラクタ：前1軸 

Ｔ1.1 

 

軸数：3軸 

トラクタ：前1軸 

Ｔ1.2 

 

軸数：3軸 

トラクタ：前2軸 

Ｔ2.1 

 

軸数：4軸 

トラクタ：前2軸 

Ｔ2.2 

 

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ 

軸数：3軸 

トラクタ：前1軸 

トレーラ：後1軸 

Ｓ1.1－1 

 

軸数：4軸 

トラクタ：前1軸 

トレーラ：後2軸 

Ｓ1.1－2 

 

A B

W

l2

l1

L

C

l4

l5

A

W

l2

l1
L

B

l3

C

l4

l5

A

W

l2

l1
L

B

l3

C D

l4 l6

l7

A

W

l2

l1
L

B

l3 l5

A B

W

l2

l1
L

第
５
輪
荷
重

W5

l4
l3

C

l7

A B

W

l2

l1
L

第
５
輪
荷
重

W5

l4

l3

C D

l6

l5
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表 3.3.2-2 選択可能な軸種（2/5） 
 軸種 軸種ごとの車両形態 

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ 

軸数：4軸 

トラクタ：前1軸 

トレーラ：後1軸 

Ｓ1.2－1 

 

軸数：4軸 

トラクタ：前2軸 

トレーラ：後1軸 

Ｓ2.1－1 

 

軸数：5軸 

トラクタ：前1軸 

トレーラ：後2軸 

Ｓ1.2－2 

 

軸数：5軸 

トラクタ：前2軸 

トレーラ：後2軸 

Ｓ2.1－2 

 

軸数：5軸 

トラクタ：前1軸 

トレーラ：後3軸 

 

※トリプル軸計算対象車種 

（L5+L6）が3.0m以内の場合 

Ｓ1.1－3 

 

A B

W

l2

l1
L

第
５
輪
荷
重

W5

l4

l3

C D

l6

l5

l7

A B

W

l2

l1
L

第
５
輪
荷
重

W5

l4

l3

C D

l6

l5

A B

W

l2
l1

L

第
５
輪
荷
重

W5

l4

l3

C D

l6

l5

E

l8

l7

l9

l10

A B

W

l2
l1

L

第
５
輪
荷
重

W5

l4

l3

C D

l6

l5

E

l8

l7

l9

A B

W

l2

l1
L

第
５
輪
荷
重

W5

l4

l3

C D

l6l5
E

l7
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表 3.3.2-3 選択可能な軸種（3/5）  
 軸種 軸種ごとの車両形態 

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ 

軸数：6軸 

トラクタ：前1軸 

トレーラ：後3軸 

 

※トリプル軸計算対象車種 

（L7+L8）が3.0m以内の場合 

Ｓ1.2－3 

 

軸数：6軸 

トラクタ：前2軸 

トレーラ：後3軸 

 

※トリプル軸計算対象車種 

（L7+L8）が3.0m以内の場合 

Ｓ2.1－3 

 

フ
ル
ト
レ
ー
ラ 

軸数：4軸 

トラクタ：前1軸 

第一トレーラ：なし 

第二トレーラ：後1軸 

Ｆ1.1－1.1 

 

軸数：5軸 

トラクタ：前1軸 

第一トレーラ：なし 

第二トレーラ：後1軸 

Ｆ1.2－1.1 

 

軸数：5軸 

トラクタ：前2軸 

第一トレーラ：なし 

第二トレーラ：後1軸 

Ｆ2.1－1.1 

  

ダ
ブ
ル
ス 

軸数：5軸 

トラクタ：前1軸 

第一トレーラ：後1軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 1.1－1－1.1 

 

 

A B

W

l2
l1

L

第
５
輪
荷
重

W5

l4

l3

C D

l6

l5

E

l8l7

l9

F

l10

A B

W

l2
l1

L

第
５
輪
荷
重

W5

l4

l3

C D

l6

l5

E

l8l7

l9

F

A B

W1

l2
l1

L

l4l3

C D

l6

l8l7

W2

l5

B C

l6
l5

A

W1

l2

L

l4
l3

D

l8

W2

E

l10l9
l1

l7

B C

l6l5

A

W1

l2

L

l4

l3

D

l8

W2

E

l10l9
l1

l7

A B C ED

W1 W2

l4
l3l2

l1

l5 l6 l8
l7

l9
L

W5
第
５
輪
荷
重
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表 3.3.2-4 選択可能な軸種（4/5）  
 軸種 軸種ごとの車両形態 

ダ
ブ
ル
ス 

軸数：6軸 

トラクタ：前1軸 

第一トレーラ：後2軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 1.1－2－1.1 

 

軸数：6軸 

トラクタ：前1軸 

第一トレーラ：後1軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 1.2－1－1.1 

 

軸数：6軸 

トラクタ：前2軸 

第一トレーラ：後1軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 2.1－1－1.1 

 

軸数：7軸 

トラクタ：前1軸 

第一トレーラ：後2軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 1.2－2－1.1 

 

軸数：7軸 

トラクタ：前2軸 

第一トレーラ：後2軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 2.1－2－1.1 

 

軸数：7軸 

トラクタ：前1軸 

第一トレーラ：後3軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 1.1－3－1.1 

 

A B FE

W2

l3l2
l1

l11

l10

l9

L

W5
第
５
輪
荷
重

DC

W1

l8

l7
l4

l5 l12

l6

A B C

W5

l6

l5
l2

l1

第
５
輪
荷
重

D FE

W1 W2

l4

l3
l11

l10
l8l7 l9

L

A B

l6

l5
l2

l1

D FE

W1 W2

l4

l3

l11

l10
l8

l12

l9

L

CW5
第
５
輪
荷
重

l7

A B C ED GF

W5

W1 W2

l8
l7l4

l6

l5
l9
l3l2

l1

l10

l11 l13

l12

l14

L

第
５
輪
荷
重

A B

l6

l5
l2
l1

CW5
第
５
輪
荷
重 l10

ED GF

W1 W2

l8

l4l9
l3

l11

l15

l13

l12 l14

L

l7

A B

l2

l1

W5
第
５
輪
荷
重

C GF

W1 W2

l5

l4
l7

l3
l8

l9 l11

l10

l12

L

ED
l6
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表 3.3.2-5 選択可能な軸種（5/5）  
 軸種 軸種ごとの車両形態 

ダ
ブ
ル
ス 

軸数：8軸 

トラクタ：前1軸 

第一トレーラ：後3軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 1.2－3－1.1 

A B C

W5

l6

l5
l9
l3l2

l1

第
５
輪
荷
重

D HG

W1 W2

l7

l4 l10

l13l11

l14

l12

L

FE

l8

 
軸数：8軸 

トラクタ：前2軸 

第一トレーラ：後3軸 

第二トレーラ：後1軸 

D 2.1－3－1.1 

A B

l6

l5

l2
l1

CW5第
５
輪
荷
重

l10

l9

l3

D HG

W1 W2

l7

l4
l15

l13
l11

l14l12

L

FE

l8

 

 

※セミトレーラの「S1.1-3」「S1.2-3」「S2.1-3」の３つの軸種の場合、トレーラの隣接

する３つの軸の間の距離が３ｍ以内の場合、平成17年9月29日以降の新しいトリプル

軸の計算方法が適用されます。 
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iii. 車両内訳書入力 

 

車両内訳書入力における入力処理の流れは、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各画面の機能を以下に示します。 

 

  

申請車両情報登録メニュー

a．車両内訳一覧 b．車両番号一覧

c．車両内訳入力画面（軸種指定）

d．車両内訳書入力画面（軸種：その他）

e．車名一覧
f．陸運支局・自動車検査

登録事務所一覧

車両内訳書

入力
申請車両情報登録

メニューへ戻る

型式追加・

型式修正

代表車両番号

設定

設定・

キャンセル

車両内訳一覧

へ戻る

設定・

キャンセル
設定・

キャンセル
参照 参照
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 車両内訳一覧 

車両内訳書情報を入力するメニュー画面です。 

画面の各機能を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 編集中の車両牽引区分（トラクタ／トレーラ）が表示されます。 

（単車の場合は表示されません。セミトレーラ、フルトレーラの場合は「トラクタ」また

は「トレーラ」、ダブルスの場合は「トラクタ」「第一トレーラ」または「第二トレー

ラ」が表示されます。） 

 

② 申請車種、軸種が表示されます。 

 

③ トラクタ／トレーラ切替ボタンは、編集を行う車両の牽引区分（トラクタ／トレーラ）

を切り替える場合に押して下さい。 

（単車の場合、ボタンは表示されません。セミトレーラ、フルトレーラの場合はトラク

タ⇒トレーラの順で、ダブルスの場合はトラクタ⇒第一トレーラ⇒第二トレーラの順で

表示が切り替わります。） 

 

 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ ⑨ ⑩ 
⑪ 

④ 

⑦ 
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④ 1ページに表示される型式の件数は10件までです。登録件数が10件を超えた場合、ペー

ジのリンクが表示され、ページの切り替えを行う事ができます。 

（登録件数が10件未満の場合は、表示されません。） 

 

⑤ 現在登録されている車名・型式が一覧表示されます。 

登録台数は、実際に登録されている車両番号の数がカウントされ、表示されます。 

 

⑥ 代表車両情報が表示されます。 

単車の場合は1台分、セミトレーラ・フルトレーラの場合は2台分（トラクタ、トレーラ

各1台）、ダブルスの場合は3台分（トラクタ、第一トレーラ、第二トレーラ各1台）の

情報が表示されます。 

特に設定していない場合、整理番号１の車両が代表車両に設定されます。 

 

⑦ 代表車両を変更する場合、対象となる型式の設定ボタンを押して下さい。「代表車両番

号設定」画面が表示され、任意の車両番号を指定できます。 

 

⑧ 型式の追加ができます。型式追加ボタン押下後、「車両内訳入力」画面へ遷移します。 

 

⑨ 型式削除ボタン押下後、整理番号欄（⑤）で指定されている型式が削除されます。 

（※型式削除の操作を行った場合には、車両内訳一覧画面に加えて、車両諸元説明書情

報入力画面の方についても該当の型式が削除されますので、ご注意ください。） 

 

⑩ 整理番号欄（⑤）で指定されている型式を修正します。型式修正ボタン押下後、「車両

内訳入力」画面へ遷移します。 

 

⑪ 車両内訳書の入力を終了または一時中断する場合に押して下さい。申請車両情報メニュ

ーへ戻るボタン押下後、「申請車両情報登録メニュー」へ戻ります。 
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 代表車両番号設定 

代表車両番号を変更設定する画面です。 

画面機能は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「車両内訳一覧」画面で指定された型式の車両番号の一覧が表示されます。代表車両と

したい車両番号を指定して下さい。 

 

② 設定ボタンを押すと、車両番号一覧（①）で指定された車両番号が代表車両として設定

されます。 

 

③ 閉じるボタンを押すと、代表車両の変更はせずに終了します。 

  

 

① 

② ③ 
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 車両内訳入力画面（軸種指定の場合） 

車両内訳書に記載される情報を入力する画面です。 

画面の各機能を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請車両の車名・型式を入力します。 

 

② 車名参照ボタンを押す事で「車名一覧」が表示され、車名を参照設定する事ができます。

（一覧にない車名の場合は、この機能は利用せず手入力してください。） 

 

③ 1ページに表示される型式の件数は10件までです。登録件数が10件を超えた場合、ペー

ジのリンクが表示され、ページの切り替えを行う事ができます。 

（登録件数が10件未満の場合は、表示されません。） 

 

④ 車両番号を入力します。 

 

⑤ 陸運支局参照ボタンを押す事で「陸運支局・自動車検査登録事務所一覧」が表示され、

陸運支局を参照設定する事ができます。 

 

⑥ 車両番号追加ボタンを押すと、車両番号を追加します。 

 

 

① 

③ 

④ 

⑥ ⑦ ⑧ 

②車名参照ボタン 

⑤陸運支局参照ボタン 
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⑦ 車両番号削除ボタンを押すと、整理番号欄（④）で指定されている車両番号を削除しま

す。 

 

⑧ 車両内訳書入力を終える場合に押して下さい。車両内訳一覧画面へ戻るボタン押下後、

「車両内訳一覧画面」へ戻ります。（「車名」「型式」を入力していない場合、エラー

メッセージが表示され、画面遷移しません。） 

 

 

 車両内訳入力画面（軸種：その他の場合） 

軸種：その他で連結車の場合、連結した状態で車両番号を入力する必要があります。 

以下は、セミトレーラの場合の画面例です。 

軸種：その他は、連結車の場合は車名・型式ともにトラクタのみを入力します。 

連結車でも単車扱いとしてデータを作成しますので、トラクタ・トレーラの組み合わせ

台分を入力します。 
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 車名一覧 

車名を参照設定する画面です。 

画面機能は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 車名の一覧が表示されます。申請車両の車名を指定して下さい。 

 

② 設定ボタンを押すと、車名一覧（①）で指定された内容が「車両内訳入力」画面に設定さ

れます。 

 

③ 閉じるボタンを押すと、車名を参照せずに終了します。 

 

  

 

① 

② ③ 
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 陸運支局・自動車検査登録事務所一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 陸運支局・自動車検査登録事務所の一覧が表示されます。申請車両の陸運支局を指定して

下さい。 

 

② 設定ボタンを押すと、陸運支局・自動車検査登録事務所一覧（①）で指定された内容が「車

両内訳入力」画面に設定されます。 

 

③ 閉じるボタンを押すと、陸運支局・自動車検査登録事務所を参照せずに終了します。 

 

  

 

① 

③ ② 
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iv. 車両諸元説明書入力 

 

車両諸元説明書入力における入力処理の流れは、以下のようになります。 

（普通申請・包括申請に関らず、以下の画面遷移になります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各画面の機能を以下に示します。 

 

 

  

申請車両情報登録メニュー

a.車両諸元説明書情報入力画面（自重他）（軸種指定）

e.車両諸元説明書情報入力画面（自重他）（軸種：その他）

c.車両諸元説明書情報入力画面（軸間距離）（軸種指定）

f.車両諸元説明書情報入力画面（軸間距離）（軸種：その他）

d.車両諸元説明書情報入力画面（軸重他）（軸種指定）

g.車両諸元説明書情報入力画面（軸重他）（軸種：その他）

b.車両諸元参照画面

車両諸元説明書

入力

次の画面に進む

次の画面に進む

前の画面に戻る

前の画面に戻る

申請車両情報登録

メニューへ戻る

車両諸元参照

申請車両情報登録

メニューへ戻る
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 車両諸元説明書情報入力画面（自重他）（軸種指定の場合） 

車両の諸元に関する説明書に記載される情報の内、車両寸法、車両重量、積載貨物重量を

入力する画面です。 

画面の各機能の説明を以下に示します。 

 

【単車の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 編集中の車両牽引区分（トラクタ／トレーラ）が表示されます。 

（単車の場合は表示されません。セミトレーラ、フルトレーラの場合は「トラクタ」また

は「トレーラ」、ダブルスの場合は「トラクタ」「第一トレーラ」または「第二トレーラ」

が表示されます。） 

 

② 申請車種、軸種が表示されます。 

 

③ 軸種の説明図が表示されます。 

 

④ トラクタ／トレーラ切替ボタンは、編集を行う車両の牽引区分（トラクタ／トレーラ）を

切り替える場合に押して下さい。 

（単車の場合は、ボタンは表示されません。セミトレーラ、フルトレーラの場合はトラク

タ⇒トレーラの順で、ダブルスの場合はトラクタ⇒第一トレーラ⇒第二トレーラの順で表

示が切り替わります。） 

 

⑤ 1ページに表示される型式の件数は10件までです。登録件数が10件を超えた場合、ページ

のリンクが表示され、ページの切り替えを行う事ができます。 

（登録件数が10件未満の場合は、表示されません。） 

 

② 

③ 

⑧ ⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ 

⑥ ⑦ 

① 

⑤ 
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⑥ 「車両内訳書」情報が先に入力されている場合、「車名」「型式」が表示されます。 

 

⑦ 車両の寸法、重量、乗員人数、積載貨物の重量を入力します。 

※ 車両の寸法は、貨物積載時の寸法を入力して下さい。 

※ 建設機械類の場合、積載貨物重量の入力はできません。 

 

⑧ 型式追加ボタンを押すと、新規に型式を追加できます。 

 

⑨ 型式削除ボタンを押すと、整理番号欄で指定されている型式が削除されます。 

（※型式削除の操作を行った場合には、車両諸元説明書情報入力画面に加えて、車両内訳

一覧画面の方についても該当の型式が削除されますので、ご注意ください。） 

 

 

⑩ 車名、型式より車両諸元データベースを参照する場合、整理番号欄の型式を指定後、車両

諸元参照ボタンを押して下さい。ボタン押下後「車両諸元参照」画面へ遷移します。 

 

⑪ 申請車両情報メニューへ戻るボタンを押すと、「申請車両情報登録メニュー」画面へ戻り

ます。 

 

⑫ 次の画面に進むボタンを押すと、軸間距離を入力する画面へ遷移します。 

 

※車両諸元データがデータベースに存在しない場合は、車両の情報は参照できません。ま

た、参照できるデータが表示され型式が同じでも数値が同じとは限りません。数値が完

全一致しているかどうかを、必ず確認してください。 

 

≪留意点≫ 

●平成31年3月25日より、入力値に単位（桁数）誤りが存在することを検知するチェックが追

加されました。下記のダイアログが表示された場合には入力値を確認して下さい。入力値

に問題がない場合にはOKボタンを押し、修正を行う場合にはキャンセルボタンを押して下

さい。 

 

 
 

●平成31年3月25日より、入力必須項目に未入力が存在する場合には下記の画面のように次の

画面への遷移が制限されます。未入力項目がなくなることで次の画面へ遷移するボタンが

押せるようになります。 
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【セミトレーラ（トラクタ）の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 車両の寸法、重量、乗員人数を入力します。 

※ セミトレーラの場合、トラクタの長さは「車両最前部から連結部」までとなります。 

※ セミトレーラ、ダブルスの場合、積載貨物重量の入力はできません。 

 

 

⑦以外の画面項目の説明は、【単車の画面例】を参照して下さい。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑧ ⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ 

⑥ 

⑦ 
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【セミトレーラ（トレーラ）の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 車両の寸法、重量、積載貨物の重量を入力します。 

※ セミトレーラの場合、トレーラの長さは「連結部から車両最後部」となります。 

※ 45フィートコンテナ等の輸送車両の場合、リアオーバーハングの長さを入力します。 

ここで、リアオーバーハング長は、トレーラの旋回中心軸から車両後端までの長さを

いい、一般的なリアオーバーハングの長さとは異なります。 

なお、該当の申請でない限り、必須の入力項目でないため、入力は任意です。 

※ 申請車種が一般セミトレーラ（自動車運搬用）において、リアオーバーハングのうち

のはみ出し長分の寸法入力が可能となり、緩和対象となる車両条件を満たす場合に

は、はみ出し長を含め車両の長さが最大18ｍまでとなる基準緩和が適用されます。 

なお、該当の申請でない限り、必須の入力項目でないため、入力は任意です。 

 

⑬「はみだし長入力方法」ボタンをクリックすると、次の案内メッセージが表示されます。 

 
 

⑦以外の項目は、【単車の画面例】を参照して下さい。 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑧ ⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ 

⑥ 

⑦ 

⑤ ⑬ 
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 車両諸元参照画面 

車名、型式を基に、車両諸元データベースに登録されている車両諸元を参照し、利用する

事ができます。 

車両諸元説明書情報入力画面にて、車名、型式が表示されている行が指定された場合、表

示されていた車名、型式で検索を行った結果が初期表示されます。 

 

画面の各機能の説明を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 参照したい車両の「車名」「型式」を入力します。 

（「車両内訳書」情報が先に入力されている場合、当画面表示時、その内容による検索結

果があらかじめ表示されます。） 

 

② 車名参照ボタンを押す事で「車名一覧」が表示されます。 

 

③ 検索ボタンを押すと、入力した「車名」「型式」で車両諸元データベースを検索できます。 

 

④ 検索の結果が一覧表示されます。 

※ 入力された型式が複数存在する場合、型式ごとに車両寸法と重量が表示されますの

で、該当する型式を指定して下さい。もし該当する型式が一覧に無い場合は、申請車

両に最も近いと思われる諸元を持つ型式を指定し、車両諸元説明書情報入力画面で内

容を変更して下さい。 

 

 

① ③ 

④ 

⑤ ⑥ 

②車名参照ボタン 
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⑤ 一覧（④）で指定されている車両諸元を参照設定します。設定ボタン押下後、車両諸元説

明書情報入力画面に戻ります。 

（車両諸元は、全ての「車両諸元説明書情報入力」画面に反映されます。ただし、車両寸法

（幅、高さ、長さ）は、貨物積載時の値を入力する必要があるため、空白で表示されます。

また、積載貨物重量も空白で表示されます。） 

 

⑥ 前画面へ戻るボタンを押すと、車両諸元を参照せずに車両諸元説明書情報入力画面に戻

ります。 
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 車両諸元説明書情報入力画面（軸間距離）（軸種指定の場合） 

車両の諸元に関する説明書に記載される情報の内、軸間距離を入力する画面です。 

 

【単車の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請車両の軸種に応じて、軸間距離を入力します。 

 

② 前の画面へ戻るボタンを押すと、車両諸元説明書情報入力画面（自重他）へ戻ります。 

 

③ 次の画面に進むボタンを押すと、車両諸元説明書情報入力画面（軸重他）へ遷移します。 

 

≪留意点≫ 

●平成31年3月25日より、入力値に単位（桁数）誤りが存在することを検知するチェックが追

加されました。下記のダイアログが表示された場合には入力値を確認して下さい。入力値

に問題がない場合にはOKボタンを押し、修正を行う場合にはキャンセルボタンを押して下

さい。 

 

 
 

●平成31年3月25日より、入力必須項目に未入力が存在する場合には下記の画面のように次の

 

① 

② ③ 
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画面への遷移が制限されます。未入力項目がなくなることで次の画面へ遷移するボタンが

押せるようになります。 
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【セミトレーラ（トラクタ）の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明は、【単車の画面例】を参照して下さい。 

 

 

 

  

① 

② ③ 
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【セミトレーラ（トレーラ）の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明は、【単車の画面例】を参照して下さい。 

 

 

  

① 

② ③ 
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 車両諸元説明書情報入力画面（軸重他）（軸種指定の場合） 

車両の諸元に関する説明書に記載される情報の内、軸重を入力する画面です。 

 

【単車の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請車両の軸種に応じて、軸重、輪数、G値を入力します。 

※ 軸重は、空車時の軸重を入力して下さい。積載貨物の軸重配分値はシステム内部で計

算されます。 

※ G値は、画面を参考に入力して下さい。 

 

② 前の画面へ戻るボタンを押すと、車両諸元説明書情報入力画面（軸間距離）へ戻ります。 

 

③ 申請車両情報メニューへ戻るボタンを押すと、申請車両情報登録メニュー画面へ遷移し

ます。 

 

≪留意点≫ 

●平成31年3月25日より、入力値に単位（桁数）誤りが存在することを検知するチェックが追

加されました。下記のダイアログが表示された場合には入力値を確認して下さい。入力値

に問題がない場合にはOKボタンを押し、修正を行う場合にはキャンセルボタンを押して下

さい。 

 

 
 

 
 

① 

② ③ 
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●平成31年3月25日より、入力必須項目に未入力が存在する場合には下記の画面のように次の

画面への遷移が制限されます。未入力項目がなくなることで次の画面へ遷移するボタンが

押せるようになります。 
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【セミトレーラ（トラクタ）の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明は、【単車の画面例】を参照して下さい。 

 

 

  

① 

② ③ 
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【セミトレーラ（トレーラ）の画面例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面項目の説明は、【単車の画面例】を参照して下さい。 

 

 

  

① 

② ③ 
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 車両諸元説明書情報入力画面（自重他）（軸種：その他の場合） 

 

軸種：その他の場合、連結した状態で車両諸元を入力する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各車両諸元は、貨物積載時の諸元（連結車の場合、トラクタとトレーラを連結し、貨物を

積載した状態の諸元）を入力して下さい。 

 

① 車両重量には、連結車の場合はトラクタ、トレーラの重量を加算した値を入力して下さい。 

 

② 次の画面に進むボタンを押します。 

 

 

※ 軸種：その他の場合、「車両諸元参照」機能は使用できません。 

 

≪留意点≫ 

●平成31年3月25日より、入力値に単位（桁数）誤りが存在することを検知するチェックが追

加されました。下記のダイアログが表示された場合には入力値を確認して下さい。入力値

に問題がない場合にはOKボタンを押し、修正を行う場合にはキャンセルボタンを押して下

さい。 

 

 

 

① 

② 
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●平成31年3月25日より、入力必須項目に未入力が存在する場合には下記の画面のように次の

画面への遷移が制限されます。未入力項目がなくなることで次の画面へ遷移するボタンが

押せるようになります。 
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 車両諸元説明書情報入力画面（軸間距離）（軸種：その他の場合） 

 

軸種：その他の場合、連結した状態で車両諸元を入力する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 軸間距離は、図面から計算する等にて入力して下さい。 

 

② 次の画面に進むボタンを押します。 

 

 

  

 

① 

② 
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 車両諸元説明書情報入力画面（軸重他）（軸種：その他の場合） 

 

軸種：その他の場合、連結した状態で車両諸元を入力する必要があります。 

 

 
 

 

 

① A軸軸重には乗員重量を、各軸の軸重には積載貨物重量を分配した値を入力して下さい。

A軸以外は各軸の軸重には積載貨物重量を分配した値を入力して下さい。（積載貨物重量

の配分の仕方はメーカー、道路管理者等へご相談ください。） 

その他軸種の場合、車両の軸の構造が特殊であるため、システムでの軸重配分計算は行い

ません。 

 

② 申請車両情報メニューへ戻るボタンを押します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

① 

② 
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v. 合成車両の表示 

申請車両の合成車両としての諸元を確認（表示）したい場合は、申請車両一覧画面にお

いて、合成車両の表示を押すと、以下のような車両諸元に関する説明書画面が表示されま

す。 

複数の軸種を含んでいる場合は、軸種ごとの表として表示されます。 

 

車両の諸元に関する説明書画面 
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 型式ごとの車両諸元による車両情報入力（入力手順例） 

 軸種追加 

申請・各種情報入力選択画面で車両情報入力ボタンを押した後、申請車両情報登録メニ

ュー画面が以下のような状態で表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初に申請車両の軸種を指定します。 

軸種追加ボタンを押して、軸種を追加して下さい。 

ボタン押下後、軸種指定画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意の軸種を指定後、選択ボタンを押して下さい。 

申請車両情報登録メニュー画面へ戻ります。 

  

申請車種が表示され

ます 

軸種説明図の表示を押すと選択された軸種

の図が表示されます 
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 車両内訳書情報入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軸種追加後、車両内訳書の入力を行います。 

車両内訳書入力ボタンを押して下さい。 

ボタン押下後、「車両内訳一覧」が表示されます。 

 

  

選択した軸種が追加されている事を

確認して下さい。 
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① 「車両内訳一覧」の初期表示は上記の通り、全ての項目が空白で表示されます。 

初期入力時は、整理番号１について、型式修正ボタンを押して、車名、型式、車両番

号を入力して下さい。 

 

② 異なる型式を入力する場合は、型式追加ボタンを押して下さい。 

 

③ 型式削除ボタンは型式を削除する際に使用します。 

（※型式削除の操作を行った場合には、車両内訳一覧画面に加えて、車両諸元説明書情報

入力画面の方についても該当の型式が削除されますので、ご注意ください。） 

 

④ トラクタとトレーラの画面を切り替えます。 

 

申請車両情報メニューへ戻るで画面を戻ります。 

 

  

 

② ③ ① 

④ 
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申請車両の「車名」および「型式」を入力して下さい。 

「車名」は...ボタン（参照ボタン）を押す事で、「車名一覧」を参照する事ができます。 

 

車両番号を入力して下さい。 

車両番号は、...ボタン（参照ボタン）を押す事で、「陸運支局・自動車検査登録事務所

一覧」を参照する事ができます。 

2台以上の車両番号を入力する場合は、車両番号追加ボタンを押し、同じように車両番号

を入力して下さい。 

 

 

入力が終了したら、車両内訳一覧画面へ戻るボタンを押して下さい。 
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次にトレーラの「車両内訳書」情報を登録します。 

 

トラクタ／トレーラ切替ボタンを押して下さい。 

表示情報が、トレーラに切り替わります。 

 

 

  

登録した「車名」「型式」

が反映されている事を確

認して下さい。 

「代表車両」には1台目に登

録した車両の情報が自動で

設定されます。 

変更する場合は、「代表車両

番号設定」欄の任意の型式の

設定ボタンを押して、変更し

て下さい。 

2型式以上を登録する場合

は、型式追加ボタンを押し

て下さい。 
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① 画面初期表示は、トラクタと同様に整理番号１が空白表示されます。 

初期入力時は、整理番号１について、型式修正ボタンを押して、車名、型式、車両番号

を入力して下さい。 

 

② 異なる型式を入力する場合は、型式追加ボタンを押して下さい。 

 

③ 型式削除ボタンは型式を削除する際に使用します。 

（※型式削除の操作を行った場合には、車両内訳一覧画面に加えて、車両諸元説明書情報

入力画面の方についても該当の型式が削除されますので、ご注意ください。） 

 

④ トラクタとトレーラの画面を切り替えます。 

 

申請車両情報メニューへ戻るで画面を戻ります。 

 

 

  

タイトルが「トレーラ」に変わった

事を確認して下さい。 

④ 

② ③ ① 
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「車両内訳書」情報の登録が終わったら、申請車両情報メニューへ戻るボタンを押して

下さい。 
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 車両諸元説明書入力 

 

申請車両情報登録メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に「車両諸元説明書」情報を登録します。 

車両諸元説明書入力ボタンを押して下さい。 

ボタン押下後、車両諸元説明書情報入力画面が表示されます。 
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車両諸元を参照し、「車両諸元説明書」情報を登録します。 

車両諸元参照ボタンを押して下さい。 

車検証などを基に登録する場合は、車両諸元の参照をする必要はありません。 

 

※車両諸元データがデータベースに存在しない場合は、車両の情報は参照できません。ま

た、参照できるデータが表示され型式が同じでも数値が同じとは限りません。数値が完

全一致しているかどうかを、必ず確認してください。 

 

  

「車両内訳書」情報が登録済

みなので、登録した型式分の

「車名」「型式」と車両諸元

の空白行が表示されます。 

（「車両内訳書」情報が未登

録の場合、全ての項目が空白

の行が1行表示されます） 
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車両諸元説明書入力画面で、「車名」「型式」が表示されている行を指定した場合、車両

諸元参照画面遷移時に検索結果が初期表示されます。 

 

「車名」「型式」が非表示の行を指定、または違う「車名」「型式」で再検索したい場合

は、「車名」「型式」欄に内容を入力し、検索ボタンを押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請車両の諸元に該当する、あるいは近い車両情報を指定し、設定ボタンを押して下さ

い。 

設定ボタン押下後、車両諸元説明書情報入力画面へ戻ります。 

 

 

  

「車名」「型式」に該当す

る車両情報がシステムに

登録されている場合、一覧

が初期表示されます。 
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車両諸元の内容が自動で表示されます。 

ただし、車両寸法は、貨物積載時の値を登録する必要があるので、全て「0」が設定されます。 

また、車種によって入力項目も変わります。 

 

次にトレーラの車両情報を参照設定します。 

トラクタ／トレーラ切替ボタンを押して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両諸元の内容が自動で表示されます。 

※ ただし、車両寸法は、貨物積載時の値を登録する必要があるので、全て「0」が設定

されます。 

※ また、車種によって入力項目も変わります。 

 

次にトレーラの車両情報を参照設定します。 

トラクタ／トレーラ切替ボタンを押して下さい。 
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トラクタと同様に、設定対象の整理番号を指定後、車両諸元参照ボタンを押し、車両諸

元を参照設定して下さい。 

 

  

トラクタと同様に「車両内訳書」情報が登

録済みなので、登録した型式分の空白行

と「車名」「型式」が表示されます。 

タイトルが「トレーラ」

に変わった事を確認し

て下さい。 
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トラクタと同様に、車両寸法と積載貨物重量を手入力して下さい。 

 

車両寸法入力後、「車両諸元説明書」（軸間距離）の入力を行います。 

次の画面に進むボタンを押して下さい。 

 

※リアオーバーハングの入力について 

 平成27年6月より施行を開始する関係省令等の改正に伴い、45フィートコンテナ等の

輸送における許可基準の見直しを受けて、制限緩和の適合判定の対象車両の判定のため、

リアオーバーハング値の入力欄を追加しました。 

 ただし、入力は任意のため、該当の車両でない場合等には入力は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ﾘｱｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 

リアオーバーハングは、

トレーラの旋回中心軸か

ら車両後端までの長さを

いいます。 
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※リアオーバーハングに占めるはみ出し長の入力について 

 平成31年1月29日より適用となった自動車運搬用セミトレーラ連結車の長さ基準緩和

に伴い、緩和対象車両を判定するため、はみ出し長の入力欄を追加しました。 

 申請車種が、一般セミトレーラ（自動車運搬用）の場合に限ります。ただし、入力は任

意のため、該当の車両でない場合等には入力は不要です。 

◇詳細：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/systemrepair_shinnsei_20210312.pdf 項番（1） 
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トラクタ／トレーラの車両諸元が、申請車両の諸元と違う場合、相違箇所を修正して下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示内容に問題がなければ、次の画面に進むボタンを押して、車両諸元説明書情報入力

画面（軸重他）へ進んで下さい。 
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「車両諸元説明書」（軸間距離）と同様に内容を確認し、相違箇所を修正して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示内容に問題がなければ、申請車両情報メニューへ戻るボタンを押して下さい。 

ボタン押下後、「申請車両情報登録メニュー」へ遷移します。 

 

※ 車両諸元の参照を行わない、あるいはシステム上に該当する型式が登録されていない

場合は、車両諸元説明書情報を手入力で登録して下さい。 
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 最小回転半径の入力 

 申請車両情報登録メニュー画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最小回転半径を入力すれば、車両情報の入力は完了です。 

 

 

 

最小回転半径を入力してください。最小回転半径は合成車両の表示ボタンを押下した際に以

下のチェックがかかります。 

 

 １．車種が特例8車種及び海上コンテナで最小回転半径が12.0mを超過する場合 

   下記のエラーメッセージが表示されます。OKボタンを押下して最小回転半径を修正し

てください。 

 

 

 
 

 ２．車種が特例8車種及び海上コンテナ以外で最小回転半径が12.0mを超過する場合 

   下記のメッセージが表示されます。入力値に問題がない場合にはOKボタンを押下し、

最小回転半径を修正する場合にはキャンセルボタンを押下してください。 
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 車両の合成値の確認 

 平成31年3月25日より、車両の合成値の確認が義務化されました。そのため、合成車両の表

示ボタンを押下し、車両の合成値の確認を行わないと登録ボタンが押下できません。車両の

合成値の確認が行われていない場合、下記のように画面右下に合成車両の表示ボタンを押下

するようにメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場合は、登録ボタンは

押下することができません。 

 

 
 

合成車両の表示ボタンを押下し、車両の諸元に関する説明書画面にて車両の合成値を確認

すると、申請車両情報登録メニュー画面にて登録ボタンが押せるようになります。 
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 車両情報入力完了 

 

申請車両情報登録メニュー画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両情報の入力を終える場合は、登録ボタンを押して下さい。 

登録ボタン押下後、申請・各種情報入力選択画面へ戻ります。 
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車両の諸元に関する説明書画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※大型車誘導区間の許可基準を

満たす車両諸元の場合、 

対象車両に“○”が付きます。 
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※ 道路法改正による大型車を誘導すべき道路（大型車誘導区間）の導入に伴う適用対象

車両は、車両情報入力において、以下の大型車誘導区間の許可基準を満たす車両諸元

の場合となります。 

 

※ 平成27年6月より施行を開始する車両の大型化に対応した許可基準の見直し等に関す

る関係省令等の整備（バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一及

び、45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し）によって、大型車誘導

区間の許可基準に係わる対象車両の範囲が拡大されました。（下表の赤枠の箇所が該

当） 

 

 

  ＜大型車誘導区間手数料対象車両の車両諸元＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該の申請車両が適用対象車両である場合には、車両の諸元に関する説明書の対象車

両の欄に“○”が表示されます。（3-77頁を参照） 

 

 

  

特例５車種及び追加３車種 その他

幅

高さ 4.1m以下

長さ 17m以下 12m以下 19m以下 21m以下

最小回転半径

総重量 44t以下 26t以下 39t以下

軸重 11.5t以下 11.5t以下

隣接軸重

輪荷重 5.75t以下 5.75t以下

通行経路

車両諸元

隣り合う車軸に係る軸距が1.8m 未満の場合18 t以下
1.8 m以上の場合 20 t以下

（隣り合う車軸に係る軸距が1.3 m 以上であり、当該隣り合う車軸に係る軸重が
いずれも9.5t 以下の場合 19t 以下）

通行経路

大型車誘導区間のみを通行していること

5t以下 5t以下

2.5m以下

その他の限度超過車両

セミトレーラ連結車 フルトレーラ
連結車

ダブルス

連結車

新規格車

連結車

単車
特例５車種追加３車種

単車
国際海上
コンテナ車

4.1m以下

17m以下
（後軸の旋回中心から車両後端までの距離
が3.2m以上3.8m未満の場合は17.5m以下、

3.8m以上4.2m以下の場合は18m以下）

12m以下

44t以下

10t以下 10t以下

25t以下

3.8m以下

12m以下
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 橋梁照査式による適合判定の確認 

 橋梁照査式の適合判定チェック 

申請車両情報登録メニュー画面において、橋梁照査結果の表示ボタンを押下すると、橋

梁照査結果内容確認画面のウィンドウを表示し、海上コンテナの橋梁照査式における制限

緩和対象車両であるか否か、照合結果が一覧で表示されます。 

 

申請車両情報登録メニュー画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁照査結果内容確認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 

② 

① 
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i. 車両情報入力における橋梁照査式による適合判定チェックを行う 

手順 操作内容 

１ ①橋梁照査結果の表示ボタンを押す。 

２ 
橋梁照査結果内容確認画面のウィンドウが表示されます。 

照合結果のメッセージ内容を確認します。 

橋梁照査結果内容確認画面 

 

 

①橋梁照査結果の表示 

申請車両情報登録メニュー画面の橋梁照査結果の表示ボタンを押すと、入力した車

両諸元情報をもとに、登録車両が橋梁照査式の適合車両であるか否かを判定し、橋梁

照査結果内容確認画面に表示されます。 

 

②橋梁照合結果一覧表示 

申請車両情報登録メニュー画面で入力した車両諸元情報に対するバン型等のセミト

レーラ連結車に対して、海上コンテナ照査実施要領に基づく橋梁照査式の適合判定処

理を行い、申請単位に、認証トラクタの有無、軸重緩和条件、橋梁照査結果として「高

速自動車国道等及び指定道路」、「設計荷重がTL-20設計荷重以上である道路」毎に照

査1、照査2、通行条件特例適用の判定結果を表示します。 

適合する場合には「○」が表示されます。上記の認証トラクタ、軸重緩和条件、橋梁

照査結果（照査1、照査2、通行条件特例適用）の全てが「○」である場合に限り、“適

合”とみなされます。 

なお、複数軸種の場合には、申請車両の中で厳しい条件の車両情報で判定されます。 

 

③閉じる 

橋梁照査結果内容確認画面のウィンドウを閉じます。 

 

 

 
参照先）http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/release20200512_syaken_and_verif.pdf 
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 車検証情報との照合 

 車検証情報照合結果表示画面 

申請車両情報登録メニュー画面において、車検証情報との照合ボタンを押下すると、車

検証情報照合結果表示画面のウィンドウを起動し、入力した車両諸元情報と車検証情報と

の照合結果が表示されます。 

照合対象項目は、乗車（乗車定員）、自重（車両重量）、積載物重量（最大積載量）、軸

重の4つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①軸重 

  申請車両情報登録メニュー画面のラジオボタンで選択した軸種名が表示されます。 

 ②照合結果メッセージ 

  照合結果がメッセージで表示されます。 

 ③車両諸元内容（牽引区分） 

  当該車両諸元の牽引区分が表示されます。 

  ・トラック 

  ・トラクタ 

  ・トレーラ 

  ・第1トレーラ 

  ・第2トレーラ 

 ④車両諸元内容（型式） 

  当該車両諸元の形式名が表示されます。 

 ⑤車両諸元内容（項目名） 

  当該車両諸元の項目名が表示されます。 

  ・乗員 

  ・自重 

  ・積載物重量 

  ・軸重（X軸） 

 ⑥車両諸元内容（入力内容） 

  当該車両諸元の入力値が単位（人または㎏）付きで表示されます。 

② 

① 

③ ④ ⑤ ⑥ ⑨ 

⑩ 

⑦ ⑧ 
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 ⑦車検証登録内容（車両番号） 

  照合時に取得した車両番号が表示されます。 

 ⑧車検証登録内容（項目名） 

  車検証項目名が表示されます。 

  ・乗車乗員 

  ・車両重量 

  ・最大積載量 

  ・軸重（前前） 

  ・軸重（前後） 

  ・軸重（後前） 

  ・軸重（後後） 

 ⑨車検証登録内容（登録内容） 

  車検証の登録情報が単位（人または㎏）付きで表示されます。 

 ⑩明細行数 

  画面1ページあたり10明細とし、超過分はページが切り替わって表示されます。 

 照合結果欄メッセージ定義 

No ケース 表示メッセージ定義 

1 「照合エラーあり」かつ 

「全ての型式について車検

証情報照合を実施している」

（※1） 

全 XXX 件のエラーがありました。内容を確認してください。 

解消できないエラーがある場合は窓口での審査を行いますので、必

ず車検証をスキャンしたものを添付して提出してください。 

2 「照合エラーあり」かつ 

「車検証情報照合を行って

いない型式がある」（※3） 

全 XXX 件のエラーがありました。内容を確認してください。 

車検証情報が未登録のため、照合を行っていない型式があります。 

恐れ入りますが窓口での審査を行うため、必ず車検証をスキャンし

たものを添付して提出してください。 

3 「照合エラーなし」かつ 

「全ての型式について車検

証情報照合を実施している」 

車検証情報と照合した結果、エラーはありません。 

4 「照合エラーなし」かつ 

「車検証情報照合を行って

いない型式がある」（※3） 

車検証情報と照合した結果、エラーはありません。 

車検証情報が未登録のため、照合を行っていない型式があります。 

恐れ入りますが窓口での審査を行うため、必ず車検証をスキャンし

たものを添付して提出してください。 

5 車両内訳書と車両諸元説明

書の型式数不一致 

 

車両内訳書の型式数と車両諸元説明書の型式数が一致していないた

め、車検証情報との照合を行うことができません。 

「車両内訳書入力」ボタン、または「車両諸元説明書入力」ボタン

より修正を行ってください。 

6 車両番号が未登録の型式あ

り（※2） 

車両番号が未登録の型式があるため、車検証情報との照合を行うこ

とができません。 

「車両内訳書入力」ボタンから、車両番号の登録を行ってください。 

型 式 ： XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, 

XXXXXXXX, XXXXXXXX（他あり） 

7 入力された全ての車両番号

が車検証 DB に登録なし 

（※3） 

車検証情報が未登録のため、照合を行っていない型式があります。 

恐れ入りますが窓口での審査を行うため、必ず車検証をスキャンし

たものを添付して提出してください。 

（※1）「全XXX件」には、明細行数をカウントして表示する。 

（※2）軸種内の型式名は5件まで表示し、6件以上ある場合は末尾に「（他あり）」の文言を付加する。 

     なお車両内訳書、車両諸元説明書ともに未入力（型式数＝0）の場合は当該メッセージを表示するものとし、型式名の

行に関しては表示しないものとする。 
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  （※3）車検証情報照合を行っていない型式がある場合、「車検証情報が未登録のため、照合を行っていない型式がありま

す。恐れ入りますが窓口での審査を行うため、必ず車検証をスキャンしたものを添付して提出してください。」と照

合結果欄にメッセージが表示されます。2020年5月のシステム改修より、申請書を提出時に、窓口に車検証のスキャ

ンしたものを提出する必要がある車両を、下図のような［車検証情報照合結果表示］画面下部に、車検証情報との照

合不可車両（車両番号）欄に、該当する車両番号を表示します。該当する車両番号の車検証をスキャンしたものを必

ず添付して提出してください。 
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 車両諸元情報と照合する車検証登録情報 

i. 車両重量・乗車定員・最大積載量 

入力された車両諸元値（乗員、自重、積載物重量）と照合する車検証登録情報は、同一型式

内での車両重量が最大値となっている車両を選定します。 

 

以下の図 3.3.5-1 にモデルケースによる選定概要を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

型式 車検証項目 選定概要 取得元車両 取得する値 

型式 
AAA 

車両重量 同一型式内で最大の車両重量を持つ車両を選定します。 

品川 99 か 5555 

17,000 kg 

乗車定員 最大の車両重量となる車両の“乗車定員 1”、“乗車定員 2”
からいずれか大きい数値を選定します。 3 人 

最大積載量 最大の車両重量となる車両の“最大積載量 1”、“最大積載
量 2”からいずれか大きい数値を選定します。 10,000 kg 

型式 
BBB 

車両重量 
同一型式内で最大の車両重量を持つ車両を選定します。 
車検証未登録があった場合、当該車両は選定から除外し
ます。 

品川 99 か 7777 

13,000 kg 

乗車定員 最大の車両重量となる車両の“乗車定員 2”は未登録のた
め、“乗車定員 1”を選定します。 2 人 

最大積載量 
最大の車両重量となる車両の“最大積載量 1“、“最大積載
量 2”はともに未登録のため、照合エラーとして画面表示
します。 

照合エラー 
として画面
表示 

型式 
CCC 

車両重量 
同一型式内で最大の車両重量を持つ車両を選定します。 
車両重量の未登録車両があった場合、当該車両は選定か
ら除外します。 

練馬 91 か 4444 

19,000 kg 

乗車定員 トレーラに関し乗車定員（乗員数）の照合は行わないた
め、車検証登録情報は取得しません。 

値の取得は 
行わない 

最大積載量 最大の車両重量となる車両の“最大積載量 1”は未登録の
ため、“最大積載量 2”を選定します。 12,000 kg 

型式 
DDD ― 

型式内車両がいずれも車検証 DB 未登録であるか、また
は車両重量未登録の場合、照合未済として申請データ提
出時の車検証添付を依頼するメッセージを画面に表示
します。 

― ― 

図 3.3.5-1 モデルケースにおける車両重量・乗車定員・最大積載量の選定概要 
  

トラクタ AAA 品川99か1111

品川99か2222

品川99か3333

品川99か4444

品川99か5555

BBB 品川99か6666

品川99か7777

品川99か8888

品川99か9999

トレーラ CCC 練馬91か1111

練馬91か2222

練馬91か3333

練馬91か4444

練馬91か5555

DDD 練馬91か6666

練馬91か7777

練馬91か8888

品川99か1111

品川99か2222

品川99か3333

品川99か4444

品川99か5555

品川99か6666

品川99か7777

＜車検証DB未登録＞

品川99か9999

練馬91か1111

練馬91か2222

練馬91か3333

練馬91か4444

練馬91か5555

13,000 Kg

14,000 Kg

15,000 Kg

16,000 Kg

17,000 Kg

12,500 Kg

 13,000 Kg

11,500 Kg

＜車検証DB未登録＞

＜車検証DB未登録＞

18,000 Kg

 ― Kg

16,000 Kg

19,000 Kg

15,000 Kg

牽引区分 型式 車両番号 登録番号 車両重量

申請支援システム／算定支援システム 車検証DBシステム

練馬91か6666  ― Kg

2 人 10,000 Kg

― Kg

乗車定員 最大積載量

3 人 

2 人 ― 人 

― 人 ― 人 

定員1 定員2

定員1 定員2

定員1 定員2

9,000 Kg

― Kg

12,000 Kg― Kg

積載量1 積載量2

積載量1 積載量2

積載量1 積載量2
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ii. 軸重 

入力された軸重と照合する車検証登録情報は、入力された軸種を判断し取得します。なおセ

ミトレーラのトレーラ後 2 軸・後 3 軸の場合は、トレーラ先頭軸について車検証登録実態上バ

ラつきが発生しているため、照合の際に取得する車検証登録情報の取得の際に考慮します。 

次頁の表 3.5.5-1 に、軸重照合における車両諸元値と車検証登録情報との対応関係を示します。 

 

表 3.5.5-1 軸重における車検証登録情報との照合詳細 

車種 軸種 

車検証チェック対象軸 

トラック／トラクタ 第 1 トレーラ 第 2 トレーラ 

前前 前後 後前 後後 前前 前後 後前 後後 前前 前後 後前 後後 

トラック 

建設機械類 

T1.1 A 軸 ― ― B 軸                 

T1.2 A 軸 ― B 軸 C 軸                 

T2.1 A 軸 B 軸 ― C 軸                 

T2.2 A 軸 B 軸 C 軸 D 軸                 

一般セミ 

重セミ 

海コン 

ポールトレーラ 

S1.1-1 A 軸 ― ― B 軸 ― ― ― C 軸         

S1.1-2（※) 
A 軸 ― ― B 軸 ― ― C 軸 D 軸         

A 軸 ― ― B 軸 C 軸 ― ― D 軸         

S1.2-1 A 軸 ― B 軸 C 軸 ― ― ― D 軸         

S2.1-1 A 軸 B 軸 ― C 軸 ― ― ― D 軸         

S1.2-2（※) 
A 軸 ― B 軸 C 軸 ― ― D 軸 E 軸         

A 軸 ― B 軸 C 軸 D 軸 ― ― E 軸         

S2.1-2（※) 
A 軸 B 軸 ― C 軸 ― ― D 軸 E 軸         

A 軸 B 軸 ― C 軸 D 軸 ― ― E 軸         

S1.1-3（※) 
A 軸 ― ― B 軸 ― C 軸 D 軸 E 軸         

A 軸 ― ― B 軸 C 軸 ― D 軸 E 軸         

S1.2-3（※) 
A 軸 ― B 軸 C 軸 ― D 軸 E 軸 F 軸         

A 軸 ― B 軸 C 軸 D 軸 ― E 軸 F 軸         

S2.1-3（※) 
A 軸 B 軸 ― C 軸 ― D 軸 E 軸 F 軸         

A 軸 B 軸 ― C 軸 D 軸 ― E 軸 F 軸         

フルトレ 

F1.1-1.1 A 軸 ― ― B 軸 C 軸 ― ― D 軸         

F1.2-1.1 A 軸 ― B 軸 C 軸 D 軸 ― ― E 軸         

F2.1-1.1 A 軸 B 軸 ― C 軸 D 軸 ― ― E 軸         

ダブルス 

D1.1-1-1.1 A 軸 ― ― B 軸 ― ― ― C 軸 D 軸 ― ― E 軸 

D1.1-2-1.1 A 軸 ― ― B 軸 ― ― C 軸 D 軸 E 軸 ― ― F 軸 

D1.1-3-1.1 A 軸 ― ― B 軸 ― C 軸 D 軸 E 軸 F 軸 ― ― G 軸 

D1.2-1-1.1 A 軸 ― B 軸 C 軸 ― ― ― D 軸 E 軸 ― ― F 軸 

D1.2-2-1.1 A 軸 ― B 軸 C 軸 ― ― D 軸 E 軸 F 軸 ― ― G 軸 

D1.2-3-1.1 A 軸 ― B 軸 C 軸 ― D 軸 E 軸 F 軸 G 軸 ― ― H 軸 

D2.1-1-1.1 A 軸 B 軸 ― C 軸 ― ― ― D 軸 E 軸 ― ― F 軸 

D2.1-2-1.1 A 軸 B 軸 ― C 軸 ― ― D 軸 E 軸 F 軸 ― ― G 軸 

D2.1-3-1.1 A 軸 B 軸 ― C 軸 ― D 軸 E 軸 F 軸 G 軸 ― ― H 軸 

上記全車種 その他軸種 照合対象外 

（※）セミトレーラのトレーラ後 2 軸・後 3 軸の場合は、車検証 DB への登録実態に即し、どちらか一方が OK であれば照合エ

ラーとしないものとする。 
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i) セミトレーラ／トレーラ後2軸・後3軸以外の軸種の場合 

同一型式内の車両について、軸毎に最大値を選定・取得します。 

以下の図 3.3.5-2 に軸種 S1.2-1 を例にモデルケースによる処理概要を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型式 車検証項目 選定概要 取得元車両 取得する値 

型式 
AAA 

前前軸重 同一型式内の車両における最大の軸重を選定しま
す。 
なお最大の軸重が複数車両であった場合、取得元車
両は車両内訳入力画面における整理番号の若い方の
車両とします。 

品川 99 か 4444 1,200 kg 

後前軸重 品川 99 か 2222 1,500 kg 

後後軸重 品川 99 か 2222 1,500 kg 

型式 
BBB 

前前軸重 同一型式内の車両における最大の軸重を選定しま
す。 
車検証未登録車両があった場合は選定から除外しま
す。 

品川 99 か 7777 1,300 kg 

後前軸重 品川 99 か 7777 1,500 kg 

後後軸重 品川 99 か 6666 1,600 kg 

型式 
CCC 後後軸重 

同一型式内の車両における最大の軸重を選定しま
す。 
軸重の所定項目が未登録の車両については選定から
除外します。 

練馬 91 か 4444 3,800 kg 

型式 
DDD ― 

型式内車両がいずれも車検証未登録であるか、また
は軸重の所定項目が未登録であった場合、照合未済
として申請データ提出時の車検証添付を依頼するメ
ッセージを画面に表示します。 

― ― 

 

図 3.3.5-2 モデルケースにおける軸重の選定概要 
（セミトレーラ／トレーラ後 2 軸・後 3 軸以外の軸種の場合（例：S1.2-1）） 

 
 

トラクタ AAA 品川99か1111

品川99か2222

品川99か3333

品川99か4444

品川99か5555

BBB 品川99か6666

品川99か7777

品川99か8888

品川99か9999

トレーラ CCC 練馬91か1111

練馬91か2222

練馬91か3333

練馬91か4444

練馬91か5555

DDD 練馬91か6666

練馬91か7777

練馬91か8888

品川99か1111

品川99か2222

品川99か3333

品川99か4444

品川99か5555

品川99か6666

品川99か7777

＜車検証DB未登録＞

品川99か9999

練馬91か1111

練馬91か2222

練馬91か3333

練馬91か4444

練馬91か5555

1,000 Kg

1,100 Kg

900 Kg

1,200 Kg

1,200 Kg

1,200 Kg

 1,300 Kg

1,100 Kg

＜車検証DB未登録＞

＜車検証DB未登録＞

― Kg

 ― Kg

牽引区分 型式 車両番号 登録番号 前前軸重

申請支援システム／算定支援システム 車検証DBシステム

練馬91か6666  ― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

 ― Kg

1,200 Kg

1,500 Kg

1,000 Kg

1,400 Kg

1,400 Kg

1,400 Kg

 1,500 Kg

1,300 Kg

― Kg

 ― Kg

1,200 Kg

1,500 Kg

1,000 Kg

1,400 Kg

1,400 Kg

1,600 Kg

1,500 Kg

1,300 Kg

3,600 Kg

 ― Kg

3,200 Kg

3,800 Kg

3,000 Kg

前後軸重 後前軸重 後後軸重

 ― Kg  ― Kg  ― Kg

― Kg ― Kg ― Kg

― Kg ― Kg ― Kg

― Kg ― Kg ― Kg

A軸と照合 B軸と照合 C軸と照合

D軸と照合

申請データ（軸重）との照合は行わないため、
数値の取得は行わない。

申請データ（軸重）との照合は行わないため、
数値の取得は行わない。
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ii) セミトレーラ／トレーラ後2軸・後3軸の軸種の場合 

同一型式内の車両について、軸毎に最大値を選定・取得する仕様は前頁と同様でありますが、 

トレーラの先頭軸について車検証 DB の登録実態（バラつき）を考慮して情報取得を行います。 

以下の図 3.3.5-3 に軸種 S1.2-2 を例にモデルケースによる処理概要を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

型式 車検証項目 選定概要 取得元車両 取得する値 

型式 
AAA 

前前軸重 

前頁の図Ⅲ-ⅱ-ⅰ）と同様 

品川 99 か 4444 1,200 kg 

後前軸重 品川 99 か 2222 1,500 kg 

後後軸重 品川 99 か 2222 1,500 kg 

型式 
BBB 

前前軸重 

前頁の図Ⅲ-ⅱ-ⅰ）と同様 

品川 99 か 7777 1,300 kg 

後前軸重 品川 99 か 7777 1,500 kg 

後後軸重 品川 99 か 6666 1,600 kg 

型式 
CCC 

前前軸重 前前軸重と後前軸重から最大の軸重を選定します。 
軸重の所定項目が未登録の車両については選定か
ら除外します。 

練馬 91 か 1111 
（前前軸重） 3,600 kg 

後前軸重 

後後軸重 前頁の図Ⅲ-ⅱ-ⅰ）と同様 練馬 91 か 4444 3,800 kg 

型式 
DDD ― 

型式内車両がいずれも車検証 DB 未登録であるか、
または軸重の所定項目が未登録であった場合、照合
未済として申請データ提出時の車検証添付を依頼
するメッセージを画面に表示します。 

― ― 

 
図3.3.5-3 軸重の選定概要 

（セミトレーラ／トレーラ後2軸・後3軸の軸種の場合（例：S1.2-2）） 

 

 

トラクタ AAA 品川99か1111

品川99か2222

品川99か3333

品川99か4444

品川99か5555

BBB 品川99か6666

品川99か7777

品川99か8888

品川99か9999

トレーラ CCC 練馬91か1111

練馬91か2222

練馬91か3333

練馬91か4444

練馬91か5555

DDD 練馬91か6666

練馬91か7777

練馬91か8888

品川99か1111

品川99か2222

品川99か3333

品川99か4444

品川99か5555

品川99か6666

品川99か7777

＜車検証DB未登録＞

品川99か9999

練馬91か1111

練馬91か2222

練馬91か3333

練馬91か4444

練馬91か5555

1,000 Kg

1,100 Kg

900 Kg

1,200 Kg

1,200 Kg

1,200 Kg

 1,300 Kg

1,100 Kg

＜車検証DB未登録＞

＜車検証DB未登録＞

3,600 Kg

 ― Kg

牽引区分 型式 車両番号 登録番号 前前軸重

申請支援システム／算定支援システム 車検証DBシステム

練馬91か6666  ― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

 ― Kg

1,200 Kg

1,500 Kg

1,000 Kg

1,400 Kg

1,400 Kg

1,400 Kg

 1,500 Kg

1,300 Kg

― Kg

 ― Kg

1,200 Kg

1,500 Kg

1,000 Kg

1,400 Kg

1,400 Kg

1,600 Kg

1,500 Kg

1,300 Kg

3,600 Kg

 ― Kg

3,200 Kg

3,800 Kg

3,000 Kg

前後軸重 後前軸重 後後軸重

 ― Kg  ― Kg  ― Kg

― Kg ― Kg 3,200 Kg

3,500 Kg ― Kg ― Kg

― Kg ― Kg 3,000 Kg

申請データ（軸重）との照合は行わないため、
数値の取得は行わない。

申請データ（軸重）との照合は行わないため、
数値の取得は行わない。

A軸と照合 B軸と照合 C軸と照合

E軸と照合

D軸と照合
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 照合処理概要 

型式単位に入力された車両諸元値と、型式毎に選定した車検証 DB 登録情報との照合を行い

ます。 

以下の図 3.3.5-4 にセミトレーラ・トラクタ前 1 軸の場合を例にシステム判定方法を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.5-4 車検証 DB 登録情報とのシステム判定方法（例：セミトレーラ・トラクタ前 1 軸） 

 

  項目ごとの照合処理詳細 

i.  乗員（乗車定員） 

トラック／トラクタのみを対象とした照合項目であります。 

入力された乗員（乗車定員）が車検証DB登録情報より小さい場合は、乗車可能人員の過

小申請となるため、エラーとなります。 

ii. 自重（車両重量） 

入力された自重（車両重量）が車検証DB登録情報より小さい場合は、自重（車両重量）

の過小申請となるため、エラーとなります。 

iii. 積載物重量（最大積載量） 

入力された積載物重量（最大積載量）が車検証DB登録情報より大きい場合は、過積載と

なるため、エラーとなります。 

iv. 軸重 

入力された軸重が車検証DB登録情報より小さい場合は、軸重の過小申請となるため、エ

ラーとなります。 

 

［留意事項］ 

エラーとなっている場合、申請データを提出後に差し戻しとなる可能性があります。

ただし、正しく入力しているにも関わらず、エラーが表示される場合は、提出先窓口

にてご相談ください。なお、エラーのままでも、申請書の作成及び提出は可能です。 

トラクタ AAA 品川99か1111

品川99か2222

品川99か3333

品川99か4444

品川99か5555

牽引区分 型式 車両番号

申請支援システム／算定支援システム

乗員

自重

積載物重量

軸重

A軸

―

B軸

C軸

品川99か1111

品川99か2222

品川99か3333

品川99か4444

品川99か5555

13,000 Kg

14,000 Kg

15,000 Kg

16,000 Kg

17,000 Kg

登録番号 車両重量

車検証DBシステム

乗員定員

車両重量

最大積載量

前前軸重

前後軸重

後前軸重

後後軸重

車両諸元値 型式AAAに対し車検証DBシステムから選定した情報

2 人 3 人 

1,000 Kg

1,100 Kg

900 Kg

1,200 Kg

1,200 Kg

前前軸重

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

― Kg

1,200 Kg

1,500 Kg

1,000 Kg

1,400 Kg

1,400 Kg

1,200 Kg

1,500 Kg

1,000 Kg

1,400 Kg

1,400 Kg

前後軸重 後前軸重 後後軸重乗車定員 最大積載量

3 人

17,000 Kg

10,000 Kg

1,200 Kg

― Kg

1,500 Kg

1,500 Kg

品川99か5555

品川99か5555

品川99か5555

品川99か4444

品川99か2222

品川99か2222

―

定員1 定員2

最大値を持つ車両が同一型式内で複数
となる場合は、車両内訳入力の整理番号
が若い方の車両番号を、画面表示用の変
数として退避しておく。

10,000 Kg 9,000 Kg

積載量1 積載量2
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Ⅱ．システム操作の説明② 
－ 経路情報入力（デジタル地図）－ 

 

 

 

 

経路情報入力（デジタル地図）の利用に関しては、別冊「デジタル地図経路作成システム

操作マニュアル」を参照して下さい。 
 

 

＜ダウンロード方法＞ 
「デジタル地図経路作成システム操作マニュアル」については、「特殊車両通行許可申請に

おけるオンライン申請の紹介」（ＰＲサイト）から、該当するPDFファイルをダウンロードし

て下さい。 

 

 



 

申請支援システム                                  

 

 

Ⅱ．システム操作の説明③ 
－ 経路情報入力（交差点番号）とデータ保存終了－ 

 

 

 

 
 

3.5 経路情報入力（交差点番号） 3－104 

3.6 申請データ作成（FD読み込み） 3－121 

3.7 作成データの途中保存・参照読み込み 3－124 

4. 申請書作成の予約 ........................................................................ 4－1 

4.1 申請書作成予約受付情報 4－1 

4.2 申請書作成予約登録時のチェック 4－2 

4.3 保存終了 4－9 

5. 申請書作成状況一覧 .................................................................... 5－1 

5.1 申請書作成状況一覧画面 5－1 

5.2 各種ファイルのダウンロード 5－5 

6. 経路図作成状況一覧 .................................................................... 6－1 

6.1 経路図作成状況一覧のフロー 6－1 

6.2 経路図作成状況一覧 6－2 

6.3 PDFファイル印刷 6－4 
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3.5 経路情報入力（交差点番号） 

 

申請支援システムでは、デジタル地図を使った経路入力機能の他に、交差点番号指定によ

る経路入力機能を用意しています。 

申請経路の入力は、申請書情報、積載物情報、車両情報の入力を完了した後に行うことが

できます。 

ここでは、申請経路入力機能の説明と、実際の入力手順についての説明を行います。 

 

以下に経路入力（交差点番号指定による経路入力）のフローを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
経路入力（交差点番号指定による経路入力）のフロー 

 

 

 

フローに従い各画面操作の説明を行います。 

 

 

 

 

 

 

申請・各種情報入力選択

入力済み経路の存在

「経路情報入力」を選択

交差点番号入力画面

経路一覧

有料道路確認画面

大型車誘導区間チェック結果画面

交差点路線一覧画面

交差点番号読み込み画面

存在しない

存在する

次経路入力 経路変更 経路登録

有料道路チェック

大型車誘導区間

チェック

経路チェック
交差点番号読込

50/250切替

・経路コピー

・経路削除

登録
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3.5.1 交差点番号入力 

交差点番号入力画面での、経路入力では交差点番号を入力することにより、申請経路を登

録します。 

交差点番号入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪留意点≫ 

● 未収録経路の交差点名称、路線名称については個別審査を行なうときに必要となり

ますので、正しい名称を入力してください。 

● 出発地・目的地の位置を特定する情報の入力が必要です。番地・建物(施設)名称、

工事現場名称等を入力してください。 

● 中央分離帯が含まれた経路を往復申請する場合、システム上の表示に関わらず、実

際に通行可能であることを確認してください。 

 

 

  

③ 

② 

④ 

① 

⑤ 
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① 出発地住所 

出発地住所の入力方式が選択式に変更となります。検索ボタンを押して、プルダウンメ

ニューから、該当の出発地住所を選択して下さい。 

 

≪留意点≫ 

● 住所選択後、番地・建物（施設）名称、工事現場名称などの場所を特定する情報を

入力してください。 

 

住所検索画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 出発地から先頭便覧収録交差点までの路線 

出発地が10桁の交差点番号がついていない場合（以後「未収録」と表現する。）は、出

発地から先頭特車交差点までの路線ボタンを押してください。 

 

※デジタル地図入力からも編集操作は可能になりました。 

 

 

③ 目的地住所 

目的地住所の入力方式が選択式に変更となります。検索ボタンを押して、プルダウンメ

ニューから、該当の目的地住所を選択して下さい。 

 

≪留意点≫ 

● 住所選択後、番地・建物（施設）名称、工事現場名称などの場所を特定する情報を

入力してください。 

 

④ 最終便覧収録交差点から目的地までの路線 

目的地が10桁の交差点番号がついていない場合は、最終特車交差点から目的地までの路

線ボタンを押してください。 

 

※デジタル地図入力からも編集操作は可能になりました。 

 

 

⑤ 申請する経路が、片道申請か往復申請かを選択します。 
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※ 平成27年4月からは、選択した出発地・目的地の住所地点と、開始交差点と終了交差点で

それぞれ整合チェックを実施します。選択住所と交差点との距離が、約1km以上離れて

いる場合にはアラートメッセージが表示されますので、修正を行ってください。 

 

 

1ｋｍ

1ｋｍ

出発地

目的地

交差点

経路

【凡例】

NG
※修正してください

区間1

区間2

区間3

区間4 区間5

区間6

区間7

OK

 
 

（選択住所と交差点との距離の整合チェックのイメージ） 
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I. 出発地から最初の特車交差点までが番号のない未収録路線の場合の入力 

 

a．出発地から先頭特車交差点までの指定 

出発地から先頭特車交差点までが番号のない未収録経路の入力は、交差点番号入力画面で、

出発地から先頭特車交差点までの路線ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下画面のように、出発地から特車交差点までの指定画面が表示されます。 

交差点名称No.1はシステムが自動で入力します。路線名称No.1を入力します。 

最初の特車交差点番号まで、未収録交差点が複数ある場合はNo.2の交差点名称と、No.2の

路線名称を入力し、必要に応じて繰り返します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※未収録経路の交差点名称、路線名称については個別審査を行なうときに必要となりますの

で、正しい名称を入力してください。 

 

①出発地から便覧収録交差点までの交差点を順番に入力します。 

交差点名称入力欄の入力可能文字数は全40文字です。 

入力文字が40文字を超えた場合、登録ボタンを押すと警告メッセージが表示されます。 

 

②出発地から便覧収録交差点までの路線を順番に入力します。 

路線名称入力欄の入力可能文字数は全40文字です。 

入力文字が40文字を超えた場合、登録ボタンを押すと警告メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

① ② 
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ｂ．最終特車交差点から目的地までの路線が番号のない未収録の場合の入力 

最終便覧収録交差点から目的地までが１０桁の交差点番号のない未収録経路の入力は、最

終特車交差点から目的地までの路線ボタンを押し、以下の手順で行います。 

 

１）最終特車交差点から目的地までの指定画面が表示されます。 

２）交差点名称No.1はシステムが自動で入力するため、「(目的地)」のままにします。 

３）路線名称No.1を入力します。 

４）最終の特車交差点番号から目的地まで、未収録交差点が複数ある場合はNo.2の交差

点名称とNo.2の路線名称を入力し、必要に応じて繰り返します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※未収録経路の交差点名称、路線名称については個別審査を行なうときに必要となりますの

で、正しい名称を入力してください。 

 

 

①特車交差点から目的地までの交差点を順番に入力します。 

交差点名称入力欄の入力可能文字数は全40文字です。 

入力文字が40文字を超えた場合、登録ボタンを押すと警告メッセージが表示されます。 

 

②特車交差点から目的地までの路線を順番に入力します。 

路線名称入力欄の入力可能文字数は全40文字です。 

入力文字が40文字を超えた場合、登録ボタンを押すと警告メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

① 

② 
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II. 経路の入力 

① 交差点番号の入力 

交差点番号を1から順に入力します。 

交差点番号による経路入力は、以下の手順で行います。 

 

 

交差点番号入力画面（抜粋） 

 
 

 

 

 

② 交差点の追加 

交差点番号の入力途中において、既に登録している交差点番号と交差点番号の間に、新た

に交差点番号を追加したい場合、追加したい交差点番号入力欄にカーソルを合わせて、交差

点追加ボタンを押すと、それ以降の交差点番号が一つずつ後ろにずれ、当該交差点番号入力

欄が空白となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3にカーソルを合わせ、交差点追加を押す。 

① 

② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

⑥ ⑤ 
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③ 交差点の削除 

交差点番号の入力途中において、既に登録している交差点番号を削除したい場合、削除し

たい交差点番号入力欄にカーソルを合わせて、交差点削除ボタンを押すと、当該交差点番号

が削除され、それ以降の交差点番号が一つずつ前にずれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 有料道路チェック 

H21年度追加改修機能です。入力した経路（交差点番号）に、有料道路が存在するかどう

かのチェックを別画面にて表示します。 

交差点番号入力画面において、有料道路チェックを押すと、以下のように有料道路確認画

面が別画面で表示されます。 

 

有料道路確認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3の交差点が削除され、それ以降が前にずれる。 

3にカーソルを合わせ、交差点削除を押す。 
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⑤ 大型車誘導区間チェック 

交差点番号入力画面で経路入力した経路に対して、大型車誘導区間チェックボタンを押す

と、大型車誘導区間チェック結果画面を表示され、経路に大型車誘導区間の対象スパンが含

まれるかどうかを確認することができます。 

路線ごとに大型車誘導区間であるかチェックが行われ、大型車誘導区間である場合、一覧

表の大型車誘導区間の欄に“○”が表示されます。また、入力した経路が、大型車誘導区間

で完結している場合には、「申請車両及び通行経路が大型車誘導区間の審査対象です。」と

メッセージが画面上に表示されます。 

 

※１ H26年9月に申請支援システムに追加された機能です。 

改正道路法 道路法四十七条の三により、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通を図
るため、限度超過車両の通行を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められ
る場合に区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として大型車誘導区間が
導入されました。 

 

大型車誘導区間チェック結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、未収録道路が道路法適用外道路か否か判定され、道路法適用外道路の場合は、路 

線名称に道路法適用外道路と表示されます。（H28年3月追加機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力した経路が大型車誘導区間と未収録道路かつ道路法適用外道路で構成される場合に

は、大型車誘導区間完結と判定され、「申請車両及び通行経路が大型車誘導区間の審査対

象です。」とメッセージが画面上に表示されます。 
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⑥ 経路チェック 

入力した経路（交差点番号）に不連続はないか、及び収録道路であるかを一覧表として表

示します。 

交差点番号入力画面において、経路チェックを押すと、以下のように交差点路線一覧表画

面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この交差点路線一覧画面で入力できるのは、10桁の交差点番号の付与されている交差点の

ある未収録路線欄のみです。 

交差点番号入力において「交差点番号“999999”の入力」が行われた箇所は、「未収録」

と表示されますので、未収録部分の入力が必要となります。 

入力を行う未収録路線部の右側にある⑩のチェックボックスにチェックを入れ、⑪未収録

入力ボタンを押します。詳細は後述します。 

 

 

⑦ 50/250切替 

交差点の数を切り替えます。50交差点と250交差点の切替えが可能です。 

交差点番号入力画面において、50/250切替を押すと交差点の数が50←→250で替わります。 

但し、250→50へ切替える場合、250交差点の画面に入力されている交差点の数が50を超え

ていると以下の警告メッセージが表示されます 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 

⑩ 
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⑧ 交差点番号読込 

交差点番号入力画面にある交差点番号読込ボタンを押すと、交差点番号読み込み画面が表

示されます。交差点番号読み込み画面から「道路情報便覧付図表示システム」にて作成した

経路データ（拡張子「.dfz」ファイル）を読み込むことができます。 

交差点番号読込ボタンを押すと以下のように、交差点番号入力画面が表示されます。 

 

⑫参照ボタンを押して、経路データ（拡張子「.dfz」ファイル）のファイル先を選択して、

⑬登録ボタンを押すと交差点番号読み込みが開始されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬登録ボタンを押すと、以下のように交差点番号入力画面に戻り、読み込んだ交差点番号

が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経路データ（拡張子「.dfz」ファイル）には、出発地住所と目的地住所の情報は入っていま

せん。読み込み後、出発地住所と目的地住所を入力してください。 

 

 

 

 

⑫ 

⑬ 
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読み込んだ後、経路チェックボタンを押してください。.dfzデータは不連続のチェックは行

っていません。この交差点番号入力画面で経路チェックをすることにより、不連続か否かの

確認が行えます。 

 

 

（注意）既に交差点番号が入力されている場合に.dfzデータを読み込む場合 

既に交差点番号が画面に入力されているときに交差点番号読込ボタンを押す場合は、入力

されている交差点番号を削除して、経路データ（拡張子「.dfz」ファイル）の交差点番号に

なりますので注意してください。以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OK ボタンを押すと、既に入力された交差点番号はクリアされて.dfzのデータ内容に変

わります。 

 

 

⑨ 経路登録 

入力した経路を登録します。 

 

 

⑩ リセット 

入力した経路を全て空欄に戻します。 
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III. 経路の途中で10桁の番号のない未収録路線または、フェリーを入力する 

収録路線から10桁の番号のない未収録路線に入る場合、フェリー航路に入る直前の交差点

番号の次に、“999999”を入力します。 

“999999”次の交差点には、未収録路線およびフェリー航路から、収録路線に入る最初の

交差点番号を入力して下さい。（※先頭（最後）及び先頭（最後）から2番目の交差点に、便

覧未収録の"9"及び"999999"は入力できません。） 

 

 

 

 

 

 

 

下記の図のような経路を申請する場合は、上記の表のように交差点番号“5339560201”を

入力して、次の交差点番号入力欄に“999999”を入力します。 

その次の交差点番号入力欄には、交差点番号“533956F059”を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交差点番号入力欄に”999999”を入力した場合には、必ず経路チェックボタンを押して、未

収録の路線、交差点名を入力してください。この入力を行なわないと、未収録路線の登録は

できません。 

交差点番号入力画面において、”999999”を入力した場合は、必ず「経路チェック」ボタン

を押して、経路確認画面を開き、未収録入力を行います。 

 

 

 

未収録路線

収録路線

交差点番号　
551204

交差点番号　
413303

未収録路線部分に999999を入力する。 

5339560201 

533956F059 

未収録の交差点番号999999を入力 
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前述の未収録入力ボタンを押すと、以下の未収録路線の指定画面が開きます。 

この画面では、No.1の交差点名称はシステムが自動で入力します。 

No.1路線名称に正式路線名称を、No.2交差点名称に、前頁の”999999”の部分に当たる交差

点名称を入力します。No.2の路線名称に”999999”から特車の交差点番号につながる正式路線

名称を入力します。 

”999999”がフェリーの場合の入力方法は、No.1の交差点名称はシステムが自動で入力しま

すのでそのままにしてください。次にNo.1の路線名称に“海上”、No2の交差点名称に“フ

ェリー”、No.2の路線名称に“海上”と入力します。 

 

※この未収録路線の指定画面では、最低限No.2まで必ず入力しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この画面の各入力欄の入力可能文字数は全角40文字です。 

入力文字が40文字を超えた場合、登録ボタンを押すと警告メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力が終わりましたら、登録ボタンを押してください。 
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IV. 経路を登録する 

交差点番号入力画面において、経路登録を押すと、以下のように経路一覧画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 選択区分 

経路コピー、経路変更及び経路削除を行うときに、チェックします。 

② 次経路入力 

更に次の経路を追加入力します。 

③ 経路コピー 

経路一覧に表示されている経路（既に入力した経路）をコピーします。 

コピーしたい経路の①選択区分をチェックします。（複数選択不可） 

④ 経路変更 

経路一覧に表示されている経路（既に入力した経路）を変更します。 

変更したい経路の①選択区分をチェックします。（複数選択不可） 

⑤ 経路削除 

経路一覧に表示されている経路（既に入力した経路）を削除します。 

削除したい経路の①選択区分をチェックします。（複数選択可能） 

⑥ 登録 

経路一覧に表示されている経路でよければ、登録を押し、経路を確定登録します。 

 

3.5.2 更新申請における経路不連続の修正 

平成31年3月25日より、更新申請で経路不連続が存在する場合には経路不連続をすべて修正

するまで申請書作成予約登録ボタンが押せません。経路一覧画面では、申請データ読み込み時

点で経路不連続な経路のみ選択区分が選択できます。 

 

① 

② ③ ④ ⑤ ⑥ 
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更新申請における経路不連続の修正を行う際に交差点番号入力画面では下記の項目が選択で

きません。 

NO 更新申請で経路修正を行う際に利用できない項目 

1 出発地住所 

2 目的地住所 

3 片道往復区分 

4 交差点番号読込 

 

 

 

交差点番号入力画面にて経路不連続を修正すると、申請・各種情報入力選択画面のエラーメ

ッセージにて、修正を行った対象経路番号が表示されなくなります。 

     ※なお、経路不連続の修正を行った経路は再度修正を行うことが可能です。 

全ての経路不連続を修正するとエラーメッセージが表示されなくなり、申請書作成予約登録ボ

タンが押せるようになります。 
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3.6 申請データ作成（FD読み込み） 

本章では、保存している申請データ（xxxxxxx.binまたはxxxxxxx.tksファイル）を読み込

んで申請データを作成する場合の操作説明を行います。FD読み込みの操作は画面の流れ以外

は3章（申請書入力）と同様ですので、参照にして下さい。 

 

3.6.1 申請書入力 

ここでは申請書入力についての説明を行います。 

 

申請書入力方法選択画面においてFD読み込みを選択すると、FD読み込み画面に移ります。

FD読み込み画面において、保存している申請データ（xxxxxxx.binまたはxxxxxxx.tksファイ

ル）を読み込むと申請書入力画面が表示されます。 

その後の申請書登録結果表示画面までの操作，流れは3章と同じです。ただし、データは既

に入力されています（データ項目によって、未入力の場合あり）。入力されているデータを

確認・修正しながら、操作を進めてください。 

以下に申請書入力のフローを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フローに従い各画面操作の説明を行います。 

 

FD読み込み/申請書入力

申請支援システム メインメニュー画面

申請書入力方法選択画面

FD読み込み画面 申請種類選択画面

申請書入力画面

提出先窓口指定画面

提出先窓口確認画面

申請・各種入力選択画面

保存終了

※申請書入力画面の説明は3.1.3参照

※申請書入力の説明は3.1.2参照

※提出先窓口指定画面の説明は3.1.4参照

※提出先窓口確認画面の説明は3.1.4参照

※申請・各種情報入力画面の説明は3.1.6参照
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3.6.2  申請書入力方法選択 

I. 申請書入力方法選択 

申請者選択画面にて該当する項目を選択すると、申請書入力方法選択画面に入ります。申

請書入力方法選択画面では、〔FD読み込み〕を選択します。 

 

申請書入力方法選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. FDより申請情報を読み込む 

手順 操作内容 

１ ①FD読み込みを選択する。 

２ ②選択を押す。 

FD読み込み画面 

 

② 

① 
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II. FD読み込み 

FD読み込みとは、保存している申請データ（xxxxxxx.binまたはxxxxxxx.tksファイル）

を読み込む方法です。 

参照ボタンを押して、申請データの保存先を指定し、読み込みたい申請データを選択して

登録ボタンを押します。 

FD読み込み画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. FDファイルを指定する 

手順 操作内容 

１ ①ファイル名を入力、または②参照ボタンを押して該当するファイルを選択する。 

２ ③登録を押す。 

申請書入力画面 

 

保存していた申請データを読み込むと申請書入力画面に移ります。申請データに入力され

ている申請情報が画面に表示されます。 

申請書入力画面は、読み込んだ申請データの内容により、「新規申請，変更申請，更新申

請」を自動判断します。 

また、その後の操作は、本マニュアル3.1.3 以降を参照して操作を続けてください。各画

面には、読み込んだ申請データの内容が表示されますので、内容を確認しながら、次へ進ん

で下さい。 

 

■ポイント■ 

新規申請データのFD読み込み時は、「申請書入力（新規）」 

更新申請データのFD読み込み時は、「申請書入力（更新）」 

変更申請データのFD読み込み時は、「申請書入力（変更）」 

と画面表示されます。 

 

※FD読み込みで申請データを作成する場合は、申請種類（新規・更新・変更）を異なる申

請種類へ変更することはできません。 

 

※違うユーザーIDで作成した申請データを、自分のユーザーIDでログイン後FD読み込み

して申請データを作成した場合、作成される申請データには自分のユーザーIDが付与さ

れます。 

 

① 

③ 

② 
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3.7 作成データの途中保存・参照読み込み 

本章では、作成データの途中保存・参照読み込み機能についての操作説明を行います。 

作成データの途中保存・参照読み込み機能の全体フローを示します。 

なお、本機能は平成27年3月のシステム改修から使用可能となる機能です。 

 

申請書入力方法？

FD読み込み
申請種類選択
（オンライン入力）

申請書情報入力

積載貨物情報入力

車両情報入力

経路情報入力

作成データの
一時保存

申請書作成予約

許可済み
データ

許可済み
データ

許可済み
データ

許可済み
データ

許可済み
データ

binファイル
または
tksファイル

binファイル

binファイル
または
tksファイル

binファイル
または
tksファイル

binファイル
または
tksファイル

binファイル
または
tksファイル

申請書入力方法選択

申請支援システム　メインメニュー
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3.7.1 作成データの途中保存 

 ここでは作成データの途中保存についての説明を行います。 

 作成データの途中保存とは、申請書情報入力、積載貨物情報入力、車両情報入力、経路

情報入力の申請書作成の途中段階で、申請データの内容を一時的に保存する処理です。 

 （※平成27年3月のシステム改修による追加機能です。） 

 

I. 途中保存の手順 

作成途中の申請データの情報を保存したい場合は、申請書情報入力、積載貨物情報入力、

車両情報入力、経路情報入力後の申請・各種情報入力選択画面にて、保存終了ボタンを押し

ます。保存終了ボタンを押すと、申請FD／一時保存ファイル 作成処理画面に遷移します。 

（後述の4.3の保存終了においても同様の手順で、申請データの保存終了が可能です。） 

 

 

申請書入力方法選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 
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申請FD／一時保存ファイル 作成処理画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 作成中の申請データを保存する 

手順 操作内容 

１ 申請書入力方法選択画面から、①保存終了ボタンを押下します。 

２ 申請FD／一時保存ファイル 作成処理画面に遷移されます。 

３ ②[申請データの保存]のリンクをクリックします。 

４ 一時保存ファイルのダウンロードに係わるダイアログが表示されます。 

５ 対象ファイル（※binファイル）を、利用しているパソコンに保存します。 

６ 
作成データの入力作業を続ける場合は③入力を続けるボタン、入力作業を終了する

場合は④入力を終了するボタンを押します。 

③ 申請 各種情報入力選択画面 

④ 申請支援システムメインメニュー画面 

 

 

※binファイルとは 

 申請データの一時保存ファイル形式（拡張子：○○.bin）。申請書情報・積載貨物情報・

車両情報・経路情報のデータを保持する。また、申請書情報・積載貨物情報・車両情報・

経路情報の各入力画面で申請データを読み込むことが可能。 

なお、これを申請データとしては提出することはできません。 

 

  

② 

③ ④ 



 

申請支援システム                3.7 作成データの途中保存・参照読み込み 

 

3－127 

 

Ⅱ．ファイルのダウンロード 

一時保存ファイル 作成処理画面において、申請データの保存をクリックすると、以下

の画面が表示されます。 

ファイルのダウンロード画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保存(S)」を選択してください。ファイルのダウンロードが始まり、指定されたディレ

クトリ内に、binファイルが格納されます。 

 

（※）拡張子は全てbinファイルになります。後から使用することを考えて、分かりやすい

ディレクトリ・ファイル名（任意）に変えて、保存しておくことをお勧めします。 

 

300×××× 
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3.7.2  既存データの参照読み込み 

ここでは既存の申請データ又は途中保存した作成データの参照読み込みについての説明を

行います。 

なお、途中保存した作成データとは、申請データ作成の途中段階で、申請データの内容を

一時的に保存したデータです。（詳細は「3.7.1 作成データの途中保存」を参照） 

 

I. 申請書情報入力時の参照読み込み 

申請・各種情報入力選択画面から申請書入力ボタンを押下し、申請書入力方法選択画面に

おいて、読み込みボタンを押下すると、申請書情報参照画面に遷移します。 

 

申請書入力方法選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者情報参照画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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i. 既存の申請データの申請書情報を参照する 

手順 操作内容 

１ ①読み込みを押す。 

２ 申請者情報参照画面に遷移します。 

申請者情報参照画面 

ii. 保存している申請データ又は途中保存したbinファイルから申請書情報を読み込む 

手順 操作内容 

１ （保存ファイルから指定する場合）②参照ボタンを押します 

２ 
読み込みたい申請書情報が入力された保存ファイルを指定し、②読み込みボタンを押

すと、指定した申請書情報が申請書入力方法選択画面に反映されます。 

３ 
（過去の許可済みデータから指定する場合）許可日を基準とした検索期間をFrom、To

で指定し、③検索ボタンを押します。 

４ 手順３の検索結果一覧を④に表示します。指定したい許可済みデータを選択します。 

５ ⑤読み込みボタンを押すと、申請書情報が申請書入力方法選択画面に反映されます。 

申請書入力方法選択画面 

 

① 参照 

パソコン等に保存された申請データのファイル選択画面が表示されます。 

② 読み込み 

①で指定した既存データの申請書情報を読み込み、申請書入力方法選択画面の表示内

容に反映されます。 

③ 許可日（From／To） 

過去に発行された許可証のデータについて許可日を基準として、検索期間※をFrom、

Toで指定できます。（※検索可能な期間は、1週間以内に限ります。） 

④ 検索 

③で指定した検索条件に該当する、システムに登録されている許可証のデータを検索

します。検索結果として、申請番号、許可番号、許可日、通行開始日、通行終了日、

会社名・氏名が一覧で表示されます。 

⑤ 選択 

④の検索結果一覧から、読み込みたい許可証のデータを選択できます。 

⑥ 読み込み 

⑤で選択した許可証のデータより申請書情報を読み込み、申請書入力方法選択画面の

表示内容に反映されます。 

⑦ 閉じる 

 申請書情報参照画面の表示を閉じます。 

 

※ただし、更新申請の申請書入力(更新)画面の場合には、読み込みボタンは表示されません。 

（更新申請の場合、通常は「通行開始日／終了日」の更新入力のみとなるため） 

 

※申請書情報参照画面で指定した既存の申請データの申請書情報が、申請書入力画面に反

映されます。なお、申請書情報が入力済みであった場合においても、参照した申請書情

報の内容に上書きされます。 
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II. 積載貨物情報入力時の参照読み込み 

申請・各種情報入力選択画面から積載貨物情報入力ボタンを押下し、積載貨物情報入力画

面において、読み込みボタンを押下すると、積載貨物情報参照画面に遷移します。 

 

積載貨物情報入力画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積載貨物情報参照画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 既存の申請データの積載貨物情報を参照する 

手順 操作内容 

１ ①読み込みを押す。 

２ 積載貨物情報参照画面に遷移します。 

積載貨物情報参照画面 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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ii. 保存している申請データ又は途中保存したbinファイルから積載貨物情報を読み込む 

手順 操作内容 

１ （保存ファイルから指定する場合）②参照ボタンを押します 

２ 
読み込みたい申請書情報が入力された過去の保存ファイルを指定し、②読み込みボタ

ンを押すと、指定した積載貨物情報が積載貨物入力画面に反映されます。 

３ 
（過去の許可済みデータから指定する場合）許可日を基準とした検索期間をFrom、To

で指定し、③検索ボタンを押します。 

４ 手順３の検索結果一覧を④に表示します。指定したい許可済みデータを選択します。 

５ ⑤読み込みボタンを押すと、積載貨物情報が積載貨物情報入力画面に反映されます。 

積載貨物情報入力画面 

 

 

① 参照 

  利用しているパソコンに保存された既存データのファイル選択画面が表示されます。 

② 読み込み 

①で指定した既存データの選択ファイルの積載貨物情報を読み込み、積載貨物情報画

面の表示内容に反映されます。 

③ 許可日（From／To） 

過去に発行された許可証のデータについて許可日を基準として、検索期間※をFrom、

Toで指定できます。（※検索可能な期間は、1週間以内に限ります。） 

④ 検索 

③で指定した検索条件に該当するシステムに登録されている許可証のデータを検索

します。検索結果として、申請番号、許可番号、許可日、通行開始日、通行終了日、

会社名・氏名を一覧で表示されます。 

⑤ 選択 

④の検索結果一覧から、読み込みたい許可証のデータを選択できます。 

⑥ 読み込み 

⑤で選択した許可証のデータより積載貨物情報を読み込み、積載貨物情報入力画面の

表示内容に反映されます。 

⑦ 閉じる 

積載貨物情報参照画面の表示を閉じます。 

 

 

 

※積載貨物情報参照画面で指定した既存の申請データの積載貨物情報が、積載貨物情報入

力画面に反映されます。なお、積載貨物情報が入力済みであった場合においても、参照

した積載貨物情報の内容に上書きされます。 
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III. 車両情報入力時の参照読み込み 

申請・各種情報入力選択画面から車両情報入力ボタンを押下し、申請車両情報登録メニュ

ー画面において、読み込みボタンを押下すると、車両情報参照画面に遷移します。 

 

申請車両情報登録メニュー画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両情報参照画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 既存の申請データの車両情報を参照する 

手順 操作内容 

１ ①読み込みを押す。 

２ 車両情報参照画面に遷移します。 

車両情報報参照画面 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



 

申請支援システム                3.7 作成データの途中保存・参照読み込み 

 

3－133 

 

 

ii. 保存している申請データ又は途中保存したbinファイルから車両情報を読み込む 

手順 操作内容 

１ （保存ファイルから指定する場合）②参照ボタンを押します 

２ 
読み込みたい車両情報が入力された過去の保存ファイルを指定し、②読み込みボタン

を押すと、指定した車両情報に申請車両情報登録メニュー画面に追加されます。 

３ 
（過去の許可済みデータから指定する場合）許可日を基準とした検索期間をFrom、To

で指定し、③検索ボタンを押します。 

４ 手順３の検索結果一覧を④に表示します。指定したい許可済みデータを選択します。 

５ 
⑤読み込みボタンを押すと、車両情報が申請車両情報登録メニュー画面に追加されま

す。（但し、同一型式に合致する車両情報のみ） 

申請車両情報登録メニュー画面 

 

 

① 参照 

利用しているパソコンに保存された既存データのファイル選択画面が表示されます。 

② 読み込み 

①で指定した既存データの選択ファイルの車両情報（同一型式における車両諸元情

報）を読み込み、申請車両情報登録メニュー画面の入力内容に追加されます。 

③ 許可日（From／To） 

過去に発行された許可証のデータについて許可日を基準として、検索期間※をFrom、

Toで指定できます。（※検索可能な期間は、1週間以内に限ります。） 

④ 検索 

③で指定した検索条件に該当するシステムに登録されている許可証のデータを検索

します。検索結果として、申請番号、許可番号、許可日、通行開始日、通行終了日、

会社名・氏名を一覧で表示されます。 

⑤ 選択 

④の検索結果一覧から、読み込みたい許可証のデータを選択できます。 

⑥ 読み込み 

⑤で選択した許可証のデータより車両情報を読み込み、申請車両情報登録メニュー画

面の入力内容に追加されます。 

⑦ 閉じる 

車両情報参照画面の表示を閉じます。 

 

 

※車両情報参照画面で指定した既存の申請データの車両情報が、申請車両登録メニュー画

面に入力している車両情報に追加されます。 

 

※車両情報参照の利用条件としては、作成中の車両と同一型式の車両に限られます。 

 

※既存のデータから車両入力の同一型式に合致した全ての車両情報を読み込むため、不要

な車両情報が含まれている場合には、申請内訳一覧画面から不要な型式の削除を行って

下さい。 
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IV. 経路情報入力時の参照読み込み 

申請・各種情報入力選択画面から経路情報入力ボタンを押下し、経路一覧画面において、

読み込みボタンを押下すると、経路情報参照画面に遷移します。 

 

経路一覧画面 

 
 

経路情報参照画面 

 
 

 

i. 既存の申請データの経路情報を参照する 

手順 操作内容 

１ ①読み込みを押す。 

２ 経路情報参照画面に遷移します。 

経路情報報参照画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 

③ 

④ 

⑤ 

埼玉県さいたま市中央区999-9 東京都中央区999-9 

① 
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ii. 保存している申請データ又は途中保存したbinファイルから経路情報を読み込む 

手順 操作内容 

１ （保存ファイルから指定する場合）②参照ボタンを押します 

２ 
読み込みたい経路情報が入力された過去の保存ファイルを指定し、②読み込みボタン

を押すと、指定した経路情報に経路一覧画面が反映されます。 

３ 
（過去の許可済みデータから指定する場合）許可日を基準とした検索期間をFrom、To

で指定し、③検索ボタンを押します。 

４ 手順３の検索結果一覧を④に表示します。指定したい許可済みデータを選択します。 

５ ⑤読み込みボタンを押すと、選択した経路情報が経路一覧画面に反映されます。 

申請車両情報登録メニュー画面 

 

 

① 参照 

利用しているパソコンに保存された既存データのファイル選択画面が表示されます。 

② 読み込み 

①で指定した既存データの選択ファイルの経路情報（出発地、目的地情報を含む）を

読み込み、経路一覧画面の入力内容に追加されます。 

③ 許可日（From／To） 

過去に発行された許可証のデータについて許可日を基準として、検索期間※をFrom、

Toで指定できます。（※検索可能な期間は、1週間以内に限ります。） 

④ 検索 

③で指定した検索条件に該当するシステムに登録されている許可証のデータを検索

します。検索結果として、申請番号、許可番号、許可日、通行開始日、通行終了日、

会社名・氏名を一覧で表示されます。 

⑤ 選択 

④の検索結果一覧から、読み込みたい許可証のデータを選択できます。 

⑥ 読み込み 

⑤で選択した許可証のデータより経路情報を読み込み、経路一覧画面の入力内容に追

加されます。 

⑦ 閉じる 

経路情報参照画面の表示を閉じます。 

 

 

 

※経路情報参照画面で指定した既存の申請データの経路情報が、経路一覧画面に入力して

いる経路情報に追加されます。 

 

※既存のデータから全ての経路情報を読み込むため、不要な経路が含まれる場合には、対

象経路番号にチェックして経路削除をクリックし、経路を削除して下さい。 
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4. 申請書作成の予約 

4.1 申請書作成予約受付情報 

申請書入力（登録）を済ませた情報を保存し、申請事務取扱窓口に提出する申請データ

をダウンロードする場合は、申請書作成の予約登録を行います。 

申請・各種情報入力選択画面にて申請書作成予約登録ボタンを押します。 

平成31年3月25日より、申請書作成予約登録ボタンを押した際に申請の内容の最終確認

を促すメッセージが表示されます。このメッセージにてチェックボックスにチェックを入

れ、OKボタンを押すと申請書作成の予約登録が行われ、申請書作成予約受付情報画面に移

ります。キャンセルボタンを押すと、申請・各種情報入力選択画面に留まります。 

申請書作成予約受付情報画面では、申請書作成予約の受付結果の表示または予約キャン

セルを行います。 

申請・各種情報入力選択画面もしくは申請書作成予約受付情報画面にて、入力（登録）

を済ませた情報を途中保存して終了させたい場合は、保存終了ボタンを押します。 

申請書作成予約登録を行った後、継続して情報を入力したい場合は作成した申請データ

をダウンロードして保存し、FD読み込みして情報を入力してください。 

申請・各種情報入力選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 申請書作成予約登録する 

手順 操作内容 

１ ①申請書作成予約登録を押す。 

２ ②誤りの多い事例を確認し、チェックボックスにチェックを入れる 

３ ③OKボタンを押す 

申請書作成予約受付情報画面 

① 

④ 
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ii. 申請データを一時保存する 

手順 操作内容 

１ ④保存終了を押す。 

一時保存ファイル 作成処理画面 

 

4.2 申請書作成予約登録時のチェック 

申請・各種情報入力選択画面で申請書作成予約登録ボタン押下時に、申請情報の内容の

チェックを行なっています。表示されたメッセージに従って操作を行なってください。 

 

I. 通行期間のチェック 

省令に基づき、事業区分と車両諸元により通行期間のチェックを行なっています。 

押下時に以下の警告メッセージが表示された場合には、OKボタンを押し、申請書情報

入力、車両情報入力の内容を確認、修正してください。 

 

通行期間エラー画面例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表示されるメッセージは「事業区分」「車種」「車両諸元」によって異なります。 

※ 平成22年2月から、許可期間延長（1年⇒最大2年）に対応しています。 

※ 平成27年6月から、19ｍを超え21ｍまでのフルトレーラの許可期間延長に対応し

ています。 

※ 令和元年9月から、許可期間延長★（2年⇒最大4年）に対応しています。 

★一定の要件を満たす優良事業者を対象とした許可期間延長（平成31年4月1日運用開始） 
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II. 特例８車種と海上コンテナにおける重量B条件緩和のチェック 

2019年3月25日より、特例8車種と海上コンテナにおいて重量B条件緩和のチェックが

追加されました。 

 

１．車種：特例8車種 

 下記の条件を満たす場合にエラーメッセージが表示されます。 

[条件] 

①駆動軸以外の軸重が10t超過の場合 

②駆動軸重10t超過かつ認証トラクタでない場合 

③駆動軸重11.5t超過かつ認証トラクタの場合 

 

[エラーメッセージ] 

① 

 
② 

 
③ 

 
 

エラーメッセージが表示された場合には軸重の修正を行ってください。 

 

２．車種：海上コンテナ 

 下記の条件を１つでも満たす場合にアラートメッセージが表示されます。 

[条件] 

①認証トラクタでない場合 

②認証トラクタかつ駆動軸の軸重が11.5t超過の場合 

③認証トラクタかつ駆動軸以外の軸重が10t超過の場合 

[アラートメッセージ] 

 

 
 

アラートメッセージが表示された場合には重量B条件緩和は受けられませんが、申請を

行うことはできます。 

 

III. 特例8車種における隣接軸重のチェック 

 

2019年3月25日より、特例8車種において隣接軸重のチェックが追加されました。 

 

１．車種：特例8車種 

 下記の条件を満たさない場合にエラーメッセージが表示されます。 

[条件] 

①隣接軸距が1.8m未満の場合： 

隣接軸重≦18.0t 

 

②隣接軸距が1.3m以上かつ該当する2軸の軸重がそれぞれ9.5t以下の場合： 

隣接軸重≦19.0t 
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③隣接軸距が1.8m以上の場合： 

隣接軸重≦20.0t 

 

[エラーメッセージ] 

 

 
 

エラーメッセージが表示された場合には軸重の修正を行ってください。 
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IV. 車両諸元入力（積載物）のチェック 

車両情報と積載貨物情報の関連が以下の場合には、警告メッセージが表示されます。 

 

積載貨物の幅  ＞ 車両諸元情報の幅 

積載貨物の高さ ＞ 車両諸元情報の高さ 

積載貨物の長さ ＞ 車両諸元情報の長さ 

 

車両情報登録時に以下の警告メッセージが表示された場合には、戻るボタンを押し、積

載貨物情報入力、車両情報入力の内容を確認、修正してください。 
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V. 車両諸元入力（車両重量・軸重）のチェック 

車両重量と各軸軸重の合計に不整合が生じた場合には、エラーメッセージが申請・各種

情報入力選択画面の上部に表示されます。 

 

警告メッセージが表示された場合には、車両情報入力の内容を確認、修正してください。 

 

ポールトレーラ以外のセミトレーラ： 

 

 
 

ポールトレーラ：  

 

 
 

その他軸種： 

 

 
 

上記以外の車種： 
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申請書作成予約受付情報画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①申請番号 

申請番号が表示されます。 

この申請番号を元に申請書作成状況一覧画面より申請窓口に提出する申請データ

のダウンロードを行います。 

 
②作成待ち番号 

作成予定の順番が表示されます。 

 
③申請支援システムメニューへ戻る 

申請支援システムメニュー画面に戻ります。 

 
④経路図作成予約 

経路図作成予約画面に移ります。 

経路図作成予約ボタンは申請経路入力方法選択画面で「デジタル地図による経路入

力」の登録ボタンを押した場合にのみ表示されます。 

 
⑤予約キャンセル 

表示している予約情報を取り消し、申請・各種情報入力選択画面に戻ります。 

 
⑥保存終了 

一時保存ファイル作成処理画面より、申請データを一時保存します 

 

 

② 

⑥ 

⑤ 

③ 

④ 

① 
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i. 申請支援システムメニューへ戻る 

手順 操作内容 

１ ③申請支援システムメニューへ戻るを押す。 

申請支援システムメニュー画面 

i. 経路図作成予約を行なう 

手順 操作内容 

１ 

④経路図作成予約を押す。 

※申請経路入力方法選択画面で「デジタル地図による経路入力」登録ボタンを押した

場合のみ表示されます。 

経路図の作成予約画面 

ii. 予約をキャンセルする 

手順 操作内容 

１ ⑤予約キャンセルを押す。 

申請・各種情報入力選択画面 

iii. 申請データを一時保存する 

手順 操作内容 

１ ⑥保存終了を押す。 

一時保存ファイル 作成処理画面 
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4.3 保存終了 

ここでは保存終了についての説明を行います。 

保存終了とは、申請・各種情報入力選択画面もしくは申請書作成予約受付情報画面が表

示された時点で、そこまでに入力（登録）した内容を一時的にＦＤ等に保存する処理です。 

 

 

Ⅰ．保存終了手順 

情報を保存し終了させたい場合は、申請・各種情報入力選択画面もしくは申請書作成

予約受付情報画面で保存終了ボタンを押します。 

保存終了ボタンを押すと、以下のような画面が現れます。 

申請データの保存をクリックして、申請データを分かりやすい場所に保存して下さ

い。 

申請データのダウンロードが終了したら、入力を続けるまたは入力を終了するボタン

を押して下さい。 

 

申請FD／一時保存ファイル 作成処理画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 入力を続ける 

手順 操作内容 

１ ①入力を続けるを押す。 

申請 各種情報入力選択画面 

ii. 保存して終了する 

手順 操作内容 

１ ②入力を終了するを押す。 

申請支援システムメインメニュー画面 

  

①

 

②
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Ⅱ．ファイルのダウンロード 

一時保存ファイル 作成処理画面において、申請データの保存をクリックすると、以

下の画面が表示されます。 

ファイルのダウンロード画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存(S)ボタン右の▼を押下して、「保存(S)」または「名前を付けて保存(A)」を選択

してください。「名前を付けて保存(A)」を選択すると、以下のような画面が表示されま

すので、名前を付けて保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※後から使用することを考えて、分かりやすい保存場所・ファイル名で保存することを

お勧めします。 

 

300×××× 

300×××× 
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5. 申請書作成状況一覧 

本章では、予約登録を行った申請書の作成状況を確認する際の操作説明を行います。受

付システムを利用して送信する申請データはこちらからダウンロードを行います。 

また、該当申請番号の提出ボタンを押下することにより、直接データ送信することも可

能です。 

 

5.1 申請書作成状況一覧画面 

申請支援システムメインメニュー画面において、申請書作成状況一覧を選択すると、申

請書作成状況一覧画面に移ります。申請書作成状況一覧画面では、ログインユーザが予約

登録を行った申請データの作成状況表示、ダウンロード、算定結果のダウンロード、申請

データの提出、または作成予約キャンセルを行います。 

申請書作成状況一覧画面 

 
 

 

 

 
  

② ③ 

⑦ 

① 

⑧ 

⑩ 

⑨ 

⑪ 

⑤ ⑥ ④ 

⑧ ⑨ ⑦ 
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表示項目 内容 

①申請番号 申請番号が表示されます 

②申請書作成予約受付日時 申請書作成予約を受け付けた日時が表示されます。 

③作成状況 
 
申請書の作成状況として、
「作成完了」、「作成中」、
「作成待ち状態」、「予約キ
ャンセル」、「要再作成」の
いずれかが表示されます。 

作成完了 
申請書作成が完了しています。 
申請書（.pdf）、申請データ（.tks）のダ
ウンロードが可能となります。 

作成中 
申請書を作成中です。 
申請書作成予約のキャンセルが可能とな
ります。 

作成待ち状態 

申請書作成順番待ち状態です。 
メッセージに作成待ち番号が表示されま
す。申請書作成予約のキャンセルが可能と
なります。 

予約キャンセル 

申請書作成予約をキャンセルされた状態
です。 
申請データ（.bin）のダウンロードが可能
となります。 

要再作成 

申請書作成ができませんでした。 
メッセージに従い修正し、再作成してくだ
さい。申請データ（.bin）のダウンロード
が可能となります。 

④作成完了日時 申請書の作成が完了した日時が表示されます。 

⑤メッセージ 
作成状況に応じたメッセージが表示されます。 
（※補足説明：次頁を参照） 

⑥操作 
 
作成状況に応じた操作ボタ
ンが表示されます。 

ダウンロード 
「申請書」「申請データ」「重さ、高さ指
定道路外スパン一覧」「算定結果」のダウ
ンロードを行います。 

キャンセル 申請書作成予約のキャンセルを行います。 

⑦経路図作成状況一覧 
経路図作成状況一覧画面へ移ります。 
（画面上部と下部にボタンを配置） 

⑧画面再読み込み 
申請書作成状況一覧画面を再読み込みし、画面を最新の状
態にします。（画面上部と下部にボタンを配置） 

⑨申請データの算定 
別ウィンドウで申請データの算定画面が表示されます。 

（画面上部と下部にボタンを配置） 

⑩ダウンロード（算定結果） 
申請データの算定結果帳票（.pdf）のダウンロードが可能
となります。（※H27年3月システム改修による追加機能） 

⑪提出 申請者メニュー画面が表示されます。 

※「重さ、高さ指定道路外スパン一覧」については、高さ3.8mを超える海上コンテナ及び、

特例8車種の場合で、重さ指定道路／高さ指定道路以外を走行する場合に表示されます。 
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（補足説明）メッセージ欄の表記例 

 
大型車誘導区間の導入により、大型車誘導区間の許可基準を満たす申請においては、

次のようなメッセージが申請書作成状況一覧画面に表示されます。 
 

◆メッセージ①：「申請車両及び通行経路の全てが大型車誘導区間の審査対象です。」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
許可期間延長（平成31年4月1日運用開始）の導入により、一定の要件を満たす優良

事業者を対象とした申請においては、次のようなメッセージが申請書作成状況一覧画
面に表示されます。 

 
◆メッセージ②：「ETC2.0の登録及び違反履歴の確認の結果、許可期間延長申請が 

可能です。許可期間延長申請のため、申請時に「Gマーク認定書の 
写し」を添付してください。」 
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I. 提出ボタン押下時の申請日チェック 

申請日のチェックを行なっています。「申請日」が提出日(本日日付)でない場合には、

審査で差し戻される可能性があるため、以下のような警告メッセージが表示されます。 

 

≪留意点≫ 

●オンライン提出時に作成した申請書データの申請日と提出日が一致していない場

合、受付システムで提出処理が行えません。 

●申請日を提出日として修正を行い、再度提出する必要があります。 

 

※ 申請日、通行開始日、通行終了日の整合チェックは、申請書情報入力画面にて実施さ

れます。申請書作成予約時には、申請日に関する警告メッセージのみ表示されます。 

 

 
 

 

 

II. ボタン押下後のボタン配色変更 

申請書作成状況一覧画面で、一度押した「ダウンロード」ボタンあるいは「提出」ボタ

ンの配色を黒色に反転します。 

ただし、ログインした状態で連続操作を行った場合のみで、一度ログアウトした（セッ

ションが途切れた場合など）場合には、初期状況に戻ります。 
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5.2 各種ファイルのダウンロード 

5.2.1 申請書PDF 

申請書作成状況一覧画面より、作成が完了している申請書のダウンロードボタンを

押すと、ファイルを開くか保存するか選択する画面が表示されます。 

「ファイルを開く(O)」、「保存(S)」を選択した場合は、OKボタンを押下してくだ

さい。「名前を付けて保存(A)」を選択した場合は、保存場所を指定し、OKボタンを

押下してください。 

 

ファイルのダウンロード画面 

 
 

■ポイント■ 

上の画面で、「ファイルを開く(O)」を先に選択した場合、PDFファイルが開きますので、

データを「保存」する際は開いたAdobe Reader等の画面より、ファイルを保存してくださ

い。 

 

 

  

300×××× 
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申請書類表示画面が表示されます。確認したい文書を選択すると、申請書類表示画面右

側に、選択した文書が表示されます。文書の印刷も可能です。 

 

申請書類表示画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※車両内訳書は包括申請の場合のみ出力されます。 

※委任状は代理人申請（行政書士のみ）の場合に出力されます。 

 

※帳票の表示画面の操作方法及び各種帳票の印字内容の説明は「10.4 帳票の印刷」を

参照してください。 

 

 

  

印刷したい文書を選択します 

選択した文書が表示

されます 

画面を閉じる場合はこのボ

タンを押してください。 

クリックすると、印刷画面

が表示されます。 
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5.2.2 申請データtks 

ここでは申請データのダウンロードについて、説明を行います。 

申請データのダウンロードとは、受付システムにアップロード（道路管理者に提出）す

る申請データをダウンロードする処理です。 

申請書作成状況一覧画面にて、作成が完了している申請データのダウンロードボタンを

押して、申請データをFD等にダウンロードして保存して下さい。 

 

I. ダウンロード手順 

申請書作成状況一覧画面において、申請データのダウンロードボタンをクリックする

と、以下の画面が表示されます。 

保存(S)ボタン右の▼を押下して、「保存(S)」または「名前を付けて保存(A)」を選択

してください。申請データは「ファイルを開く(O)」でデータを開くことはできません。 

 

ファイルのダウンロード画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300×××× 
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「名前を付けて保存(S)」を選択すると、以下のような画面が表示されますので、名前を付け

て保存をしてください。 

保存した申請データファイルは、後から利用する事がありますので、分かりやすい場所

に保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで保存したデータは(.tks)はオンライン送信できるデータです。 

 

■ポイント■ 

※ 申請データ（.tks、.bin）は、オンライン申請支援システムの「FD読み込み」機能を

利用して内容確認等の操作が可能なデータです。 

※ 「FD読み込み」以外の方法で開いて編集しないでください。（ファイルが破損する可

能性があります） 
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5.2.3 重さ、高さ指定道路外スパン一覧PDF 

申請書作成予約状況一覧画面において重さ、高さ指定道路外スパン一覧出力ボタンを押

すと、ファイルのダウンロード画面が表示されます。 

「ファイルを開く(O)」、「保存(S)」を選択した場合は、OKボタンを押下してください。 

「名前を付けて保存(A)」を選択した場合は、保存場所を指定し、OKボタンを押下して

ください。 

ファイルのダウンロード画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重さ、高さ指定道路外一覧印刷画面が表示（起動）されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 帳票の表示画面の操作方法及び各種帳票の印字内容の説明は「10.4 帳票の印刷」を
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参照してください。 
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6. 経路図作成状況一覧 

申請支援システムトップメニュー画面において、経路図作成状況一覧を選択すると、経

路図作成状況一覧画面が表示されます。ここでは、経路図作成予約状況の確認が行えます。 

 

6.1 経路図作成状況一覧のフロー 

経路図作成状況一覧のフローを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請支援システムトップメニュー画面

経路図作成状況一覧画面

作成待ち状態

作成中

要再作成

作成完了

申請書作成状況一覧画面

経路図作成状況照会

キャンセル

ダウンロード
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6.2 経路図作成状況一覧 

ログインした申請者が予約した経路図の作成状況一覧が表示されます。 

経路図作成状況一覧画面では、経路図の状況表示、作成完了となった経路図のダウンロ

ードまたは作成予約キャンセルを行う事が出来ます。 

 

経路図作成状況一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 予約番号 

予約番号が表示されます。 

 

⑧ 作図範囲 

予約された経路図の作図範囲を表示します。 

全域＝全経路図、部分＝部分経路図 

 

⑨ 経路図作成予約受付日時 

経路図作成予約を受け付けた日時が表示されます。 

 

① ② 

④ ⑤ ⑦ 

⑧ ⑨ 

③ ⑥ 
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⑩ 作成状況 

処理中の経路図作成状況として、「作成待ち状態」、「作成中」、「作成完了」、「要

再作成」、「予約キャンセル」のいずれかが表示されます。 

 

・作成待ち状態 

作成処理順番待ち状態です。 

作成予約のキャンセルが可能です。 

・作成中 

経路図作成中です。 

作成予約のキャンセルが可能です。 

・要再作成 

「PDF作成処理エラー」や「スパン情報の取得に失敗しました。」 

等のメッセージが表示されます。データ内容を確認の上再度予約をしてください。 

・作成完了 

経路図の作成が完了しています。 

・予約キャンセル 

作成予約をキャンセルされた状態です。 

 

 

⑪ 作成完了日時 

経路図の作成が完了した日時が表示されます。 

 

 

⑫ メッセージ 

処理状況に応じたメッセージが表示されます。 

 

 

⑬ 操作 

処理状況に応じた操作ボタンが表示されます。 

 

・キャンセル 

作成予約のキャンセルを行います。 

・ダウンロード 

経路図のPDFファイルがダウンロードできます。 

 

 

⑭ 申請書作成状況照会 

申請書作成状況照会画面に遷移します。 

 

 

⑮ 画面再読み込み 

作成予約状況一覧画面を再読み込みし、画面を最新の状態にします。 
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6.3 PDFファイル印刷 

 

ダウンロードされたファイルはPDF形式にて作成されています。お手元のパソコン環境

に左右される事なく、一定のサイズで印刷が可能なため、広く使用されているファイル形

式です。 

なお、ご覧になるには、Adobe社のAdobe Readerが必要になります。 

ダウンロード先URL  http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 経路図作成状況一覧 

手順 操作内容 

１ ①ダウンロードを押す。 

PDFファイル 

 

 

PDFファイルは、ご使用のパソコンにAdobe Readerがインストールされていれば、左ク

リックすることにより経路図が表示されます。インストールされていない場合は、左クリ

ックしてパソコンに保存後、Adobe Readerをインストールし、保存したファイルを開いて

ください。 

  

① 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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7. 担当者変更 

ここでは、既に登録してある担当者情報の変更を行うことができます。 

また、変更が行える情報は担当者の情報（担当者名（漢字），部署名，電話番号，ＦＡ

Ｘ番号，メールアドレス）のみです。 

 

7.1 担当者変更 

「申請支援システム」トップメニュー画面において、担当者変更を選択すると担当者変

更画面が表示されます。変更したい“担当者名（漢字）”，“部署名”，“電話番号”，

“ＦＡＸ番号”，“メールアドレス”を変更入力して、更新を押して下さい。 

担当者変更画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．変更した担当者の確認 

担当者変更内容画面 

  

手順 操作内容 

１ ①担当者の情報を変更入力する。 

２ ②更新を押す。 

○○－● 

000-001-0003 

300●●●● 

① 

② 
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7.2 担当者変更内容確認 

担当者の情報を更新すると、設定された新しい情報が表示されます。 

内容を確認した上、終了ボタンを押して下さい。 

 

 

担当者変更内容画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．変更した担当者の確認 

手順 操作内容 

１ ①担当者の変更内容を確認する。 

２ ②終了を押す。 

 

① 

② 

300●●●● 

○○○○ 

○○－● 

000-001-0003 

000-001-0002 

○○○@■■■.co.jp 

特車申請係 
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8. 個別協議状況一覧 

本章では、申請者に関連する申請の個別協議状況の確認の説明を行います。 

 

8.1 個別協議状況一覧 

申請支援システムメインメニュー画面において、個別協議状況一覧を選択すると、申請

者が過去に提出した申請データに対する個別の協議状況が一覧表示されます。 

 

個別協議状況一覧画面 

 

①到達番号 ：到達番号が表示されます。 

 

②受理日：受理日が表示されます。 

 

③受理番号：受理番号が表示されます。 

 

④申請提出窓口：申請提出窓口が表示されます。 

 

⑤個別協議発生件数：個別の協議発生件数が表示されます。 

 

⑥回答済件数：回答済件数が表示されます。 

 

⑦回答確認日：回答確認日が表示されます。 

 

⑧詳細：全て協議済みになっている場合は「完了」が、協議済みになっていない協

議先がある場合は詳細ボタンが表示されます。 

 

 

 

 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 300×××× 
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ⅰ.個別協議状況の詳細を確認する 

手順 操作内容 

１ ⑥詳細を押す。 

個別協議状況確認画面 

 

8.2 個別協議状況確認 

個別協議状況一覧画面において、詳細を選択すると、申請者が過去に提出した申請データ

の協議状況が表示されます。 

 

個別協議状況確認画面 
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9. 許可番号つき経路図の印刷 

ここでは、受付システムからダウンロードした許可書類のうち、経路図の印刷方法の説

明を行います。 

許可書類のうち、経路図は申請者ご自身で印刷する必要があります。 

それ以外の許可証は、申請窓口へ行き、道路管理者から発行されたものを受け取る必要

があります。 

 

9.1 許可番号つき経路図の印刷フロー 

許可証ダウンロード後、許可済み全経路の印刷を行うことができます。 

以下に、そのフローを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フローに従い、許可番号つき経路図の印刷方法の説明を行います。 

   

申請支援システムメニュー

申請者選択画面

申請書入力方法選択画面

FD読み込み画面

許可済み全経路印刷画面

経路図作成予約受付情報

申請支援システムトップメニュー

経路図作成状況一覧

1.申請データ作成を選択

2.本人を選択

3.FD読み込みを選択

4.許可証データに含まれている

binファイルを選択後、登録

5.経路図作成予約

6.申請支援システムメニュー画面へ

7.経路図作成状況一覧
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9.2 許可済み全経路の印刷 

FD読み込みまでの流れは、「４.申請データ作成（FD読み込み）」の手順と同様です。 

申請支援システムにアクセス、ログインすると、申請支援システムトップ画面が表示さ

れますので、申請データ作成を押します。 

 

 

申請支援システムトップ画面 

 
 

 

 申請支援システムにログイン 

手順 操作内容 

１ ①申請データ作成を押す。 

申請者選択画面 

 

  

① 
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画面の指示に従い、申請者選択、申請経路入力方法選択、申請書入力方法選択を行います。 

 

申請者選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請者の選択 

手順 操作内容 

１ ①申請者を選択する。 

２ ②選択を押す。 

申請経路入力方法選択画面 

 

  

 

① 

② 
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申請書入力方法選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請書入力方法の選択 

手順 操作内容 

１ ①FD読み込みを選択する。 

２ ②選択を押す。 

FD読み込み画面 

 

 

 

 

FDのファイル先を参照ボタンより選択するか、直接ファイル名を入力するかして登録ボ

タンを押すと、FD読み込みが開始されます。許可済み全経路の印刷を行いますので、許可

証圧縮ファイル（.lzh）内のbinファイル（「xxxxxxxxx.bin」）を指定してください。 

 

FD読み込み画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可済番号つき経路図のファイルは、許可証圧縮ファイル（.lzh）の解凍方法によって保

存先が２パターンあります。 

 

 

 

 

① ② 

③ 

① 

② 



 

申請支援システム                   9.許可番号つき経路図の印刷 

 

9－5 

■ポイント■ 

自分の持っている解凍ソフトで許可証圧縮ファイル（.lzh）を解凍した場合は、解凍

ソフトで設定した場所に解凍・保存されています。 

 FD読み込み対象ファイルの指定 

手順 操作内容 

１ 
②参照ボタンを押し許可証圧縮ファイル（.lzh）を解凍した場所から、拡張子が.binと

いうデータを選択する。 

２ ③登録を押す。 

許可済み全経路印刷画面 

 

 

 

 

 

 

経路図作成予約ボタンを押すと、許可番号つき経路図の作成が予約されます。 

 作成状況を確認するには、 

申請支援システム画面に戻り、経路図作成状況一覧を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 許可済み全経路の予約 

手順 操作内容 

１ ①経路図作成予約ボタンを押す。 

経路図作成予約受付情報画面 

許可番号：国関整道交特車　平成18年度　第080000号

① 
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経路図作成予約受付情報画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 許可済み全経路の予約 

手順 操作内容 

１ ①申請支援システムメニューへ戻るボタンを押す。 

 

 

 

 以下の画面の「経路図作成状況一覧」をクリックし、予約したデータが「作成完了」にな

りましたら、ダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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10. 各種帳票 

10.1 帳票の種類 

申請支援システムで出力される帳票の画面と種類は以下です。 

 

 

表10.1-1 種類と印刷方法 

 画  面 種  類 印刷の仕方 

 

平成27年4月

以降に出力

される帳票 

 

申請書作成状況一覧 申請書(.pdf) 
ダウンロード後、Adobe 

Readerで印刷 

経路図作成状況一覧 経路図(pdf) 
ダウンロード後、Adobe 

Readerで印刷 

算定のみご利用の方は

こちらから 

算定結果帳票 

(.pdf) 

ダウンロード後、Adobe 

Readerで印刷 

申請状況詳細画面 

（※受付システム） 
許可証 

ダウンロード後、Adobe 

Readerで印刷 

 

平成27年3月

までに出力

された帳票 

 

申請書作成状況一覧 申請書(.tpr) 
ダウンロード後、帳票印刷

プログラムで印刷 

経路図作成状況一覧 経路図(pdf) 
ダウンロード後、Adobe 

Readerで印刷 

算定のみご利用の方は

こちらから 

算定結果帳票 

(.tpr) 

 

ダウンロード後、帳票印刷

プログラムで印刷 

 

 

※ 平成27年4月以降に申請支援システムで出力される帳票は、操作性・汎用性の向上と改

ざん防止を目的として、PDF形式による出力に変更としています。原則、tpr形式での

ファイル出力は廃止となっています。 

（ただし、許可証lzhファイルにおいては、ダウンロードしたデータの中にtprファイル

も含まれますが、許可証の鑑のみとなります。） 

 

※ 帳票出力のPDF形式の変更に伴い、使用しているパソコンに、Adobe Reader（Adobe

社が提供する無償ソフトウェア）がインストールされている必要があります。 

なお、過去に作成した申請書や算定結果、許可証等については、従来通りに帳票印刷プ

ログラム（Tblprint）を用いて、帳票を閲覧して下さい。 

 

 

 

 

 



申請支援システム                           10.各種帳票 

10－2 

10.2 各種帳票一覧 

申請支援システムで出力される帳票は以下の通りである。 

 

 

表10.2-1 出力帳票一覧 

画  面 種  類 内  訳 

申請書作成

状況一覧 
申請書(.pdf) 

特殊車両通行許可 申請書（様式第一） 

特殊車両通行許可 申請書（様式第一）住所氏名空欄 

特殊車両通行許可 申請書（様式第二）許可欄付き 

特殊車両通行許可 申請書（様式第一）代理人 

特殊車両通行許可 申請書（様式第一）代理人住所、氏名空欄 

車両内訳書 

車両の諸元に関する説明書（普通申請） 

車両の諸元に関する説明書（包括申請） 

通行経路表 

委任状 

重さ、高さ指定道路外スパン一覧 

経路図作成

状況一覧 
経路図(pdf) 

経路図 

許可番号つき経路図（許可証ファイル内の.binデータのみ） 

算定のみご

利用の方は

こちらから 

算定結果帳票

(.pdf) 

 

特殊車両通行許可算定書（総合） 

特殊車両通行許可算定書 

CD条件及び個別審査箇所一覧 

CD条件及び個別審査箇所一覧（簡易） 

特殊車両通行許可 協議交差点一覧 

高速重量算定（照査１および照査２）不適合車両一覧 

通行規制情報一覧 

通行経路表 

車両内訳書 

重さ、高さ指定道路外スパン一覧 

ETC2.0簡素化制度申請 大型車誘導区間内通行条件 

（大型車誘導区間算定） 
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10.3 帳票に関する共通ルール 

各種帳票の共通ルールを定義する。 

10.3.1 各種年月日の発生ルール 

● 受理年月日 

書類に不備がないことを確認し、申請を受理した時点の年月日とする。 

※ただし、道路管理者の入力により変更可能とする。 

 

● 許可年月日(不許可年月日) 

許可又は不許可であることの決済を受けた時点の年月日とする。 

※ただし、道路管理者の入力により変更可能とする。 

 

● 申請年月日 

申請年月日は、申請者が申請データ作成時に入力するもので、申請者が設定することがで

きる。 

 

● 申請通行開始年月日 

申請者が、その申請に対して通行開始を設定した年月日 

申請データ作成時に入力する。 

 

● 申請通行終了年月日 

申請者が、その申請に対して通行終了を設定した年月日 

申請データ作成時に入力する。 

 

● 許可通行開始年月日 

許可年月日か申請通行開始年月日の遅い方を許可通行開始年月日として、道路管理者が設

定する。 

ただし、不許可となった申請に対して、許可通行開始年月日は発行しない。 

 

● 許可通行終了年月日 

許可通行開始年月日に許可期間は、１年又は２年（最大４年）を加えた日、もしくは、申

請通行終了年月日の早い方として、道路管理者が設定する。 
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10.3.2 期間設定について 

● 審査期間 

受理年月日から許可年月日までの期間を申請処理期間とする。 

 

● 許可期間 

許可通行開始年月日から許可通行終了年月日までの期間。 

 

変更申請と更新申請における許可期間の考え方を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.3 申請データの有効期間 

受理された申請データの保存期間は、許可日から13ヶ月間を目処とするが、現在は、関東

地方整備局の指示をもって消去されている。 

 

 

 

変更申請の場合

更新申請の場合

元申請の期間

変更申請の

許可期間

変更申請

申請日

変更申請

許可日

審査期間

この場合の更新申請の

許可期間

更新申請

申請日

更新申請

許可日

審査期間

元申請の許可期間 本来の更新申請の許可期間
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10.4 帳票の印刷 

 

10.4.1 Adobe Readerを用いた帳票印刷（平成27年4月以降の出力帳票） 

 

特車システムで出力される帳票（平成 27 年 4 月以降に出力される帳票）は Adobe 

Reader(最新バージョンでの利用を推奨)で印刷します。 

なお、帳票レイアウトについては、従来通りのまま変更はありません。 

 

 

帳票レイアウト例（参考：許可証の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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① 帳票の拡大／縮小表示 

10％～6400％の範囲で、帳票の拡大／縮小表示が可能です。拡大／縮小時の表示倍率は、

帳票全体を確認する場合や、小さな文字を確認する場合等にお使い下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② しおり機能による印刷指定 

PDFのしおり機能により、出力された帳票を確認できます。 

しおり機能を用いた印刷を行う場合は、Ctrlを押しながら、印刷したい帳票を左クリッ

クで選択し、右クリックを押し表示される作業メニューから、［ページを印刷］を選択して

クリックして、印刷します。 
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③ 印刷帳票プロパティ 

③の印刷マーク、又は［ファイル］-［印刷］、又は（Ctrl＋Pを同時押し）を選択し、

印刷プロパティを表示し、印刷する範囲を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 帳票のセキュリティロック 

出力される帳票は改ざん防止のため、セキュリティロックがかけられた状態で発行され

ます。（文書の制限範囲は、帳票・内容コピー・内容抽出のみに限られます。） 
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10.4.2 帳票印刷プログラム（平成27年3月までの出力帳票） 

各種帳票を画面上で閲覧、印刷する場合に帳票印刷プログラムを利用する。 

ソフトウェアは、PR サイトよりダウンロードして使用する（10.4.3 参照）。 

 

10.4.3 帳票印刷プログラムの機能と操作方法 

特車システムで出力される帳票（※平成 27 年 3 月までに出力された帳票）は帳票印刷プ

ログラム(Version 2.1)で印刷します。このプログラムには、以下の機能があります。 

 

① 帳票の拡大／縮小表示 

25％～1600％の範囲で、帳票の拡大／縮小表示が可能です。拡大／縮小時の表示倍率は、 

帳票全体を確認する場合や、小さな文字を確認する場合等にお使い下さい。 

 

② 帳票の印刷範囲指定 

帳票ごとに印刷するページの範囲を指定できます。 

帳票全体もしくは、ページ単位（P.1、P.2など）で印刷範囲を指定できます。 

ウィンドウ下部のステータスバーに、常時「現在表示されている帳票」ならびに 

「現在表示されているページ番号／帳票全体のページ数」が表示されます。 

 

③ 印刷帳票の指定 

印刷は各帳票の左端にあるチェックボックス：□に、チェックを入れた箇所の帳票を 

全て印刷します。 

印刷したい帳票のみにチェックを入れて印刷します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1. 帳票印刷プログラム Version 2.1 画面 
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10.4.4 帳票印刷プログラムの具体的な操作方法 

 

Ⅰ．帳票の拡大／縮小表示 
帳票の拡大／縮小表示を行うには、4通りの操作方法があります。 

以下の方法のうち、いずれかの操作を行ってください。（どの操作方法でも同じ動作とな

ります） 

 

a. メニューバーから操作する方法 

メニューバーから「表示(V)」－「ズーム(Z)」の順に選択すると、「拡大(L)」、「縮小(S)」、

「等倍(N)」のメニューが表示されます。 

「拡大(L)」、または「縮小(S)」を選択すると、それぞれ25％ずつ拡大、縮小を行います。 

「等倍(N)」を選択した場合は、現在の表示倍率に関わらず、必ず100％表示に戻ります。 

（既に100％表示されている場合は、「等倍(N)」の左側にチェックマークが付加されます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2. メニューバーからの操作 

 

b. ポップアップメニューから操作する方法 

帳票プレビュー内で右クリックすると、aと同様に「拡大(L)」、「縮小(S)」、「等倍表示(N)」

のメニューがポップアップ表示されます。 

このメニュー上でも、aと同様の操作が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3. ポップアップメニューからの操作 
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c. ツールバーから操作する方法 

ツールバーに追加された「拡大」、「縮小」ボタンをクリックすると、それぞれ25％ずつ帳

票の拡大／縮小を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4. ツールバーからの操作 

 

 

 

d. ショートカット・キーから操作する方法 

帳票印刷プログラム Version 2.1 に登録されたショートカット・キーを使用して、拡大／

縮小／等倍を行う事ができます。 

 

 

拡大 縮小 
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Ⅱ．帳票の印刷範囲指定 
帳票内の任意のページのみ印刷する場合、印刷範囲を指定します。 

以下の手順に従って、印刷範囲の指定を行って下さい。 

帳票一覧から、印刷範囲を指定する帳票をダブルクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5. 帳票の選択 

 

 「印刷範囲の設定」ダイアログが表示されます。「帳票のプロパティ」内の「タイトル」

と「総ページ数」が正しい事を確認したら、「範囲設定(S)」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6. 帳票の確認 

ダブルクリック 
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「範囲設定(S)」がチェックされると「開始ページ(F)」ならびに「終了ページ(E)」入力欄が入

力可能になりますので、印刷する範囲の開始ページ、終了ページをそれぞれ半角数字で入力し

ます。（この例では１ページ目のみ印刷するよう、開始ページ１、終了ページ１、と指定して

あります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7. 印刷範囲の設定 

 

 最後に「OK(O)」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8. 印刷範囲の決定 

 

「帳票の印刷範囲指定」を行う手順は以上です。 
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Ⅲ． ステータスバーに表示される情報 
ステータスバーの右の枠内に、「帳票タイトル」ならびに「現在表示中のページ番号／帳票

の総ページ数」が表示されます。 

これらの情報は帳票の切り替え、ページのスクロール等で自動的に更新されます。 

また、画面内に複数のページがある場合、任意のページをクリックすると、クリックしたペ

ージの番号がステータスバーに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9. ステータスバーに表示される情報 

 

 

 

Ⅳ．帳票プログラムの表示 
帳票プログラムは、インターネットブラウザ（Internet Explorerなど）のウインドウ内に表

示される場合と、別の新しいウインドウで表示される場合があります。 

インターネットブラウザ内に表示される場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを押すと、元の

画面に戻る事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリックしたページの情報

がステータスバーに表示さ

れる。 

現在のページ番号／帳票の

総ページ数 

帳票のタイトル 

複数枚の時のページ

きりかえ線 
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10.5 申請関係帳票の説明 

10.5.1 特殊車両通行許可申請書 

I. 利用方法説明 

  申請書には下記に示す3種類の書式がある。 

  ①申請者氏名、住所が記載されるもの（本人、代理人） 

  ②申請者氏名、住所欄が空欄のもの（本人、代理人） 

  ③許可欄が付いたもの 

II. 出力項目の定義 

車両に直接関係する出力項目の内容は以下のとおりである。様式を以降に示す。 

 

項目 出力内容 

通行開始年月日 申請者が入力した通行開始予定日。 

通行終了年月日 申請者が入力した通行終了予定日。 

車種区分 車種区分を出力。 

車両番号等 
自動車検査証の登録番号を出力。単車の場合は上段に、連結車の場合は上段にトラクタ、

下段にトレーラを出力。また、包括申請の場合は代表車両番号と台数を出力。 

車名及び型式 

自動車検査証の車名、型式を出力。単車の場合は上段に出力し、連結車の場合は上段に

トラクタ、下段にトレーラを出力。但し、ダブルスの場合、トレーラの車名及び型式は

第１トレーラ、第２トレーラともに出力しない。 

積載貨物 
幅、高さ、長さは積載物の寸法を出力。品名は積載貨物品名コード表から選択した結果

を出力。ただし、建設機械、バン型等車両および新規格車の場合は記入せず斜線で出力。 

軸種数 
申請車両の軸種の数を出力。複数軸種申請の場合のみ2以上となり、これ以外の場合は

１となる。 

車両諸元 
※包括申請の場合、「長さ・幅・高さ」以外において、車両の諸元に関する説明書の合

成値を出力。 

 総重量 車両自重、乗員および積載物重量の合計を出力。 

 最遠軸距 
最前軸から最後軸までの距離を出力。連結車の場合は連結した状態の距離を（車両四面

図等から）出力。 

 最小隣接軸距 隣り合う軸間距離のうち、最小値を（車両四面図等から）出力。 

 隣接軸重 最小隣接軸距に係る軸重の和を出力。 

 長さ・幅・高さ 貨物を積載した状態の寸法を出力。連結車の場合は連結した状態での寸法を出力。 

 最小回転半径 車両の最外輪のわだちを諸元表等から求め出力。 

 最大軸重 計算した各軸重のうち最大値を出力。 

 最大輪荷重 
各軸重を輪数で除した重量のうち最大値を出力。 

※ダブルタイヤは１輪とする。 

通行区分 

片道・往復・片道往復混在・（※）のいずれかを出力。 

（※）実車・空車同一申請の場合は、「往復（積載貨物有） 復路（積載貨物無））」

を出力 

通行経路数 申請した経路の件数を計算して出力。 

更新又は変更経緯 更新又は変更した際の年月日、許可番号、車両台数、総通行経路数、変更事由を出力。 
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III. 出力様式 

特殊車両通行許可申請書の出力様式を以下に示す。 

 

a．特殊車両通行許可申請書 本人申請（住所、氏名あり） 
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b．特殊車両通行許可申請書 本人申請（住所、氏名空欄） 
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ｃ．特殊車両通行許可申請書 本人申請（許可欄付き） 
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d．特殊車両通行許可申請書 代理人申請（住所、氏名あり） 
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e．特殊車両通行許可申請書 代理人申請（住所、氏名空欄） 
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10.5.2 車両内訳書 

車両内訳書は、包括申請の場合にのみ出力される。 

普通申請の場合は出力されない。 

 

Ⅰ．出力項目の定義 

出力項目の内容と様式は以下のとおりである。 

 

項目 出力内容 

受付許可番号 受付許可番号は、申請時に空白であり、受理後に出力される。 

整理番号 
形式ごとに通し番号を出力。 

※システムが自動的に出力。 

区分 単車、トラクタ、トレーラのうちのいずれかを出力。 

車名 車名を出力。 

型式 型式を出力。 

車両番号 同一車名、型式ごとに車検証の登録番号を申請台数分出力。 
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10.5.3 車両の諸元に関する説明書（普通申請） 

車両の諸元に関する説明書は、普通申請と包括申請で様式が異なる。普通申請の場合を以

下に示す。 

Ⅰ．出力項目の定義 

出力項目の内容と様式は以下のとおりである。 

項目 出力内容 

受付許可番号 申請時は空白で、受付後に記載される。 

通行開始年月日 申請者が入力した通行開始予定日。 

通行終了年月日 申請者が入力した通行終了予定日。 

申請区分 新規申請、変更申請、更新申請のいずれかを出力。 

通行区分 片道・往復・片道往復混在のいずれかを出力。 

事業区分 路線、区域、路線Ａ，路線Ｂのいずれかを出力。 

対象車両 大型車誘導区間の適合基準を満たす場合に○を出力 

積載貨物品名 

 
分類 積載貨物品名コード表から選択した結果を出力。 

品名 積載貨物品名コード表から選択した結果を出力。 

車種区分 

 
車両の種類 車両分類より選択。 

軸種 軸種コードより選択。（トリプルあり／無しを表記） 

新規開発車両の基本通行条件 

 

高さ 
新規開発車両に該当し、車両諸元入力で「型式」入力を行い、予め
登録されたデータベースから選択した場合にのみ出力。 

長さ 

重量 

車両台数 トラック・トラクタおよびトレーラ台数を出力。 

車両型式 

自動車検査証の、形式を出力。単車の場合は上段に入力し、連結車
の場合は上段にトラクタ、下段にトレーラを出力。 

但し、ダブルスの場合、トレーラの車名及び型式は第１トレーラ、
第２トレーラともに出力しない。 

代表車両番号 
自動車検査証の登録番号を出力。単車の場合は上段に、連結車の場
合は上段にトラクタ、下段にトレーラを出力。 

総重量説明表 

自重 

 
トラック・ 

トラクタ自重 

車両重量を出力。 

 乗員（ 人） 

（ 人）内に乗員を出力し、1人当たり55ｋｇを乗じた重量をトン
で出力。 

※重量の出力例：1人（0.06ｔ）、2人（0.11ｔ）、3人（0.17ｔ） 

 第１トレーラ自重 車両重量を出力。 

 第２トレーラ自重 車両重量を出力。（フルトレーラ及びダブルスの場合） 

小計 
トラック・トラクタ自重、乗員およびトレーラ自重の合計値。 

※システムが自動的に出力。 

積載物重量 

 前部 積載物重量を出力。 

 後部 フルトレーラ、ダブルスの場合にのみ、後部の積載物重量を出力。 

 小計 
前部と後部の合計値を出力 

※システムが自動的に出力。 

合計 
自重小計と積載物重量小計の合計値。 

※システムが自動的に出力。 
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項目 出力内容 

車両諸元表 ※１ 

幅 入力値を出力。 

高さ 入力値を出力。 

長さ 入力値を出力。 

最大軸重 
計算した各軸重のうち最大値を出力。 

※システムが自動的に出力。 

最遠軸距 

最前軸から最後軸までの距離を出力。連結車の場合は、連結した状

態の距離を出力。 

※システムが自動的に出力。 

最小隣接軸距 
隣り合う軸間距離のうち最小値を出力。 

※システムが自動的に出力。 

リアオーバーハング 入力値を出力。（※任意、入力のない場合は 0 ㎝と表示） 

はみ出し長 入力値を出力。（※任意、入力のない場合は 0 ㎝と表示） 

最大軸重軸 

最外輪中心間距離 

軸重が最大となる軸の最外輪中心間距離を出力。 

※システムが自動的に出力。 

各輪の軸間距離及び

荷重点等の距離 

（l1～l8） 

車種区分コード表から該当する距離を出力。 

※システムが自動的に出力。 

荷重分布表 

輪数 各軸の輪数を出力。 ※ダブルタイヤは1輪。 

軸重 

 自重＋乗員 
自重＋乗員の軸重を出力。なお、乗員重量はＡ軸に配分される。 

※システムによる計算を行う。 

 積載物 
積載物の重量による軸重を出力。 

※システムによる計算を行う。 

 計 
合計値を出力。 

※システムによる計算を行う。 

輪荷重 
輪数あたりの荷重。 

※システムによる計算を行う。 

最外輪中心間距離

（G）コード 

各軸の最外輪中心間距離（G）コード表のコード番号を出力。 

※システムが自動的に出力。 

※１：普通申請による車両諸元は、申請車両そのものの数値が出力される。 
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車両諸元に関する説明書（普通申請）の出力様式を以下に示す。 

なお、複数軸種の申請の場合、各軸種毎に出力される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「新規開発車両の基本通行条件」において、新規開発車両の基本通行条件が無い場合、「該

当せず」と表示されます。 
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10.5.4 車両の諸元に関する説明書（包括申請） 

車両の諸元に関する説明書は、普通申請と包括申請で様式が異なる。包括申請の場合を以

下に示す。 

包括申請の場合、「車両諸元表」と「荷重分布表」が別用紙に出力される。 

 

Ⅰ．出力項目の定義 

「車両の諸元に関する説明書（普通申請）」と同じであるが、２枚目以降の合成値欄が

追加されている。また、包括申請の場合、一枚目の「各軸の軸間距離および加重点等の

距離」と「加重分布表」欄は空白で出力される。 

２枚目以降の出力項目の内容と様式は以下のとおりである。 

 

項目 出力内容 

合成値 

包括申請の場合は、車両自重、積載物重量、車両諸元および最大軸重、

リアオーバーハングは組合せの最大値を出力。 

はみ出し長は型式毎に入力された中の最大値を出力。 

最遠軸距、最小隣接軸距は入力値を出力。 

最大軸重軸最外輪中心間距離は組合せの最小値を出力。 

※システムが自動的に出力。 

 

 

なお、複数軸種の場合、軸種毎に出力される。 
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10.5.5 通行経路表 

  申請された経路ごとに通行経路表を出力する。 

 

I. 出力項目 

通行経路表に関する出力項目の内容は以下のとおりである。 

出力項目の内容と様式は以下のとおりである。 

 

項目 出力内容 

枚数順番号 通行経路表が複数にわたる場合に出力枚数を連番表示する。 

受付許可番号 受付許可番号を出力する。 

大型車誘導区間完結 大型車誘導区間で完結している場合、経路単位に○を出力する。 

経路番号 経路番号を出力する。 

通行区分 片道・往復のいずれかを出力する。 

出発地住所 入力した出発地の住所を出力する。 

目的地住所 入力した目的地の住所を出力する。 

路線名 選択した交差点番号を結ぶ路線名を出力する。 

交差点名 選択した交差点名、番号を出力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

受付許可番号： 国関整道交車　第999999号

経路番号 通行区分 出発地住所

路線名 - 市町村道　○○○号線 市町村道　○○○号線 市町村道　○○○号線

交差点名 ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９

路線名 市町村道　○○○号線 市町村道　○○○号線 市町村道　○○○号線 一般国道　○○○号線

交差点名 ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９

路線名 一般国道　○○○号線 一般国道　○○○号線 一般国道　○○○号線 一般国道　○○○号線

交差点名 ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９

1 片道

出発地住所

○○○○○ ○○○○○

経路番号 通行区分 出発地住所

路線名 - 市町村道　○○○号線 市町村道　○○○号線 市町村道　○○○号線

交差点名 ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９

路線名 市町村道　○○○号線 市町村道　○○○号線 市町村道　○○○号線 一般国道　○○○号線

交差点名 ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９

路線名 一般国道　○○○号線 一般国道　○○○号線

交差点名 ○○○○○＃９９９９９９９９９９ ○○○○○＃９９９９９９９９９９

2 片道

出発地住所

○○○○○ ○○○○○

大型車有効区間完結：

大型車有効区間完結：○

通行経路表

１枚数順番号
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II. 通行経路に関する制限事項の出力 

 ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度を適用した申請の場合 

ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度を適用した申請（特車ゴールド）にお

いては、通行経路表の最終ページに、以下の内容を帳票出力する。 

 

 

項目 入力内容 

制限事項（その1） 

大型車誘導区間外から大型車誘導区間内に進入する場合の注意

点を出力する。 

（※ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度の適用申請

に限る） 
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 制限事項（特殊車両通行許可不要制度を適用した申請の場合） 

国際海上コンテナ車（40ft背高）特殊車両通行許可不要区間を含む通行経路の申請（特

殊車両通行許可不要制度）を適用した申請においては、通行経路表の最終ページに、以

下の内容を帳票出力する。 

 

項目 入力内容 

制限事項（その2） 

特車許可不要区間外から区間内に進入・退出する場合の注意点を

出力する。 

（国際海上コンテナ車（40ft背高）特殊車両通行許可不要区間制

度の適用申請に限る） 
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10.5.6 経路図 

申請された経路ごとに経路図を出力する。 

経路図は、A4縦サイズ・縮尺1/300000で１面（タイルともいう）として割り振り、面（タ

イル）ごとに申請経路情報における選択経路が存在する場合のみ、経路図として出力する。 
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Ⅰ．出力項目の定義 

 

ａ．全経路図 

 出力項目の内容と様式は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 名称 書式 文字サイズ 色 枠 特記事項 

① 申請番号 次頁参照 12 黒 無  

② 日付 YYYY/MM/DD 8 黒 無 印刷日付を記述 

③ 自頁番号 － 14 黒 有  

④ スケーラ 次頁参照 8 黒 無  

⑤ 隣接頁番号 － 14 黒 有 

隣接地図の頁番号 

(存在する場合の

み) 

⑥ 経路数 経路数：n 12 黒 無  

⑦ 頁番号 
経路図印刷： 

nnn/mmm 
12 黒 無  
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10.5.7 委任状 

Ⅰ. 出力の定義 

申請者に変わって、申請書を提出する際に、代理人への権限委任する場合の出力を行う。 

委任状の出力様式を以下に示す。 

 

１）代理人、氏名あり 
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２）代理人氏名なし 
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10.6 算定関係帳票の説明 

10.6.1 特殊車両通行許可算定書（総合） 

Ⅰ. 出力項目の定義 

出力項目の内容と様式は以下のとおりである。 

 

項目 出力内容 

受付日 申請を受付した日を出力する。 

受付許可番号 申請時は空白で、受付後に記載される。 

通行開始年月日 申請者が入力した通行開始予定日。 

通行終了年月日 申請者が入力した通行終了予定日。 

申請区分 新規申請、変更申請、更新申請のいずれかを出力。 

申請分類 普通・包括を出力。 

経路指定方法 経路申請。 

申請車種 車両分類より選択。 

橋梁照査 

「高速自動車国道等及び指定道路」、「橋梁の設計荷

重がTL_20活荷重以上の道路」のそれぞれ海上コンテ

ナの橋梁照査式の適合判定の可否（適合／適合せず）

を出力。 

新規開発車両の基

本通行条件 
「高さ・長さ・幅」をそれぞれ出力。 

通行経路数 算定を行った経路数を出力。 

危険物積載の有無 「有・無」で出力。 

申請車両台数 トラック・トラクタ・トレーラそれぞれ出力。 

軸形式 軸種コードより選択。（トリプル軸表記あり） 

※複数軸種の包括申請時は、「申請分類」に表示する。 

 

特殊車両通行許可算定書（総合）の出力様式を示す。 
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10.6.2 特殊車両通行許可算定書 

Ⅰ．出力項目の定義 

特殊車両通行許可算定書の出力項目の内容は以下のとおりである。なお、ここに記載

されていない項目については、「特殊車両通行許可算定書（総合）」を参照のこと。 

 

項目 出力内容 ※１ 

受付日 申請を受付した日を出力する。 

受付許可番号 申請時は空白で、受付後に記載される。 

通行開始年月日 申請者が入力した通行開始予定日。 

通行終了年月日 申請者が入力した通行終了予定日。 

申請区分 新規申請、変更申請、更新申請のいずれかを出力。 

申請分類 普通・包括を出力。（車両諸元の違いあり） 

経路指定方法 経路申請。 

申請車種 車両分類より選択。 

新規開発車両の基

本通行条件 
「高さ・長さ・幅」をそれぞれ出力。 

危険物積載の有無 「有・無」で出力。 

申請車両台数 トラック・トラクタ・トレーラそれぞれ出力。 

申請寸法分類 超寸法の場合、出力。 

軸形式 軸種コードより選択。（トリプル軸の表示） 

車両幅 貨物を積載した状況の寸法を出力。 

車両高さ 貨物を積載した状況の寸法を出力。 

車両長さ 貨物を積載した状況の寸法を出力。 

車両自重 トラック・トラクタ自重、乗員およびトレーラ自重の合計値。 

前部積載物 トラックおよびトレーラの積載物重量を出力。  

後部積載物 フルトレーラの場合に、後部の積載物重量を出力。 

総重量 

トラック・トラクタ自重、乗員およびトレーラ自重の合計値。 

乗員：（ 人）内に乗員を記入し、1人当たり55ｋｇを乗じた重量をト

ンで出力。 

軸・重心間距離 

（l1～l15） 

車種区分コード表から該当する距離を車両四面図等から出力。 

※システムが自動的に出力。 

軸データ 

 最大軸重 車検証の車両重量を出力。 

 軸重計算結果 
軸重計算の結果を出力。 

※システムが自動的に出力。 

（表つづく） 
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（表つづき） 

車両諸元 

 

最大軸重 
計算した各軸重のうち最大値を出力。 

※システムが自動的に出力。 

最遠軸距 

最前軸から最後軸までの距離を（車両四面図等から）出力。連結車の

場合は、連結した状態の距離を出力。 

※システムが自動的に出力。 

隣接軸距 
隣り合う軸間距離のうち最小値を（車両四面図等から）出力。 

※システムが自動的に出力。 

最外輪中心間距

離 

軸重が最大となる軸の最外輪中心間距離を（車両四面図等から）出力。 

※システムが自動的に出力。 

通行条件 

 重量 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，個別審査のいずれかを出力。 

 寸法 Ａ，Ｂ，Ｃ、個別審査のいずれかを出力。- 

備考 

 常に出力 

合成値による車両情報登録が行われている場合及び軸種その他（トリ

プル軸有）においては、H1.9.29適用のトリプル軸を有するセミトレー

ラーの床版の許可限度重量算定方法は適用されません。 

 該当時に出力 
特例８車種において最大軸重が１０ｔを越える場合、バラ積み積載物

の許可はできません。 

 該当時に出力 車両高が4.3メートルを越えているため個別審査になります。 

 該当時に出力 
車両の幅と長さにより超寸法となる車両においては、全ての交差点で

個別審査となります。 

※１：包括申請の場合、合成車両で計算されるため、「軸・重心間距離」が空白で出力され

る。複数軸種の包括申請の場合、軸種毎に出力される。 

 

二枚目以降の出力（算定結果明細） 

項目 出力内容 

通行経路 申請した経路の件数を計算して出力。 

通行区分 片道・往復・片道往復混在のいずれかを出力。 

経路算定結果 個別審査もしくは、許可を出力。（個別審査がなければ許可） 

通行条件 重量、寸法の通行条件を出力。 

出発地住所 入力した出発地の住所を出力。 

目的地住所 入力した目的地の住所を出力。 

通行条件 

 狭小幅員 狭小幅員の障害件数を出力。 

 上空障害 上空障害の障害件数を出力。 

 曲線障害 曲線障害の障害件数を出力。 

 交差点 交差点の障害件数を出力。 

 橋梁 橋梁の障害件数を出力。 

 高速道路 高速道路の障害件数を出力。 

 スパン スパンの障害件数を出力。 

 通行規制 通行規制の障害件数を出力。 

 未収録 未収録の障害件数を出力。 
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Ⅱ. 出力様式  

出力様式は以下のとおりである。 

a．普通申請の場合 
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b. 包括申請の場合 
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ｃ．算定結果明細 
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10.6.3 Ｃ・Ｄ条件及び個別審査箇所一覧 

Ｃ・Ｄ条件及び個別審査箇所一覧については、「詳細版」と「簡易版」がある。 

 

・詳細版：Ｃ条件、Ｄ条件及び個別審査箇所全てを出力する。 

 

・簡易版：個別審査箇所全てを出力するが、Ｃ条件及びＤ条件については、厳しい方の

通行条件を１つだけ出力し、同じ通行条件の障害が複数存在する場合、出発

地に近い障害箇所を１つだけ出力する。 

 

Ⅰ．出力項目の定義 

a. 出力条件の定義 

１）審査明細(算定結果)の審査対象が橋梁の場合、通行条件(重量)がＣ､Ｄであるス

パン 

２）審査明細(算定結果)の審査対象が橋梁以外の場合、通行条件(寸法)がＣであるス

パン 

３）審査明細(算定結果)の審査結果が個別審査であるスパン 

４）審査明細(未採択道路)の全てのスパン 

b. 出力するスパンの定義 

審査の結果、区分する障害種別を下記に示す。 

１）障害種別：狭小幅員、上空障害、交差点、橋梁、高速道路、スパン、通行規制、

曲線障害 

２）個別審査区間（仮登録のスパンまたは交差点を含む） 

c. 出力方法 

申請経路順、審査番号順に出力する。 

出力項目を下記に示す。   

１）障害種別 

２）条件 

３）道路管理者 

４）路線名称 

５）地先名 

６）往復区分 

７）名称（交差点又は構造物） 

８）出発地側交差点名称、９）交差点地先名 

１０）目的地側交差点名称、１１）交差点地先名 

d. 表示上のルール 

 障害毎の詳細説明を下記に示す。 

１） 曲線個別審査の場合、車両占有幅を99.99と出力する。 

２） 備考欄に「車両の幅と長さにより超寸法となる車両においては、全ての交差点

で個別審査となります。」のコメントを出力する。 

３） 高速道路を通行する経路では、個別審査事務所毎に集約表記を行う。 

４） 仮登録による個別審査では、備考欄に、スパン障害）「仮登録のスパンです。」、

交差点障害）「仮登録の折進方向です。」のコメントを出力する。 
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Ⅱ. 出力様式  

 Ｃ・Ｄ条件及び個別審査箇所一覧の出力様式を以下に示す。 
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10.6.4 特殊車両通行許可協議交差点一覧 

経路毎に個別審査となる交差点だけを一覧表形式で出力する。 

 

I. 出力項目の定義 

 

項目 出力内容 

受付許可番号 申請時は空白で、受付後に記載される。 

軸数 申請車両の軸数とその構成を出力。 

枚数順番号 当該帳票の枚数を出力。 

通行経路 通行する経路番号を出力。 

出発地住所 通行する出発地住所を出力。 

目的地住所 通行する目的地住所を出力。 

申請期間 申請期間を出力。 

個別審査番号 個別審査番号を出力。 

道路管理者 道路管理者名を出力。 

路線名称 該当する路線名称を出力。 

地先名 該当する地先名を出力。 

往復区分 片道、往復の区分を出力。 

名称（交差点又は構

造物） 
該当する交差点名・交差点番号を出力。 

隣接交差点Ａ 該当する隣接交差点名を出力。 

隣接交差点Ｂ 該当する隣接交差点名を出力。 

 

Ａ→●→Ｂ 交差点Ａから進入し、当該交差点を交差点Ｂ方向へ折進する場合。 

Ｂ→●→Ａ 交差点Ｂから進入し、当該交差点を交差点Ａ方向へ折進する場合。 

分類値① 対向車線を侵して折進できる車両の寸法分類値。 

分類値② 対向車線を侵さずに折進できる車両の寸法分類値。 

Ⅲ 対向車線を侵して折進できる車両分類値。 

不 対応車線を侵さず折進できる車両分類値。 

 

 特殊車両通行許可協議交差点一覧の出力様式を次項以降に示す。 

 

 

a. その他 

１） 個別審査箇所が仮登録交差点の場合、備考欄に「仮登録の折進方向です。」の

コメントを出力する。 
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10.6.5 高速重量算定（照査１および照査２）不適合車両一覧 

高速自動車国道等における許可限度重量算定要領の結果として、下記項目について照査

結果を出力する。 

 

１） 照査１（軸重と軸距の関係）  

トラクタとトレーラの組合せによらず、照査結果が求められる。 

 

２） 照査２（軸重群と軸距の関係） 

トラクタとトレーラの組合せにより照査結果が求められる。 

なお、トリプル軸無とトリプル軸有で、出力項目、様式が異なる。 

 

Ⅰ．出力項目の定義 

a. トリプル軸無の車両の場合 

項目 出力内容 

軸数 申請車両の軸数とその構成を出力。 

枚数順番号 当該帳票の枚数を出力。 

整理番号 
車両諸元に関する説明書の整理番号に合わせ通し番号を出力。 

※システムが自動的に出力。 

軸重計算結果 

（Ａ～Ｆ） 

軸重計算の結果を出力。 

※システムが自動的に出力。 

車両諸元  

軸重計算結果 トラック・トラクタ自重、乗員およびトレーラ自重の合計値。 

 車両諸元 
計算した各軸重のうち最大値を出力。 

※システムが自動的に出力。 

照査２計算結果 

 Ｍ６０ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

 Ｓ２０ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

 Ｍｆ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

 Ｍｓ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

 Ｓｓ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

判定 

 照査１ 
照査の結果を「○・×」で表示。通行経路中に含まれる高速道路等ス

パンの内、最も小さいＫ値に基づき算出。 

 照査２ 照査の結果を「○・×」で表示。トラクタとトレーラの組合せで算出。 
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b. トリプル軸有の車両の場合 

  

項目 出力内容 

軸数 申請車両の軸数とその構成を出力。 

枚数順番号 当該帳票の枚数を出力。 

整理番号 
車両諸元に関する説明書の整理番号に合わせ通し番号を 

※システムが自動的に出力。 

軸重計算結果 

（Ａ～Ｆ） 

軸重計算の結果を出力。 

※システムが自動的に出力。 

車両諸元  

軸重計算結果 トラック・トラクタ自重、乗員およびトレーラ自重の合計値。 

 車両諸元 
計算した各軸重のうち最大値を出力。 

※システムが自動的に出力。 

照査２計算結果 

 Ｍ６０ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

 Ｓ２０ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

 Ｍｆ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

 Ｍｓ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

 Ｓｓ 「高速自動車国道等の橋梁照査適合車両算定式」より算出。 

判定 

 

照査１ 
照査の結果を「○・×」で表示。通行経路中に含まれる高速道路等ス

パンの内、最も小さいＫ値に基づき算出。 

照査２ 照査の結果を「○・×」で表示。トラクタとトレーラの組合せで算出。 

処理形式 ト トラクタ・トレーラ毎の床版に与える影響を審査。 

処理形式 タ 車両全体の最大軸重、最小隣接にて与える影響。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速重量算定（照査１および照査２）不適合車両の出力様式を以下に示す。 
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トリプル軸有の場合 
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トリプル軸無場合 
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10.6.6 通行規制情報一覧 

 申請された経路毎に道路情報便覧に登録されている通行規制区間の内、公安委員会が設定

した情報一覧を出力する。 

なお、本帳票は、あくまでも参考帳票であり、特車通行に関しては、道路法、道路運送車

両法の関係法令を遵守して運行すると供に、現地の通行規制に従うこと。 

 

Ⅰ．出力項目の定義 

 道路管理者が設定した通行規制は、Ｃ・Ｄ条件及び個別審査箇所一覧に出力される。 

 

項目 出力内容 

受付許可番号 申請時は空白で、受付後に記載される。 

軸数 申請車両の軸数とその構成を出力。 

枚数順番号 当該帳票の枚数を出力。 

通行経路 通行する経路番号を出力。 

出発地住所 出発地住所を出力。 

目的地住所 目的地住所を出力。 

備考  

通行規制区間：道路管理

者名 
通行規制区間である道路管理者名を出力。 

通行規制区間：路線名称 通行規制区間である路線名称を出力。 

通行規制区間：往復区分 片道、往復区分を出力。 

通行規制区間：出発地側 通行規制区間である出発地交差点・地先名を出力。 

通行規制区間：目的地側 通行規制区間である目的地交差点・地崎名を出力。 

通行規制期間 通行規制区間を出力。 

通行規制時間帯 通行規制時間帯を出力。 

通行規制理由 通行規制となる理由を出力。 

通行条件 通行条件を出力。 

 

 

 

a. その他 

１） 通行規制箇所が仮登録スパンの場合、通行条件欄に「仮登録のスパンです。」

のコメントを出力する。 
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通行規制情報一覧の出力様式を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

申請支援システム                           10.各種帳票 

 

10－56 

10.6.7 重さ高さ指定道路一覧 

 

Ⅰ．対象となる事項の定義 

a. 対象車両 

車両高が3.8メートルを超える海上コンテナ、特例８車種。 

b. 重さ指定道路 

総重量の一般的制限値を長さ及び軸距に応じて最大25tとするものとして各道路管理

者が指定した道路。 

c. 高さ指定道路 

車両高さの一般的制限値を最大4.1mとするものとして各道路管理者が指定した道路。 

d. 重さ、高さ指定道路外の定義 

重算定結果帳票出力時に申請経路に指定されている「高さ指定道路外」、「重さ指定

道路外」のスパン情報を、【重さ、高さ指定道路外スパン一覧】に出力する。 

 

出力項目の内容と様式は以下のとおりである。 

 

項目 出力内容 

受付許可番号 

・受理番号の内、管理事務所コード（Ｘ）と一連番号を出力フ

ォーマットに変換して出力。 

・受理前や自治体の場合、空欄。 

枚数順番号 当該帳票の枚数を出力。 

通行経路 申請した通行経路の番号を出力する。 

出発地住所 出発地住所を出力。 

目的地住所 目的地住所を出力。 

障害種別 区間であるため、スパンを固定出力。 

条件 

・申請車種の車両高が3.8メートルを超えている海上コンテナ

の場合は“要審査”、同特例８車種の場合、"不可"。 

・上記以外の場合、空欄。 

道路管理者名 該当する道路管理者名を出力。 

路線名称 該当する路線名称を出力。 

地先名 常に"-"を出力。 

往復区分 
経由地往復区分を"往"、"復"、"往復"の漢字文字列に変換して出

力。 

名称（交差点又は構造物） 常に"-"を出力。 

出発地側交差点（地先名） 隣接する交差点番号（地先名）を出力する。 

目的地側交差点（地先名） 隣接する交差点番号（地先名）を出力する。 

 

a. その他 

１） 対象のスパン障害箇所が仮登録スパンの場合、備考欄に、審査結果の各種注釈

の後に「仮登録のスパンです。」を追加したコメントを出力する。 
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 出力様式を以下に示す。 
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10.6.8 ETC2.0簡素化制度申請 大型車誘導区間内通行条件 

 

Ⅰ．対象となる事項の定義 

 

a. 対象車両 

ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度の適用申請（以下、ETC2.0簡素化

制度申請という） 

 

b. 大型車誘導区間 

大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することにより、適正な道路利用を促進し、

道路の老朽化への対応を進めるため、平成25年6月5日に公布された「道路法等の一部

を改正する法律」では、国土交通大臣において、大型車両の通行を誘導すべき道路の

区間と指定された道路。 

 

c. 大型車誘導区間算定結果の定義 

ETC2.0簡素化制度申請における大型車誘導区間内を走行する際の通行条件の情報

を記した帳票になる。 

大型車誘導区間算定結果の帳票は、実車・空車毎に出力する。 

なお、算定結果のうち、スパンの通行方向による通行不可及び進入禁止のために通

行不可となる交差点折進は出力されない。 

※本帳票のシステムからの出力時に時間を要する場合があります。 

 

d. 出力条件の定義 

１）日本全国の大型車誘導区間を全て対象とした算定結果を出力する 

２）算定結果の審査対象が橋梁の場合、通行条件(重量)がＣ､Ｄであるスパン 

３）算定結果の審査結果が個別審査であるスパン 

４）算定結果の審査結果が個別審査であるスパン 

５）算定結果の審査結果が通行不可であるスパン 

 

e. 出力する障害種別の定義 

審査の結果、区分する障害種別を下記に示す。 

 

１）障害種別：狭小幅員、上空障害、交差点、橋梁、高速道路、スパン、通行規制、

曲線障害 

２）個別審査区間 
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f. 出力方法 

 

申請経路順、審査番号順に出力する。 

出力項目を下記に示す。 

 

１）障害種別 

２）条件 

３）道路管理者 

４）路線名称 

５）地先名 

６）往復区分 

７）名称（交差点又は構造物） 

８）出発地側交差点名称、９）交差点地先名 

１０）目的地側交差点名称、１１）交差点地先名 

 

g. 表示上のルール 

１） 経路番号、出発地住所、目的地住所、備考欄は空欄とする。 

２） 算定結果の審査結果が個別審査である場合には、条件欄に「－」と出力し、備

考のメッセージ表示欄に「包括許可対象外」と出力する。 
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出力様式を、実車時、空車時のそれぞれの帳票様式を以下に示す。 
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11. 申請データの算定 

本章では、申請データを用いた算定機能についての説明を行います。 

 

申請データの算定の流れに沿って、算定予約（→11.2）、算定結果参照（→11.3）、算

定結果帳票印刷（→11.3.1～11.3.3）、帳票印刷プログラムのダウンロード（→11.4）に分

けて説明します。 

 

※ 平成27年3月のシステム改修による追加機能により、申請書作成状況一覧から算定結果

の帳票をダウンロードできるようになりました。（詳細は、「5.申請書作成状況一覧」

を参照してください。） 

 

 

11.1 申請データの算定機能のフロー 

申請データの算定画面において、申請データを指定し算定予約を押すと算定予約受付情

報画面に遷移します。 

申請データの算定画面に戻り、予約完了時に取得した申請番号を入力し算定結果参照を

押すと、算定結果帳票出力方法選択画面に遷移します。そこでは、算定が完了した申請の

算定結果を出力します。 

なお、算定結果帳票はPDF形式で出力されます 

 

以下に申請データの算定機能のフローを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請支援システムへのログイン画面

申請データの算定画面

算定結果帳票出力方法選択画面算定予約受付情報画面

簡易帳票出力 簡易帳票出力

算定予約 算定結果参照

算定機能のみご利用の方はこちら

※予約完了時に申請番号を取得
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11.2 申請データの算定予約 

申請支援システムへのログイン画面で算定機能のみご利用の方はこちらボタンを押す

と、以下の申請データの算定画面が表示されます。 

ここでは、申請データの算定予約を行います。 

申請データの保存先を参照ボタンより選択する、もしくは直接ファイル名を入力して算

定予約ボタンを押してください。算定予約ボタンを押すと、算定予約受付情報画面に遷移

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請データファイルで指定できる申請データの種類は以下の通りです。 

 

 

表 11.2-1 指定できる申請データの種類一覧 

データを作成したシステム名 拡張子 

オンライン申請支援システム 
tks 

bin 

電子申請書作成システム bin 

 

 

※オンライン申請において許可証受領時に受付システムからダウンロードした、許可番

号付き経路図作成用のファイル（「xxxxxxxxx.bin」）は使用できません。 

 

 

 

 

 

③ 

② ① 
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 申請データファイルの算定予約をする 

手順 操作内容 

１ ①ファイル名を入力するか②参照を押し該当するファイルを選択する。 

２ ③算定予約を押す。 

算定予約受付情報画面 
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 算定予約受付情報 

申請データの算定画面において、申請データを指定し算定予約ボタンを押すと、算定予

約受付情報画面が表示されます。 

算定予約受付情報画面では申請番号とアクセスキーが表示されます。この申請番号とア

クセスキーは、算定結果を参照する際に必要になりますので、必ずメモして控えておいて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①申請番号とアクセスキー 
申請番号とアクセスキーが表示されます。 
この申請番号を元に申請データの算定画面で、算定結果を参照する申請データを
指定します。 

 
※この申請番号とアクセスキーがないと算定結果を参照することができませんの
で、必ずメモして控えておいてください。 

 
②作成待ち番号 
作成予定の順番が表示されます。 

 
③前画面へ戻る 
申請データの算定画面に戻ります。 

 

 算定予約を終了する 

手順 操作内容 

１ ①申請番号とアクセスキーをメモするなどして控える。 

２ ③前画面へ戻るを押す。 

申請データの算定画面 

 

 

② 

③ 

① 
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なお、申請データの算定画面で算定予約ボタン押下後、申請データに誤りや不備がある

場合は、以下のような算定予約エラー画面が表示されます。 

 

以下のような算定予約エラー画面が表示された場合は、前画面へ戻るボタンを押し、申

請データの算定画面に戻って、再度正しい申請データを指定しなおしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※エラーの内容は、指定したデータや申請データの内容によって異なります。 
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11.3 算定結果参照 

申請支援システムへのログイン画面で算定機能のみご利用の方はこちらボタンを押す

と、以下の申請データの算定画面が表示されます。 

ここでは、算定予約を行った申請データの算定結果を参照します。 

申請番号入力欄に、算定予約受付情報画面で取得した申請番号およびアクセスキーを入

力し、算定結果参照ボタンを押してください。算定結果参照ボタンを押すと、算定結果帳

票出力方法選択画面に遷移します。 

なお、算定結果参照は申請データの算定予約の直後でなくとも行うことができます。 

 

申請データの算定画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請番号とアクセスキー 

 算定予約受付情報画面で取得する申請番号の上位２桁は必ず「98」がつくため

「98」の部分は入力する必要はありません。 

この画面の申請番号入力欄では「98」以降の番号を入力してください。 

 アクセスキーはそのまま４桁の英数字を入力してください。 

 算定結果を参照する 

手順 操作内容 

１ ①申請番号とアクセスキーを入力する 

２ ②算定結果参照を押す。 

算定結果帳票出力方法選択画面 

② 

① 
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申請データの算定画面で算定結果参照ボタンを押した際、算定が完了していない場合、

以下のような算定予約情報画面が表示されます。 

以下のような画面が表示された場合はまだ算定中ですので、しばらくお待ちの上、申請

データの算定画面で、再度算定結果参照ボタンを押してください。 

 

算定予約情報画面（算定中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、算定結果がエラーだった場合は、以下のような算定エラー画面が表示されます。

メッセージの内容は申請データの内容によって異なります。 

表示されたメッセージの内容をご確認ください。 

 

算定エラー画面例 
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 アクセスキーの入力に誤りがある場合は以下のような算定結果検索エラー画面が 

表示されます。 

 

 

 

アクセスキー入力誤り画面 
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 算定結果帳票出力方法選択 

申請データの算定画面において、算定予約済みの申請番号を入力し算定結果参照ボタン

を押すと、算定結果帳票出力方法選択画面が表示されます。 

算定結果帳票出力方法選択画面では、障害数を確認し、各種帳票の印刷を行います。 

 

算定結果帳票出力方法選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

① 

③ ④ ⑤ 

⑥ 
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①帳票出力選択 

C・D条件及び個別審査箇所一覧、特殊車両通行許可協議交差点一覧の出力を選択

します。出力しない場合は、チェックを外してください。 

 

②算定結果表示 

算定後発生した障害数を表示します。 

複数の軸種の包括申請を行った場合は、軸種毎に障害数を表示します。 

 

③簡易帳票出力 

申請情報と算定結果から、簡易帳票の出力を行います。 

 

④詳細帳票出力 

申請情報と算定結果から、詳細帳票の出力を行います。 

 

⑤前画面へ戻る 

申請データの算定画面に戻ります。 

 

⑥大型車誘導区間手数料対象申請に関するメッセージ表示 

大型車誘導区間手数料対象申請に該当する申請データである場合には、次のメッ

セージが表示されます。 

「大型車誘導区間手数料対象申請です。」 

 

 

簡易帳票印刷では、C・D条件及び個別審査個所一覧が簡易表示されます。 

表示内容は、次の通りです。 

 

① 障害種別毎に、経路単位でC・D条件については厳しい方の通行条件の障害を１つ

だけ表示されます。 

なお、同じ通行条件の障害が複数存在する場合、出発地に近い障害が1つだけ表示

されます。 

 

② 個別審査、通行不可は全て表示されます。 

 

障害名称 表示内容 

狭小幅員 C条件は1件だけ表示。個別審査は全件表示。 

上空障害 C条件は1件だけ表示。個別審査は全件表示。 

曲線 C条件は1件だけ表示。個別審査は全件表示。 

交差点 C条件は1件だけ表示。個別審査は全件表示。 

橋梁 C・D条件は厳しい条件は1件だけを表示。個別審査は全件表示。 

高速道路 個別審査は全件表示。 

スパン 個別審査は全件表示。 

通行規制 全件表示。ただし道路管理者が設定した通行規制に限る。 

未収録 個別審査は全件表示。 
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 簡易帳票の印刷 

算定結果帳票出力方法選択画面において、簡易帳票出力ボタンを押すと、ファイルのダ

ウンロード画面が表示されます。 

帳票ファイルを開く場合は「ファイルを開く(O)」を選択してください。 

（なお、帳票ファイルのデータを保存する場合は「保存(S)」もしくは「名前をつけて保

存(A)」を選択してください。） 

 

ファイルのダウンロード画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定結果印刷画面が表示（起動）されます。印刷を行いたい文書を選択し、印刷を行い

ます。 
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簡易帳票印刷画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷を終了する場合はこ

こを押してください。 

Ctrlキーを押しながら、

印刷したい文書を 

選択（チェック）します 

印刷は、右クリックを

押して「ページを印刷」

クリックすると実行さ

れます 
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 詳細帳票の印刷 

算定結果帳票出力方法選択画面において、簡易帳票出力ボタンを押すと、ファイルのダ

ウンロード画面が表示されます。 

「ファイルを開く(O)」を選択してください。 

（なお、帳票ファイルのデータを保存する場合は「保存(S)」もしくは「名前をつけて保

存(A)」を選択してください。） 

 

ファイルのダウンロード画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定結果印刷画面が表示（起動）されます。印刷を行いたい文書を選択し、印刷を行い

ます。 
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詳細帳票印刷画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※帳票の表示画面の操作方法及び各種帳票の印字内容の説明は第10章を参照してください。 

 

 

11.4 帳票印刷プログラムのダウンロード 

 

過去の許可証データ等を閲覧する場合は、帳票印刷プログラムをインストールする必要

があります。すでにインストール済みの方はインストールする必要はありません。 

 

「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」（以降「PRサイト」とする。）

のダウンロードページより「帳票印刷プログラム（Tblprint）」をダウンロードし、概要

に記載されている手順に従って使用してください。 

 

 

 

  

印刷を終了する場合は 

ここを押してください。 

Ctrlキーを押しながら、

印刷したい文書を 

選択（チェック）します 

印刷は、右クリックを

押して「ページを印刷」

クリックすると実行さ

れます 
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12. ログインパスワードについて 

本章では、ログインパスワードにについての説明を行います。 

 

12.1 ログインパスワードの形式 

申請支援システムへのログインパスワードは英字、数字、記号を含む４桁であることが

必須です。 

 

12.2 パスワードの有効期限 

パスワードの有効期間が10年となり、パスワードを取得後10年が経過すると、パスワー

ド取得が必須となります。また、これまでの、記号を含まないパスワードも有効期限切れ

の扱いとなり、パスワードの取得が必須です。 

 

12.3 連続3回ログイン失敗時のパスワードロック 

連続3回ログインに失敗すると、パスワードロックされ、ロック後1時間の間はログイン

することができなくなります。 

 

12.4 パスワード変更機能の廃止 

ログインユーザによるパスワード変更機能が廃止されました。 
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12.5 パスワードの取得 

記号を含まないパスワード、パスワードの有効期限切れの場合は、ログイン後に以下の

画面が表示されます。「パスワード取得」ボタンを押して、パスワードを取得してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パスワード取得」ボタンを押すと、以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確認（必ず押すこと）」ボタンを押すと、以下の画面が表示され、パスワードが有効

になります。 
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13. 申請書提出 
本章では、既に作成してある申請書データの提出の説明を行います。 

 

 

13.1 申請書提出 
申請書データの提出方法は以下の二通りがあります。 

・申請支援システムメインメニュー画面からの提出 

・申請書作成状況一覧画面からの提出(申請書データのアップロード不要) 

 

(1) 申請支援システムメインメニュー画面からの提出 

 

申請支援システムメインメニュー画面において、申請書提出を選択すると、申請者

メニュー画面に移ります。 

 

 

申請支援システムメインメニュー画面 
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申請者メニュー画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請書提出 

手順 操作内容 

１ ① 申請書提出を押す。 

申請手続選択画面 

 

 

 

① 
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(2) 申請書作成状況一覧画面からの提出(申請書データのアップロード不要) 

 

申請書作成状況一覧画面において、該当申請番号の提出を選択すると、申請者メニ

ュー画面に移ります。 

 

申請書作成状況一覧画面 

 
 

提出した申請データを再利用する場合には、以下どちらかの手順で申請データのダウンロ

ードをお願い致します。 

 

   ・提出前にダウンロードを実施する 

  ・提出後に申請支援システムメインメニュー画面から、申請書作成状況一覧画面に移り、 

ダウンロードを実施する 

 

 

 ※注意点※ 

  提出を行う申請データは、申請書の申請日が、提出する日付（当日）となっていない場

合には、オンライン送信が行えません。申請日≠提出日となっている場合には、申請書の

日付を修正した申請データで提出作業を行ってください。 
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申請手続選択画面 

 

 
 

 

13.2 申請手続開始 

以降の操作は別冊「受付システム操作マニュアル」の「３．４．１（２）（a）申請手続

きの開始」を参照してください。 

 

＜ダウンロード方法＞ 
「受付システム操作マニュアル」については、「特殊車両通行許可申請におけるオンライ

ン申請の紹介」（ＰＲサイト※）のダウンロードページからダウンロードして下さい。 

※http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/ 
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14. 申請状況照会 
本章では、申請者に関連する申請状況の確認の説明を行います。 

 

14.1 申請状況照会 
申請支援システムメインメニュー画面において、申請状況照会を選択すると、申請検索

画面が表示されます。 

 

 

申請支援システムメニュー画面 
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申請検索画面 

 

 
 

以降の操作は別冊「受付システム操作マニュアル」の「3.5.1(2)(c)申請の検索」を参

照してください。 

 

＜ダウンロード方法＞ 
「受付システム操作マニュアル」については、「特殊車両通行許可申請におけるオンライ

ン申請の紹介」（ＰＲサイト）のダウンロードページからダウンロードして下さい。 
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15. ETC2.0車載器登録 
本章では、業務支援型ETC2.0装着車への各制度に参加するに伴い、必要となる車両と車

載器の組合せ情報の登録方法と利用制度を適用するにあたっての利用規約への同意するた

めの操作方法について記載します。 

 

＜現在利用可能な利用制度＞ （2019年9月現在） 

① ETC2.0簡素化制度［通称：特車ゴールド）］ 

② ダブル連結トラック 

③ 許可期間延長 

④ 特車許可不要区間 

 

 

15.1 ETC2.0車載器の登録方法 
事前の業務支援用ETC2.0車載器の利用登録は、申請支援システムメインメニュー画面か

ら、ETC2.0車載器登録ボタンを選択します。 

 

申請支援システムメインメニュー画面 

 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面へ 
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ETC2.0車載器 利用登録（初期）画面 

 

 
 

 

 

ETC2.0装着車 利用登録画面の操作メニューから、以下の操作を行います。 

 

・車両追加：車両と車載器の組合せ情報を新たに登録する場合 

・車載器変更：車載器情報の変更を行う場合 

・利用制度の変更：車両と車載器の対象となる制度を変更する場合 

・削除実行：車両と車載器の組合せ情報を削除する場合 

 

※ 利用制度を適用した後に、車載器の変更・削除や利用制度の変更を行う場合には、

制約事項等がありますので、ご注意ください。 
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 ETC2.0車載器情報の登録 

ETC2.0車載器情報の登録を行う場合は、車両追加ボタンを選択してください。 

選択後、ETC2.0車載器 車両追加画面に遷移します。 

 

ETC2.0車載器 車両追加画面では、「車両番号」、「車載器管理番号」、「ASL-ID」の

各情報を入力します。 

車両追加を中止する場合は、閉じるボタンを選択します。 

 

 

 

ETC2.0車載器 利用登録（初期）画面 

 

 
 

 利用登録車両の登録 

手順 操作内容 

１ ①車両追加を押す。 

ETC2.0車載器 車両追加画面 

 

［留意事項］ 

複数の事業者での車両（車両番号と車載器管理番号の組合せ）の持ち合いを考慮し、

複数の事業者が同一の車両番号・車載器管理番号の組合せの車両にて、ETC2.0車載器

利用登録ができるようになっています。 

 

 

  

① 
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ETC2.0車載器 車両追加画面 

 

 
 

 利用登録情報の入力 

手順 操作内容 

１ 

①利用登録を行う車両番号を入力します。 

なお、 ボタンを押すと、「陸運支局-自動車車検登録事務所一覧画面」が表示され、

事務所一覧から設定を行うことができます。 

２ 
②利用登録を行うETC2.0車載器の管理番号を入力します。 

※ 5行－8行－6行の計19桁の形式で入力してください 

３ 
③利用登録を行うETC2.0車載器のASL-IDを入力します。 

※ 12桁で入力してください 

４ ④利用登録の内容が正しく入力されていることを確認し、追加ボタンを押します。 

５ ⑤閉じるボタンを押すと、本画面を閉じます。 

ETC2.0車載器 利用登録画面へ 

 

陸運支局-自動車車検登録事務所一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④ ⑤ 

① 

③ 

② 
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なお、入力内容に正しく入力されていない場合には次のようなメッセージが表示されます。 

 

A) 車両番号が未入力となっている場合 

 
 

B) 車載器管理番号が未入力となっている場合 

   
 

C) ASL-IDが未入力となっている場合 

   
 

D) 車載器管理番号が5桁－8桁－6桁の計19桁の形式で入力されていない場合 

   
 

E) ASL-IDが12桁で入力されていない場合 
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F) 車載器管理番号とASL-IDの組合せ（ペア）が一致しない場合 

 ※ASL-IDは予め決められた車載器管理番号で正しく入力してください。 

  （メッセージが表示されるような場合は、取付店又は車載器製造メーカにご確認下さい。） 
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 利用登録情報の確認 

ETC2.0 車両追加画面で正しく利用する車両の車両情報及び装着している業務支援用

ETC2.0 車載器の情報が入力された状態で追加ボタンを押すと、ETC2.0車載器利用登録画

面に登録した車両情報が一覧で表示されます。 

 

利用登録した「車両番号」、「車載器管理番号」、「ASL-ID」及び「利用制度」の情報

を再度確認し、誤りがない場合には、戻るボタンを押して、申請データの作成に移ります。 

さらに、追加登録する場合や、車載器情報の変更、利用制度の変更等過去に登録した情

報を削除する場合は、以下の操作手順に従って、操作します。 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 
 

 

 利用登録情報の確認 

手順 操作内容 

１ 
ETC2.0車載器 車両追加画面で入力した情報が一覧表の①に正しく表示されているこ

とを確認します。 

２ 
⑨申請支援システムメニュー画面へ戻るボタンを押すと、申請支援システムメニュー

画面に戻ります。 

３ 

別の車両情報またはETC2.0 車載器の情報の組合せを追加する場合は、④車両追加ボ

タンを押して、ETC2.0車載器 車両追加画面から利用する車両の車両情報及び業務支

援用ETC2.0 車載器の情報を登録します。 

４ 

利用登録後、許可期間中に車載器故障等のため車載器の変更が必要となった場合は、②

の選択欄にチェックを入れて、⑤車載器変更ボタンを押すと、変更できるようになり

ます。利用する制度にチェックを入れて⑥利用制度の変更ボタンを押し、各利用規約

に同意すると利用制度が適用されます。 

利用登録が不要となった場合には、②の選択欄にチェックを入れて、⑦削除実行ボタ

ンを押すと、対象Noの車両情報が削除されます。 

選択欄のチェックボックスを戻す場合は⑧リセットボタンを押します。 

複数の車両が登録されている場合、③にチェックを入れると全車両のチェックと解除

を行うことができます。 

 

④ 

③ 

② ① 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
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 利用登録車両追加 

 Ⅰと同様の操作となります。 

［留意事項］ 

すでに「車両番号」または「車載器管理番号」が登録されている場合、同じ「車両番

号」および「車載器管理番号」の追加はできません。 

 

 

 利用登録車両の車載器変更 

  ETC2.0車載器 利用登録画面の車載器変更ボタンを押すと、ETC2.0車載器 車載器変更

画面が表示されます。 

 

  
 

 

 

手順 操作内容 

１ 選択した車載器変更を行う①車両番号（変更不可）が表示されます。 

２ ①新しい②車載器管理番号、③ASL-IDを入力します。 

３ ④変更ボタンを押すと、車載器管理番号とASL-IDが変更されます。 

４ 変更をキャンセルする場合は、⑤閉じるボタンを押します。 

 

  

① 

② 

③ 

④ ⑤ 
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なお、既に利用登録済みである車両情報と同一の車両番号、車載器管理番号、ASL_IDを

入力した場合には、次のようなエラーメッセージが表示されます。 

 

注意）ETC2.0車載器 利用登録において、車両情報は申請者IDに関係なくシステムに登録

されます。 

利用登録画面に表示されていない場合でも、既に他の申請者が利用登録した場合に

ついては登録不要です。 

 

A) 車両番号が既に登録されている場合 

  
 

B) 車載器管理番号が既に登録されている場合 

 
 

 

また、利用登録済みの車両情報を削除する際は、次の確認メッセージが表示されます。 

 

C) 利用登録済みの車両情報を削除実行した場合 

  
 

一度、削除実行した車両番号およびETC2.0車載器の組合せは、システム登録できなくなり

ます。その場合には、特車運用事務局までご相談ください。 

  

9999999999999999999 
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D) 登録した利用制度の解除（チェックを外した）した場合 

  
 

 
 

※ 対象の車両で既に許可証が発行されている場合にも、利用制度を解除または、車載

器削除を実行してしまうと、その許可証は無効となりますので、ご注意ください。 
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15.2 ETC2.0簡素化制度利用登録 
平成28年1月28日から運用が開始されている『ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化

制度（通称「特車ゴールド申請」）』を適用する場合、業務支援用ETC2.0車載器の車両への

装着及び車載器情報の登録が必要になります。また、登録情報に基づき、道路管理者が特定

プローブ情報を利用することについて同意を頂く必要があります 

 

※ 『ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要綱（平成28年1月 国土交

通省）における“4 利用条件”の（2）～（4）を行います。 

 
 

 ここでは、その利用登録方法について記載します。 

※ なお、以前に、特車ゴールド申請を行っていただいているETC2.0車載器に関しては、

チェックが入った状態となっております。 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

  
 

 利用制度の変更 

手順 操作内容 

１ 

（ETC2.0簡素化制度利用登録を行う場合は、対象の車載器取付車両のレコードの利用

制度のうち、“ETC2.0簡素化制度”のチェックボックスを選択します。 

※利用制度を同時に複数選択することも可能です。 

２ 
同レコード上の右端の選択チェックボックスを選択し、①利用制度の変更ボタンを押

下します。 

ETC2.0車載器利用制度 利用規約画面 
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手順２を実施した際に、次のようなメッセージが表示されますので、OKボタンを押下します。 

操作を取りやめる際には、キャンセルボタンを押下すると、ETC2.0車載器 利用登録画面に

戻ります。 

 

 
 

 

利用規約を確認した上で、ETC2.0簡素化制度利用登録を行う場合は「同意する」を、不

要の場合は「同意しない」を選択してください。 

 

※ 初回の利用制度の登録に限り、「ETC2.0車載器利用制度 利用規約」の画面が表示さ

れます。 

 

 

ETC2.0車載器利用制度 利用規約画面 

 

 
 

① 
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 利用規約の同意選択 

手順 操作内容 

１ 
（ETC2.0簡素化制度を利用しない場合など）同意しないを選択すると、ETC2.0車載

器 利用登録画面に戻ります。 

２ 利用規約を確認し、①同意するを押す。 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 

 

 

利用規約に同意すると、ETC2.0 車載器利用登録が完了となります。 

以下の手順に従って、登録内容に誤りがないか確認を行ってください。 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 
 

 登録内容の確認 

手順 操作内容 

１ 

次のETC2.0利用制度の登録内容を確認します。 

・「ETC2.0車載器は登録されました。」のメッセージが表示される。 

・利用制度の変更した車両番号とETC2.0車載器のレコードが黄色ハンチングされる。 

・利用制度を登録した制度に、チェックが入り、橙色ハンチングされる。 

２ 
他に変更登録等がない場合には、①申請支援システムメニューに戻るを押すと、申請

支援システムメニュー画面に戻ります。 

申請支援システムメニュー画面 
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15.3 ダブル連結トラック利用制度の利用登録 
 平成31年1月29日より、「長さが２１ｍを超えるフルトレーラ連結車の申請」の緩和制度の

適用およびオンライン申請の受付が開始されています。 

２１ｍ超車両の申請は、業務支援用ETC2.0車載器の車両への装着及び車載器情報の登録が

必要になります。また、登録情報に基づき、道路管理者が特定プローブ情報を利用すること

について同意を頂く必要があります 

 ここでは、その利用登録方法について記載します。 

※ なお、現在、ダブル連結トラックのオンライン申請を受付している事務所は、中部地

方整備局の名古屋国道事務所に限られます。 

参照) http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/21m_over_sinsei_20190129.pdf 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

  
 

 利用制度の変更 

手順 操作内容 

１ 

（ダブル連結トラック利用制度を行う場合は、対象の車載器取付車両のレコードの利

用制度のうち、“ダブル連結トラック”のチェックボックスを選択します。 

※利用制度を同時に複数選択することも可能です。 

２ 
同レコード上の右端の選択チェックボックスを選択し、①利用制度の変更ボタンを押

下します。 

ETC2.0車載器利用制度 利用規約画面 

 

手順２を実施した際に、次のようなメッセージが表示されますので、OKボタンを押下します。 

操作を取りやめる際には、キャンセルボタンを押下すると、ETC2.0車載器 利用登録画面に

戻ります。 
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利用規約を確認した上で、ダブル連結トラック利用制度の利用登録を行う場合は「同意

する」を、不要の場合は「同意しない」を選択してください。 

 

利用規約を確認した上で、ETC2.0簡素化制度利用登録を行う場合は「同意する」を、不

要の場合は「同意しない」を選択してください。 

 

※ 初回の利用制度の登録に限り、「ETC2.0車載器利用制度 利用規約」の画面が表示さ

れます。 

 

ETC2.0車載器利用制度 利用規約画面 

 

 
 

 利用規約の同意選択 

手順 操作内容 

１ 
（ダブル連結トラック利用制度を利用しない場合など）同意しないを選択すると、

ETC2.0車載器 利用登録画面に戻ります。 

２ 利用規約を確認し、①同意するを押す。 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 

  

① 
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利用規約に同意すると、ETC2.0 車載器利用登録が完了となります。 

以下の手順に従って、登録内容に誤りがないか確認を行ってください。 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 

 
 

 登録内容の確認 

手順 操作内容 

１ 

次のETC2.0利用制度の登録内容を確認します。 

・「ETC2.0車載器は登録されました。」のメッセージが表示される。 

・利用制度の変更した車両番号とETC2.0車載器のレコードが黄色ハンチングされる。 

・利用制度を登録した制度に、チェックが入り、橙色ハンチングされる。 

２ 
他に変更登録等がない場合には、①申請支援システムメニューに戻るを押すと、申請

支援システムメニュー画面に戻ります。 

申請支援システムメニュー画面 

 

 

  



 

申請支援システム                  15. ETC2.0車載器利用登録 

 

15－17 

 

15.4 許可期間延長利用制度の利用登録 
 平成31年4月1日より、当面の間、一定の要件を満たす優良事業者の車両について、許可の

有効期間を、これまでの最大２年間から４年間（超重量・超寸法車両はこれまでの最大１年

間から２年間）へと延長可能となる利用制度が開始されます。 

 ここでは、優良事業者の車両の要件のうち、「業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を

受けた車両であること」を満たすための利用登録方法について記載します。 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 
 

 利用制度の変更 

手順 操作内容 

１ 

（許可期間延長利用制度を行う場合は、対象の車載器取付車両のレコードの利用制度

のうち、“許可期間延長”のチェックボックスを選択します。 

※利用制度を同時に複数選択することも可能です。 

２ 
同レコード上の右端の選択チェックボックスを選択し、①利用制度の変更ボタンを押

下します。 

ETC2.0車載器利用制度 利用規約画面 

 

 

手順２を実施した際に、次のようなメッセージが表示されますので、OKボタンを押下します。 

操作を取りやめる際には、キャンセルボタンを押下すると、ETC2.0車載器 利用登録画面に

戻ります。 
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利用規約を確認した上で、許可期間延長利用制度の利用登録を行う場合は「同意する」

を、不要の場合は「同意しない」を選択してください。 

 

※ 初回の利用制度の登録に限り、「ETC2.0車載器利用制度 利用規約」の画面が表示さ

れます。 

 

ETC2.0車載器利用制度 利用規約画面 

 

 
 

 利用規約の同意選択 

手順 操作内容 

１ 
（許可期間延長利用制度を利用しない場合など）同意しないを選択すると、ETC2.0車

載器 利用登録画面に戻ります。 

２ 利用規約を確認し、①同意するを押す。 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 

  

① 
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利用規約に同意すると、ETC2.0 車載器利用登録が完了となります。 

以下の手順に従って、登録内容に誤りがないか確認を行ってください。 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 
 

 登録内容の確認 

手順 操作内容 

１ 

次のETC2.0車載器 利用制度の登録内容を確認します。 

・「ETC2.0車載器は登録されました。」のメッセージが表示される。 

・利用制度の変更した車両番号とETC2.0車載器のレコードが黄色ハンチングされる。 

・利用制度を登録した制度に、チェックが入り、橙色ハンチングされる。 

２ 
他に変更登録等がない場合には、①申請支援システムメニューに戻るを押すと、申請

支援システムメニュー画面に戻ります。 

申請支援システムメニュー画面 
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15.5 特車許可不要区間利用制度の利用登録 
 令和元年7月31日より、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車（40ft背高）の特殊車両通

行許可を不要とする制度運用が開始されています。 

 ここでは、この要件のうち、「業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両であ

ること」を満たすための利用登録方法について記載します。 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 

 
 

 利用制度の変更 

手順 操作内容 

１ 

（特殊車両通行許可不要制度を適用した申請を行う場合は、対象の車載器取付車両の

レコードの利用制度のうち、“特車許可不要区間”のチェックボックスを選択します。 

※利用制度を同時に複数選択することも可能です。 

２ 
同レコード上の右端の選択チェックボックスを選択し、①利用制度の変更ボタンを押

下します。 

ETC2.0車載器利用制度 利用規約画面 

 

 

手順２を実施した際に、次のようなメッセージが表示されますので、OKボタンを押下します。 

操作を取りやめる際には、キャンセルボタンを押下すると、ETC2.0車載器 利用登録画面に

戻ります。 
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利用規約を確認した上で、特殊車両通行許可不要制度の利用登録を行う場合は「同意す

る」を、不要の場合は「同意しない」を選択してください。 

 

※ 初回の利用制度の登録に限り、「ETC2.0車載器利用制度 利用規約」の画面が表示さ

れます。 

 

ETC2.0車載器利用制度 利用規約画面 

 

 
 

 利用規約の同意選択 

手順 操作内容 

１ 
（特殊車両通行許可不要制度を利用しない場合など）同意しないを選択すると、

ETC2.0車載器 利用登録画面に戻ります。 

２ 利用規約を確認し、①同意するを押す。 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 

 

  

① 
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利用規約に同意すると、ETC2.0 車載器利用登録が完了となります。 

以下の手順に従って、登録内容に誤りがないか確認を行ってください。 

 

ETC2.0車載器 利用登録画面 

 

 
 

 登録内容の確認 

手順 操作内容 

１ 

次のETC2.0利用制度の登録内容を確認します。 

・「ETC2.0車載器は登録されました。」のメッセージが表示される。 

・利用制度の変更した車両番号とETC2.0車載器のレコードが黄色ハンチングされる。 

・利用制度を登録した制度に、チェックが入り、橙色ハンチングされる。 

２ 
他に変更登録等がない場合には、①申請支援システムメニューに戻るを押すと、申請

支援システムメニュー画面に戻ります。 

申請支援システムメニュー画面 
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16. ETC2.0簡素化制度（特車ゴールド）申請 
本章では、ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度を適用した申請（ETC2.0簡

素化制度申請）を行うための申請データ作成、ETC2.0簡素化制度の適用選択、申請書作成

状況一覧画面の確認、大型車誘導区間の算定結果の確認について操作説明を行います。 

以下にETC2.0簡素化制度申請のフローを示します。 

 

 

 
 

 

 

 

  

2020年2月より 

変更申請も可能 
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16.1 ETC2.0簡素化制度申請データの作成 
ETC2.0簡素化制度申請における申請データの作成手順は、通常申請と同様です。 

本マニュアルの「3. 申請データ作成（申請書入力）」に沿って、従来通りに申請データ

を作成します。 

ただし、ETC2.0簡素化制度申請を適用するにあたっては、以下の情報が正しく入力され

ていることを確認してください。 

 

(1) ETC2.0簡素化制度申請の適用可能な申請種類 

⚫ ETC2.0簡素化制度申請では、次の申請種類の条件を満たす必要があります。 

 

表 特車ゴールド申請における、新規・更新・変更申請の可否 

 
 

⚫ ETC2.0簡素化制度申請では、申請種類を「新規申請」としてください。 

 

［変更点］ 

⚫ 2020年2月25日より、許可済みの特車ゴールド申請（ETC2.0簡素化制度）の

変更申請が可能となりました。 

⚫ 特車ゴールドの変更申請では、通常の変更申請と同様に、許可期間のみの更新

以外で、車両台数の増以外の変更が可能となります。申請手続きは、新規申請

時と同様の操作となります。 

 

  

申請種別 もとの許可 申請内容 オンライン申請 窓口申請

1 新規申請 － 特車ゴールド申請 可

2 特車ゴールド申請 ワンクリック更新

3 通常申請 可 可

4 通常許可 特車ゴールド申請 不可

5 特車ゴールド申請 不可⇒可

6 通常申請 可 可

7 通常許可 特車ゴールド申請 不可 不可

更新申請

変更申請

実施の可否申請の区分
No.

不可

不可

特車ゴールド許可

特車ゴールド許可
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(2) 申請担当者のメールアドレスが登録されていること 

ETC2.0簡素化制度を適用した申請を行うには、申請担当者のメールアドレスの入

力が必須となります。 

 

※ 『ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要綱（平成28年1月 国

土交通省）における“4 利用条件の（1）”を満たすこと。 

 

⚫ 申請書入力画面で、申請担当者のメールアドレスを必ず入力してください。 

 

申請書入力画面 

 
 

なお、ETC2.0簡素化制度の適用条件を満たすものの、申請担当者のメールアドレ

スが未登録の場合には、申請書作成予約登録時に以下のメッセージが表示されます

ので、メールアドレスを入力してください。 
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(3) ETC2.0簡素化制度の対象車両であること 

ETC2.0簡素化制度を適用した申請を行うには、大型車誘導区間対象車両かつ業務

支援用ETC2.0 車載器を装着しセットアップした車両（トレーラを除く）である必

要があります。 

 

※ 『ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要綱（平成28年1月 国

土交通省）における“2 簡素化制度の内容”および“3 対象となる車両”を満た

すこと。 

 

⚫ 車両内訳一覧（トラクタ）画面で、ETC2.0簡素化制度の利用登録済みの車両

番号であること、また、軸種についても1種類のみであることを確認してくだ

さい。 

 

［留意事項］ 

平成31年3月25日より、トラクタ台数の包括申請に対応しています。なお、複数軸

種の包括申請については、引き続きETC2.0簡素化制度申請の対象外です。 

 

車両内訳一覧（トラクタ）画面 

 
ETC2.0簡素化制度 車両追加画面 

 
 

 

［留意事項］ 

その他軸種（軸種指定で「その他（トリプル軸無）」、「その他（トリプル軸有）」

を選択）の車両は、ETC2.0簡素化制度申請を適用できません。 

 

  



 

申請支援システム                    16. ETC2.0簡素化制度申請 

 

16－5 

 

⚫ 「車両の諸元に関する説明書」画面で、対象車両の欄に「○」が表示されてい

ることを確認してください。 

 

車両の諸元に関する説明書 

 
 

 

(4) 申請経路に大型車誘導区間が含まれていること 

ETC2.0簡素化制度を適用した申請を行うには、申請経路が次の条件を満たす必要

があります。 

 

1）  1経路のみ申請の場合 

経路に1スパン以上の大型車誘導区間が含まれること 

 

2）  複数経路申請の場合 

全ての経路において、それぞれ1スパン以上の大型車誘導区間が含まれること 

 

（大型車誘導区間内を走行しない経路では、大型車誘導区間が迂回経路となること

がないため、ETC2.0簡易化制度の適用外となります。） 

 

※ 『ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要綱（平成28年1月 国

土交通省）における“2 簡素化制度の内容”を満たすこと。 

 

⚫ 申請経路のうち、全ての経路で大型車誘導区間を含んでいるか確認してくだ

さい。 

（参考：交差点入力では、大型車誘導区間チェック機能を用いて、対象スパンが大

型車誘導区間であるか否かを確認することが可能です） 

 

（参考）大型車誘導区間チェック結果画面 
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(5) オンライン申請を行うこと 

ETC2.0簡素化制度を適用した申請を行うには、申請支援システムで申請データを

作成し、受付システムを使ってオンライン申請する必要があります。 

 

※ 『ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要綱（平成28年1月 国

土交通省）における“4 利用条件の（1）”を満たすこと。 

 

［留意事項］ 

・平成29年2月6日より、全国のオンライン申請受付窓口（関東地方整備局本局を

除く）にてETC2.0簡素化制度を適用した申請を受け付けています。 

提出先窓口指定で「関東地方整備局本局」または「その他道路管理者」を選択した

場合、下記のメッセージが表示されますので、提出先窓口を変更してください。 
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16.2 ETC2.0簡素化制度の適用選択 
申請書情報の入力が完了し、申請・各種情報入力選択画面において申請書作成予約登録

ボタンを押すと、ETC2.0簡素化制度の適用条件を満たす場合はETC2.0簡素化制度を適用

するか否かを選択するポップアップ画面が表示されます。 

ETC2.0簡素化制度申請を行う場合は「はい」を選択します。ETC2.0簡素化制度申請と

せず通常申請として行う場合は「いいえ」を選択します。 

 

申請・各種情報入力選択画面 

 
 

 

 ETC2.0簡素化制度の適用選択 

手順 操作内容 

１ ①ETC2.0簡素化制度申請を行う場合、はいを押す。 

２ ②ETC2.0簡素化制度申請を行わない場合、いいえを押す。 

申請書作成予約受付情報画面 
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16.3 申請書作成状況一覧表示の確認 
申請書作成予約登録後、申請支援システムメインメニュー画面から申請書作成状況一覧

を選択し、申請書作成状況一覧画面において作成予約した申請の作成状況が「作成完了」

となっていること、およびメッセージ欄に「ETC2.0簡素化制度」の申請である旨が表記さ

れていることを確認します。 

 

また操作欄に、 

・申請書：ダウンロード 

・申請データ：ダウンロード・提出 

・算定結果：ダウンロード 

・大型車誘導区間算定結果：ダウンロード 

の各ボタンが存在することを確認します。 

 

■メッセージ欄の表記：「ETC2.0簡素化制度を利用した申請です。」 

 

申請書作成状況一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、申請書作成の結果、ETC2.0簡素化制度申請とならないのは、以下の2ケースです。。

この条件に該当する場合は、作成状況が「要再作成」となります。 

 

✓ ケース１：新規格車等において、空車時の車両諸元の値が特殊車両通行許可制度の対

象車両から外れる場合 

（積載物重量を0とし、全ての重量を車両自重として申請してください） 

 

✓ ケース２：車高の寸法が3.8ｍ超4.1ｍ以下の特例8車種で、高さ指定道路以外の道路

を通行している場合（該当車両は高さ指定道路のみ通行可能であるため） 

 

■ メッセージ欄の表記例 

A) ケース１ 

「空車時の車両諸元が特車申請要件を満たさないため、ETC2.0簡素化制度は適用

されません。」 

 

B) ケース２ 

「大型車誘導区間に高さ指定道路以外が含まれるため、車両高さ3.8mを超える特

例8車種は、ETC2.0簡素化制度を利用した申請を行うことはできません。」 
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16.4 大型車誘導区間の算定結果の確認 
申請書作成状況一覧画面の操作欄から、大型車誘導区間算定結果の帳票をダウンロード

し、通行条件を確認します。 

なお、ETC2.0簡素化制度申請に限り、通行経路表の最終ページに許可経路と大型車誘導

区間の接続交差点における走行時の注意書きが記されます。 

 

出力帳票の詳細については、「10.6 算定関係帳票の説明 10.5.5、10.6.8」を参照してく

ださい。 

 

［留意事項］ 

大型車誘導区間算定結果帳票は全国の大型車誘導区間について算定するため、作成

に時間を要します。 

帳票の生成が完了するまでは、ダウンロードボタンを押下できませんのでご注意く

ださい。 

また、当該算定帳票は申請データ作成時から35日間はシステム内で保存されますが、

35日間経過後は削除されますので、ダウンロードしてお使いのパソコンなどに保存

してください。 

 

※ 『ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』実施要綱（平成28年1月 国土交

通省）における“5 大型車誘導区間内の許可経路の取扱い”をご参照ください。 
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16.5 許可更新機能 
特車ゴールド許可では、許可の更新申請の手続きが簡素化されます。 

通行終了日が近づくと、更新案内メールをお送りします。画面のガイダンスに沿って操作

していただくことにより、更新申請が簡単に行えます。 

 

更新案内メールは、以下のタイミングで許可を受けた時の申請者IDに登録されているメー

ルアドレスに送信されます。 

 

表 16-1 更新案内メール送信タイミング設定値 

No メール送信回 送信タイミング 

1 1回目 通行終了日の12週前 

2 2回目 通行終了日の11週前 

3 3回目 通行終了日の10週前 

4 4回目 通行終了日の9週前 

5 5回目（最終） 通行終了日の8週＋1日前 
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16.5.1 更新案内メール 更新間略化可能な場合 
更新案内対象の申請がある場合、下記のメール「特車ゴールド通行許可の更新簡略化手続

のご案内」が送信されます。 

更新希望、更新不要はそれぞれのリンクをクリックすることにより選択することができま

す。 

更新希望のリンクをクリックすると特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請ログイン）

に、更新不要のリンクをクリックすると特車ゴールド申請・更新登録画面（更新案内メール

配信停止ログイン）に移ります。 

 

※更新案内メール送信後に道路情報便覧の更新があり、その影響で申請経路に不連続が生

じることがあります。その場合、簡略化更新（自動更新）はできないため、通常と同様の新規

申請を行っていただく必要があります。 

⇒受付事務所で優先審査を行いますので、申請後に到達番号等を事務所にご連絡ください。 

 

 
  

① 

② 
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 更新希望の場合 

手順 操作内容 

１ ① のリンクをクリックします。 

２ 特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請ログイン）に遷移します。 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請ログイン） 

 

 更新不要の場合 

手順 操作内容 

１ ② のリンクをクリックします。 

２ 
特車ゴールド申請・更新登録画面（更新案内メール配信停止ログイン）に遷移しま

す。 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新案内メール配信停止ログイン） 
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16.5.2 特車ゴールド申請 更新登録申請 
ここでは特車ゴールド申請の更新登録申請についての説明を行います。 

 

 特車ゴールド申請・更新登録にログイン 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請ログイン）で、ユーザーID、パスワードを指

定してログインボタンを押します。 

ログインすると、提出先窓口、運行開始日、運行終了日の設定、 登録 ボタン、 リセット 

ボタンの操作が可能になります。 

 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請ログイン） 

 

 
 

 更新登録にログイン 

 

手順 操作内容 

１ ①ユーザーID、②パスワードを入力して③ログインボタンを押します。 

２ 
ログインすると④提出先窓口、⑤運行開始日、⑥運行終了日、⑦登録、⑧リセットの

操作ができるようになります。 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請） 

  

④ 
① 

② 

 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ ⑧ 



 

申請支援システム                    16. ETC2.0簡素化制度申請 

 

16－14 

 更新登録申請内容を指定して登録 

特車ゴールド申請更新登録にログインすると更新案内メールに記載された許可の許可番

号、有効期限が表示されます。提出先窓口は申請受付可能な直轄事務所をプルダウンメニュ

ーから選択します。通行開始日（西暦8桁）、通行終了日（西暦8桁）を指定します。直接入

力、またはカレンダーからの指定もできます。（通行開始日は有効期限の翌日が表示されて

います。日付の変更は可能です。） 

提出先窓口、通行開始日（西暦8桁）、通行終了日（西暦8桁）を指定後に、登録ボタンを

押下すると、更新申請を行うか否かを選択するポップアップ画面が表示されます。 

更新申請を行う場合は OK ボタンを押します。 

 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請） 

 

 

 申請内容を指定 

手順 操作内容 

１ 表示されている①許可番号、②有効期限を確認します。 

２ ③提出先窓口をプルダウンメニューから選択します。 

３ 

④通行開始日（西暦8桁）⑤通行終了日（西暦8桁）を指定します。（④通行開始日は有

効期限の翌日が表示されています。日付の変更は可能です。）直接入力、またはカレン

ダーからの指定もできます。 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請） 

 

  

③ 

④ 

⑤ 

① 

② 
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特車ゴールド申請・更新登録画面（更新申請） 

 

 
 

 申請を登録 

手順 操作内容 

１ ①登録を押します。指定した項目を戻す場合は②リセットを押します。 

２ 
更新申請を行うか否かを選択するポップアップ画面が表示されます。申請内容を確認

し③ OK を押します。 

特車ゴールド申請・更新登録画面（申請書作成予約受付確認） 

  

① ② 

 

③ 
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 更新登録申請予約を確認 

特車ゴールド申請更新登録を行うと、受付完了メッセージ「特車ゴールド申請（更新申請）

の申請書作成予約を受け付けました。」と申請番号が表示されます。 

申請書作成の状況を確認する場合は 申請書作成状況一覧に進む ボタンを押します。申請

書作成状況一覧画面(5.1 申請書作成確認参照)に遷移し確認することができます。 

 

特車ゴールド申請・更新登録画面（申請書作成予約受付確認） 

 

 

 

 申請予約を確認 

 

手順 操作内容 

１ 
表示されている①特車ゴールド申請（更新申請）申請書作成予約受付確認メッセージと

②申請番号を確認します。 

２ 
予約状況の確認は③ 申請書作成状況一覧に進む を押します。申請書作成状況一覧画

面に遷移します。 

申請書作成状況一覧画面 

  

① 
② 

 

③ 
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申請書作成状況一覧画面 
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16.5.3 特車ゴールド申請 更新手続不要 
ここでは特車ゴールド申請の更新手続が不要な場合についての説明を行います。 

 

 特車ゴールド申請・更新登録にログイン 

 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新手続不要申請）で、ユーザーID、パスワードを指

定してログインボタンを押します。 

ログインすると、 停止 ボタン、 閉じる ボタンの操作が可能になります。 

 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新手続不要申請ログイン） 

 

 

 更新登録にログイン 

手順 操作内容 

１ ①ユーザーID、②パスワードを入力します。 

２ ③ログインを押すと④停止、⑤閉じるの操作ができるようになります。 

特車ゴールド申請・更新登録（更新手続不要申請）画面 

 
  

③ 

① 

② 

 

④ ⑤ 
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 更新手続不要申請 

特車ゴールド申請更新手続不要申請にログインすると更新案内メールに記載された許可の

許可番号、有効期限が表示されます。更新案内メールが不要な場合は 停止 ボタンを押しま

す。更新手続き停止をしない場合は 閉じる ボタンを押します。 

 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新手続不要申請） 

 

 

 更新手続ご案内メール送信停止 

 

手順 操作内容 

１ 表示されている①許可番号、②有効期限を確認します。 

２ 更新手続きご案内メールが不要な場合は③停止を押します。 

３ 更新手続き停止をしない場合は④閉じるを押します。 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新手続停止確認メッセージ） 

 

 

  

① 

② 

 

③ ④ 
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停止 ボタンを押下すると、許可番号、更新案内メール停止を行うか否かを選択するポップ

アップ画面が表示されます。 

更新案内メール停止を行う場合は OK ボタンを押します。停止をキャンセルする場合は

キャンセルボタンを押します。 

 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新手続停止確認メッセージ） 

 

 
 

 更新手続停止確認メッセージ 

 

手順 操作内容 

１ 
更新案内メール停止を行うか否かを選択するポップアップ画面が表示されます。更

新案内メール停止を行う場合は① OK を押します。 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新手続停止確認） 

 

  

① 
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メッセージ「左記の特車ゴールド許可申請に関する更新手続きのご案内メールの送信を停

止しました。」が表示されるので確認後、閉じるボタンを押します。 

特車ゴールド申請・更新登録画面（更新手続停止確認） 

 

 

 
 

 更新手続停止確認 

 

手順 操作内容 

１ 
表示されている①メッセージ「左記の特車ゴールド許可申請に関する更新手続きの

ご案内メールの送信を停止しました。」を確認後に② 閉じる を押します。 

 

 

  

② 

① 
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16.5.4 更新案内メール 更新間略化不可な場合 
違反実績がある場合または便覧更新による経路不連続がある場合は更新簡略化手続きが行

えません。その場合は下記のメール「特車ゴールド通行許可更新手続のご案内」が送信され

ます。 

引き続きゴールド許可での走行を希望する場合は申請支援システムへのリンクをクリック

し、申請支援システムへのログイン画面から新規申請を行ってください。 

 

 
 

 申請支援システムで新規申請の場合 

手順 操作内容 

１ ①のリンクをクリックします。 

２ 申請支援システムへのログイン画面に遷移します。 

申請支援システムへのログイン画面 

 

  

① 
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申請支援システムへのリンクをクリックすると申請支援システムへのログイン画面が表示

されます。 

ログインをして新規申請を行います。 

以降の操作方法は、2.3 申請支援システムへのログイン（接続）を参照してください。 
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17. 延長申請条件登録 
本章では、特殊車両通行許可について、事業者における許可の申請の事務負担の軽減と

許可事務の迅速化を図るため、平成31年4月1日より、当面の間、一定の要件を満たす優良

事業者の車両について、許可の有効期間を、これまでの最大２年間から４年間（超重量・

超寸法車両はこれまでの最大１年間から２年間）へと延長する際の操作説明を行います。 

以下に延長申請条件登録のフローを示します。 

 

 

  
 

 

 

なお、申請に関する手続きの流れについては、平成31年4月1日付の周知資料をご参照下さい。 

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20190329_kyoka_info.pdf 

 

※ 但し、令和元年9月24日以降は、システム改修に伴い、新規申請における運用を一部

変更。詳細は、周知資料をご参照下さい。 

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/release20190918-1j-s.pdf 

 

 

 ここでは、既存申請における延長申請条件登録の操作方法について説明します。 

 

  

特殊車両システムへのログイン

申請支援システムへのログイン

申請支援システムメニュー

ETC2.0車載器登録
（許可期間延長の利用制度登録）

延長申請条件登録

必要条件チェック（①～③全て）
①ETC2.0車載器登録
②違反履歴なし
③Gマーク取得事業者（認定証番号）

新規申請 or 既存申請

申請書データの作成

申請書作成状況一覧
メッセージを確認

（画面キャプチャの取得は不要）

受付システム -添付資料の指定画面-
　・取得した画面キャプチャ
　　(⇒9/24以降は不要)
　・Gマーク認定証の写し 延長申請する許可番号を指定

＜新規の場合＞ ＜既存の場合＞
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（周知資料のP5、P6を抜粋）   
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17.1 既存申請の延長申請条件登録 
既存申請における許可期間延長利用制度を適用するための前提条件として、15章の

ETC2.0車載器利用登録済みで許可期間延長利用制度登録されている必要があります。 

 

 

 延長申請条件登録 

既存申請の許可期間延長を行う場合には、申請支援システムメインメニュー画面から、

延長申請条件登録ボタンを選択します。 

 

申請支援システムメインメニュー画面 

 

 
 

許可期間延長に必要な条件登録画面 
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 許可期間延長に必要な条件登録 

申請支援システムメニュー画面の延長申請条件登録ボタンを押下すると、許可期間延長

に必要な条件登録画面が表示されます。 
 

許可期間の延長に必要な条件をみたしていれば、以下にチェックを入れてください。 
●ETC2.0車載器を登録していること 
●違反履歴がないこと 
●Gマーク認定事業所であること 
 なお、Gマーク取得事業者には、認定証番号を登録する必要があります。 

 
許可期間延長に必要な条件登録画面 

 

 
 
 

 必要条件の登録 

手順 操作内容 

１ 

許可期間の延長に必要な条件①～③のそれぞれ条件を満たす場合、チェックボックス

を選択します。また、条件③については、④Gマーク※認定証番号XXXXXXX-Xをテキ

スト入力してください。 

※全日本トラック協会HPを参照）http://www.jta.or.jp/tekiseika/g_mark/about_gmark.html 

２ 

延長する既存の許可証の許可番号を、⑤の事務所略称名と許可発行年度をプルダウン

メニューから選択し、6桁の許可番号を設定します。また、⑥に許可発行年月日を

YYYYMMDDの形式で入力してください。 

３ 

入力内容に誤りがないことを確認して、⑦登録ボタンを押下します。 

登録ボタンを押下後に、登録内容確認画面に遷移します。 

入力内容を初期状態に戻す場合は⑧リセットボタンを押下します。 

４ ⑨前画面に戻るボタンを押すと、申請支援システムメニュー画面に遷移します。 

申請支援システムメニュー画面 

④ 

⑨ ⑧ ⑦ 

⑥ 

⑤ 

① 
② 

③ 
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［留意事項］ 

既存許可の許可期間延長利用制度が適用されるには、申請車両において、許可期間

の延長に必要な条件を全て満たしている必要があります。 

 

 登録内容確認・確定 

許可期間延長に必要な条件登録画面で登録した内容を確認し、内容に誤りがない場

合には、登録ボタンを押下して登録内容を確定してください。 

登録ボタン押下後は、許可期間延長登録完了画面に遷移します。 

キャンセルする場合は前画面に戻るボタンを押下してください。 

 

 
登録内容確認画面 

 

 
 

許可期間延長登録完了画面 

 

 
 

 

許可期間延長に必要な条件登録画面で登録内容に不備が生じる場合には、次のよう

なエラーメッセージ等が画面上に表示されますので、登録内容をお確かめのうえ、適

宜修正作業を行ってください。 
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18. 特殊車両通行許可不要制度を適用した申請 
本章では、特殊車両通行許可不要制度を適用した申請（以下、特車許可不要申請という）

を行うための申請データ作成、特殊車両通行許可不要制度の制度適用選択（申請書作成予

約時）、特車許可不要区間における算定結果の確認方法についての操作説明を行います。 

以下に特車許可不要申請のフローを示します。 

 

 

  
 

  

申請支援システムへのログイン

ETC2.0車載器登録

申請書情報入力
・メールアドレスの入力

・申請車種：海上コンテナ（9’6’)のみ

・ＥＴＣ2.0車載器情報の登録
・特車許可不要区間の利用制度登録
　（利用規約の同意）

積載貨物情報入力

車両情報入力

経路情報入力

申請書作成予約

申請データの提出

適用制度の選択

・ファイル形式：ｔｋｓファイル
・オンライン提出もしくは窓口申請
　（自治体オンライン提出も利用可）

・貨物名：海上コンテナ（タンク・40ft）
　　　　　　海上コンテナ（ボックス・40ft（30.48t対応）
　　　　　　海上コンテナ（ボックス・40ft）
・積載物寸法：幅　235cm以上250cm以下（規格値：243.8cm）
　　　　　　　　　高さ285cm以上295cm以下（規格値：289.6cm）
　　　　　　　　　長さ1,200cm以上1,300cm以下（規格値：1,219.2cm）

特車許可不要区間
制度

ＥＴＣ2.0簡素化制度
（特車ゴールド）

通常申請

・適用要件チェック
　（全ての要件を満たしていること）

・申請経路のうち、1経路以上は特車許可不要区間と許可
必要区間が混在している経路であること
　（特車許可不要区間完結は申請不要のため除くこと）

・認証トラクタであること

・車両寸法（合成値）：幅　250cm以下、高さ410cm以下、長さ1,650cm以下
・車両重量（合成値）：車両総重量44t以下、最大軸重11.5t以下、最大輪荷重5.75t以下
　（その他軸種、複数軸種はシステム対象外）

［青字］特車許可不要申請の必要要件
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18.1 申請データ作成 
特車許可不要申請における申請データの作成手順は、通常申請と同様です。 

本マニュアルの「3. 申請データ作成」に沿って、従来通りに申請データを作成します。 

ただし、特車許可不要の申請データを作成するにあたっては、以下の要件を満たすこと

が必要となります。 

 

(1) 業務支援用ETC2.0車載器に関する情報の登録および利用制度の登録 

 

⚫ 申請支援システムにて、以下の車載器に関する情報を登録する必要があります。 

 

   ［搭載するETC2.0車載器の情報］（※15.1章 ETC2.0車載器情報の登録を参照） 

- 自動車登録番号（トラクタのナンバー） 

- 車載器管理番号 

- ASL-ID 
 

   ［利用制度］（※15.5章 特車許可不要区間利用制度の利用登録を参照） 

- 特車許可不要区間利用制度 

注）利用制度を適用時に、利用規約への同意が必要となっております。 

 

 

 

(2) 許可不要制度適用を受けるための申請車両の条件を満たすこと 

 

⚫ 許可不要制度適用を受けるには、下表の車両条件を満たしている必要があります。 

 

項目 条件 

トラクタ 認証トラクタであること 

（２軸トラクタで、駆動軸重が軸重10t超11t以下の場合） 

ETC車載器登録 すべての車両に許可不要区間のETC車載器登録があること 

（他項目との重複可） 

申請車種 海上コンテナ（9’6’) 

積載物名 海上コンテナ（タンク・40ft） 

海上コンテナ（ボックス・40ft（30.48t対応） 

海上コンテナ（ボックス・40ft） 

積載物寸法 幅 235cm以上250cm以下（規格値：243.8cm） 

高さ285cm以上295cm以下（規格値：289.6cm） 

長さ1,200cm以上1,300cm以下（規格値：1,219.2cm） 

車両寸法（合成値） 幅 250cm以下、高さ410cm以下、長さ1,650cm以下 

車両重量（合成値） 車両総重量44t以下、最大軸重11.5t以下、最大輪荷重5.75t以下 

軸種 複数軸種でない（１申請につき１軸種のみ） 

その他軸種でない（システムに軸種登録があるもの） 
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(3) 申請経路に特車許可不要区間が含まれていること 

特車許可不要区間申請を行う際には、申請経路のうち、1経路以上は許可不要区間

と許可必要区間が混在した経路である必要があります。 

また、特車許可不要区間で完結している経路が存在する場合には、通行許可申請

は不要となりますので、申請経路から除外する必要があります。 

 

1）  1経路のみ申請の場合 

経路に1スパン以上の特車許可不要区間が含まれること 

 

2）  複数経路申請の場合 

申請経路のうち、1経路以上は特車許可不要区間を含むこと 

 

3）  特車許可不要区間で完結する経路が1経路でも存在する場合 

特車許可不要区間で完結する経路が含まれないよう対象経路を削除すること 

 

 

   ［留意事項］ 

※ 1）2）の場合、特車許可不要区間制度を適用した申請を行うとして申請書作成予

約時した際に、特車許可不要区間が1スパン以上含まれていない申請において

は、以下のような警告メッセージが表示され、申請データの作成が行えません。 

特車許可不要区間を含む経路を再作成するか、もしくは通常申請を行ってくだ

さい。 

 

 

（参考）申請・各種情報入力選択画面 

 
  



 

申請支援システム               18. 特殊車両通行許可不要制度適用申請 

 

18－4 

 

※ 3）の場合、申請書作成予約時に、特車許可不要区間で完結している経路が含ま

れる申請においては、以下のような警告メッセージが表示され、申請データの作

成が行えません。 

メッセージ内容に従って、特車許可不要区間で完結している経路番号を確認し、

その対象の経路を削除した後、再度申請を行って下さい。 

ただし、特車許可不要区間制度を利用せず、通常申請を行う場合には、通常申請

を選択してください。 

 

 

（参考）申請書作成予約 確認画面 
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(4) メールアドレスが登録されていること 

特車許可不要申請を行うには、申請担当者あるいは代理人のメールアドレスの登

録が必須となります。 

  

⚫ 申請書入力画面で、申請担当者のメールアドレスを必ず入力してください。 

 

申請書入力画面 

 
 

 

なお、特車許可不要申請の要件を満たし、申請書作成予約時に許可不要制度を適

用した際に、申請担当者のメールアドレスが未登録の場合には、以下の警告メッセ

ージが表示されますので、申請書情報入力からメールアドレスを入力してください。 

 

  
（本人申請時） （代理人申請時） 

 

 

 

(5) 申請データがｔｋｓファイルであること 

特車許可不要申請は、申請支援システムにて申請書作成予約を行い、作成した申

請データ（tksファイル）を対象としています。 

 

途中保存や電子申請書作成システムを用いて作成した申請データ（binファイル）

においては、特車許可不要区間制度を適用することはできません。 
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18.2 制度適用選択 
申請書情報の各種入力が完了し、申請・各種情報入力選択画面において申請書作成予約

登録ボタンを押すと、特車許可不要申請の適用要件を満たす場合には、特車許可不要区間

制度を適用するか否かを選択するポップアップ画面が表示されます。 

 

➢ 特車許可不要申請を行う場合：「はい」を選択します。 

➢ 特車許可不要申請を行わず通常申請とする場合：「いいえ」を選択します。 

 

申請・各種情報入力選択画面 

 
 

また、特車許可不要申請の他に、ETC2.0簡素化制度（特車ゴールド）の適用条件を満

たしている場合には、以下のような確認用のポップアップ画面が表示されます。 

なお、特車許可不要申請と特車ゴールドの併用した申請は行えません。 

 

➢ 特車ゴールド申請を行う場合：「ETC2.0簡素化制度」を選択します。 

➢ 特車許可不要申請を行う場合：「特車許可不要区間制度」を選択します。 

➢ 通常申請を行う場合：「通常申請」を選択します。 

➢ 申請書作成予約をキャンセルする場合：「予約登録を取り消す」を選択します。 
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18.3 特車許可不要区間における算定結果の確認 
特車許可不要区間においては、システムによる算定（通行条件の判定）は行われません。 

 

そのため、申請書作成状況一覧画面の操作欄から、ダウンロードした算定結果の帳票PDF

には、特車許可不要区間の部分は、通行条件（算定）は付与されません。 

ただし、許可必要区間および特車許可不要区間と許可必要区間の接続部の折進審査は、

通常通りに算定されます。 

 

なお、特車許可不要申請に限っては、通行経路表の最終ページに特車許可不要区間外か

ら区間内に進入・退出する場合の注意書きが記されます。 

また、条件書内に、特車許可不要区間を通行するうえでの注意事項が記載されますので、

走行前には必ず以下の参照先より対象箇所及びその通行条件を確認ください。 

［次頁の通行条件の確認方法を参考にしてください。］ 

 

 
参照先：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html 

 

  

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html
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［特車許可不要区間の交差点における通行条件の確認方法］ 

 

① ガイドマップを表示し、申請経路上の特車許可不要区間内の交差点に通行条件が付与さ

れているか否かを確認します。 
・ガイドマップ）http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html 

・通行条件が付与される場合の交差点表示）  

 

② ガイドマップの「こちら」のリンク先より「特車許可不要区間の交差点における通行方

法」のWebサイトより地方毎の詳細掲載の通行条件リストPDFをダウンロードします。 

 

 
 

通過する交差点に通行条件が設定
されていることを確認

（B条件で通行可能な交差点は、
交差点番号の表示なし）

「こちら」をクリック

表示する地方をクリック
（通行条件リストPDFをダウンロード）
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19. ダブル連結トラック利用制度を適用した申請 
本章では、ダブル連結トラックの利用制度を適用した申請（以下、ダブル連結取トラッ

ク申請という）を行うための申請データ作成、ダブル連結トラック利用制度の適用選択（申

請書作成予約時）、申請書作成状況一覧表示の確認方法についての操作説明を行います。 

以下にダブル連結トラック申請のフローを示します。 

 

 

 

 
 

  

申請支援システムへのログイン

ETC2.0車載器登録

申請書情報入力

・申請車種：フルトレーラ（ダブル連結トラック）
・提出先：直轄国道事務所（その他道路管理者は不可）

・ＥＴＣ2.0車載器情報の登録
・ダブル連結トラックの利用制度登録
　（利用規約の同意）

積載貨物情報入力

車両情報入力

経路情報入力

申請書作成予約

申請データの提出

制度利用の確認

申請書データ再作成

・適用要件チェック
　（全ての要件を満たしていること）

［青字］ダブル連結トラック申請の必要要件

・入力は不要

・通行期間は最大2年間で申請可
　（許可期間延長との併用で最長4年間まで可）

事前協議の有無

・申請車種がダブル連結トラックの場合、
　通常申請は行えません。

事前相談

いいえ

はい

はい

いいえ

・申請前に提出先の窓口に事前相談を行ってください。
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19.1 申請データ作成 
ダブル連結トラック申請における申請データの作成手順は、通常申請と同様です。 

本マニュアルの「3. 申請データ作成」に沿って、従来通りに申請データを作成します。 

ただし、ダブル連結トラックの申請データを作成するにあたっては、以下の要件を満た

すことが必要となります。 

 

 

(1) 提出先窓口へ事前相談 

 

⚫ ２１ｍ超車両の申請は、一般的な申請と比較し、通行条件、添付書類、通行経路の

設定方法等が複雑です。適切かつ円滑な手続きを行うため、申請前に事前相談を行

ってください。 

 

 

(2) 業務支援用ETC2.0車載器に関する情報の登録および利用制度の登録 

 

⚫ 申請支援システムにて、以下の車載器に関する情報を登録する必要があります。 

 

   ［搭載するETC2.0車載器の情報］（※15.1章 ETC2.0車載器情報の登録を参照） 

- 自動車登録番号（トラクタのナンバー） 

- 車載器管理番号 

- ASL-ID 
 

   ［利用制度］（※15.3章 ダブル連結トラック利用制度の利用登録を参照） 

- ダブル連結トラック利用制度 

注）利用制度を適用時に、利用規約への同意が必要となっております。 

 

 

(3) ダブル連結トラック利用制度適用を受けるための申請車両の条件を満たすこと 

 

⚫ ダブル連結トラック利用制度適用を受けるには、下表の車両条件を満たしている必

要があります。なお、積載貨物情報は入力不要となります。 

 

項目 条件 

ETC車載器登録 すべての車両にダブル連結トラックのETC車載器登録があること 

（他項目との重複可） 

申請車種 フルトレーラ（ダブル連結トラック) 

積載物名 入力不要 

 

 

(4) 提出先窓口は、直轄国道事務所のみを指定 

 

⚫ 提出先事務所は、直轄国道事務所のみとなります。 

※その他道路管理者の場合、申請書作成予約は行えません。 
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19.2 ダブル連携トラック利用制度の適用選択 
申請書情報の各種入力が完了し、申請・各種情報入力選択画面において申請書作成予約

登録ボタンを押すと、特車許可不要申請の適用要件を満たす場合には、ダブル連結トラッ

ク利用制度を適用するか否かを選択するポップアップ画面が表示されます。 

 

➢ ダブル連結トラック申請を行う場合：「はい」を選択します。 

➢ ダブル連結トラック申請を行わない場合：「いいえ」を選択します。 

ここで、車種がフルトレーラ(ダブル連結トラック)の場合、通常申請は行えません。 

 

申請・各種情報入力選択画面 

  
 

 

 

次に、提出先窓口事務所との事前協議を行ったかどうかの確認メッセージが表示され

ます。事前協議を行っていない場合には、申請書作成予約が完了できません。 

 

➢ 事前協議した場合：「事前協議した」を選択すると、入力チェックが行われます。 

➢ 事前協議していない：「事前約登録を取り消す」を選択すると、申請書作成予約前に 

戻ります。提出先窓口に必ず事前相談を行ってください。 
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なお、入力内容に正しく入力されていない場合には次のようなメッセージが表示されます。 

 

A) ETC2.0車載器情報が正しく登録されていないか、利用制度がONになっていない場合 

 

 
 

➢ 申請書作成時に、ETC2.0車載器登録済みでダブル連結トラックの利用制度を選択

（チェックをON）している必要があります。 

 

 

B) 提出先窓口事務所が直轄国道事務所となっていない場合 

 

   
 

➢ 提出先窓口に「その他道路管理者」は提出先として選択できません。 

（地方整備局の直轄国道事務所を選択ください） 
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19.3 申請書作成状況一覧表示の確認 
申請書作成予約登録後、申請支援システムメインメニュー画面から申請書作成状況一覧

を選択し、申請書作成状況一覧画面において作成予約した申請の作成状況が「作成完了」

となっていること、およびメッセージ欄に「ダブル連結トラック利用制度」の申請である

旨が表記されていることを確認します。 

 

また操作欄に、 

・申請書：ダウンロード 

・申請データ：ダウンロード・提出 

・算定結果：ダウンロード 

の各ボタンが存在することを確認します。 

 

■メッセージ欄の表記：「この申請はダブル連結トラック制度利用の申請です。 

            申請提出時に付属書類を添付してください。」 

 

申請書作成状況一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請データの提出（オンライン申請）時に、次のような付属書類を受付システムで添付し

て送信を行ってください。 

 

＜付属資料＞ 

① 軌跡図 

② 特定の区間の通行距離等に関する書類 

③ 申請書において車両の安全装置が装備されていることを確認したことを報告する書類 

④ 運用者に関わる書類（免許証の写し、実技訓練を受講したことを証する書類、など） 

⑤ 希望する許可期間を示す書類 
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20. 手数料情報照会 
本章では、国から送付された納入告知書の手数料の内訳（申請単位）を確認するための

操作説明を行います。 

以下に手数料情報照会における画面操作フローを示します。 

 

 

 

 
 

経路入力（交差点番号指定による経路入力）のフロー 

 

 

 

フローに従い各画面操作の説明を行います。 

 

 

  

申請支援システム　トップメニュー画面

手数料一覧画面

「手数料情報照会」を選択

手数料内訳画面

「前画面に戻る」を選択

（内訳を確認する代表受理番号の）

「表示」を選択

表示可能な手数料の存在
存在しない

存在する

・過去1年間以内に発行された納品告知書

　（予定額を含む）

・システムに対応した直轄国道事務所であること

　（北海道、沖縄、一部の直轄事務所を除く）

・・・・・
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20.1 手数料一覧画面 
ログインした申請者が、過去1年以内に国道事務所から特殊車両通行許可証の手数料を、

納入告知書単位で手数料一覧画面に表示されます。 

 

   ［留意事項］ 

※ 北海道開発局、沖縄総合事務局及び一部の直轄国道事務所の申請につきまして

は、当システムで対応していないため、手数料の内訳が表示されません。 

※ 上記のように手数料が表示されない場合には、申請先の窓口事務所までお問い

合わせください。 

※ なお、審査手続きで手数料が発生しない（0円）の場合は、納入告知書が発行さ

れませんので、本画面でも表示の対象外となります。 

 

 

手数料一覧画面 

 
 

 

 

 

① 審査窓口 

申請書を提出した審査窓口の事務所名を表示します。（納入告知書の発行元） 

 

② 代表受理番号 

納入告知書に記載された受理番号を表示します。 

※ 受理番号は、許可証に記載される6桁の許可番号となります。 

※ 複数の許可証が包括されて納入告知書が発行される場合がありますが、実際に送付

されたお手元にある納入告知書に記載されている受理番号で照合ください。 

 

③ 代表到達番号 

代表受理番号に対する到達番号を表示します。 

※ 到達番号は、オンライン申請時に発番される9桁の受理番号となります。 

※ オンライン申請でない場合、代表到達番号欄は非表示（“-”）となります。 

 

999999 1999999999

⑦ 

① ② 

③ ④ ⑤ 

⑥ 
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④ 受理件数 

納入告知書に記載されている手数料対象の許可件数を表示します。 

 

⑤ 手数料合計 

納入告知書に記載されている手数料額を表示します。 

※ 複数の許可証が包括されている場合は、納入告知書に記載される手数料の合計値と

なります。 

 

（注意点） 

画面に表示される手数料は予定額のため、実際に請求額と異なる場合があります。 

 

⑥ 内訳（表示） 

手数料の内訳を表示します。表示ボタンを押すと、手数料内訳画面に遷移します。 

 

⑦ 代表受理番号検索 

手数料一覧画面に複数表示されている場合に、6桁の代表受理番号を入力し、検索ボタ

ンを押すと、一覧表示が検索した代表受理番号のみのレコードに絞り込まれます。 

検索条件は、完全一致となります。 
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20.2 手数料内訳画面 
手数料一覧画面で選択した内訳表示ボタンを押下した納入告知書の内訳を、許可証単位

で手数料内訳画面に表示されます。 

 

 

手数料内訳画面 

  
 

 

 

① 審査窓口 

手数料一覧画面で選択した納入告知書の代表受理番号のレコード情報を表示します。 

 

○表示項目：審査年度、審査窓口、代表受理番号、受理件数、手数料合計 

 

 

② 審査窓口 

納入告知書の内訳を許可証単位で表示します。 

 

○表示項目：受理番号、到達番号、手数料 

 

 

③ 前画面に戻る 

前画面に戻るボタンを押すと、手数料一覧画面に遷移します。 

 

 

999999

999999

999998

999997

1999999999

1999999998

1999999997

① 

② 

③ 
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